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0議事日程第1号

平成2年6月14日（木）、午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 報告第 1 号なし、し報告第 7 号……......…•…...••……...…報告

報告第 1号平成元年度四日市市繰越明許費について

報告第2号 平成元年度四日市市事故繰越しについて

報告第3号 財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第4号 四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第5号 財団法人四日市市レジャー施設協会の経営状況につ

いて一

報告第6号 財団法人四日市市文化振興財団の経営状況について

報告第7号 財団法人環境技術移転セソターの経営状況について

第4 議案第60号ないし議案第75号………………………………説明

議案第60号 四日市市手数料徴収条例の一部改正について

議案第61号 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と

調整に関する条例の制定について

議案第62号工事請負契約の締結について

ロ ーシルバー人材セ‘ノター事務所建設工事一

議案第63号工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事一

議案第64号工事請負契約の締結について

ー北部雨氷5号幹線函渠布設工事一

議案第65号工事請負契約の締結について

一高砂ポソプ場電気設備工事一

議案第66号工事請負契約の締結について

ー落合ポ‘ノプ場電気設備工事一

....:... 1 -



議案第67号 工事請負契約の締結について 喜多野 等

ー富洲原小学校屋内運動場改築工事一 久保博正

議案第68号 工事請負契約の締結について 小林博次

ー中部中学校改築工事（建築工事）一 後藤長六

議案第69号 工事請負契約の締結について 坂口正次

ー中部中学校改築工事（建築電気設備）一 佐藤晃久

議案第70号 工事請負契約の締結について 田中 武

ー富洲原中学校武道場技術教室新築工事一 田中俊行

議案第71号 委託協定の締結について 田中基介

議案第72号動産の取得について 谷口廣睦

議案第73号 四日市市と桑名市との境界の一部変更について 豊田忠正

議案第74号 あらたに生じた土地の確認について 中村信夫

議案第75号 町の区域の変更について 野崎 洋

野呂平和

0本日の会議に付した事件 橋本 茂

議事日程のとおり 橋本増蔵

長谷川昭雄

〇出席議員 (38名） 古市元

青山弘忠
‘’ 』

堀 内弘士

小井道夫 前川辰男

伊藤信 益田 力

伊藤正数 水野和子

伊藤雅敏 水野幹郎

宇野長好 毛利道哉

大島武雄 森 真寿朗

大谷茂生 森 安吉

川村幸善 山口 孝
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山路 剛

山本 勝 教 育 長 岡田久江

〇欠席議員 (1名） 教育次長 宮田 勉

渡辺 彦

代表監査委員 樋」尾 裕

〇出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣 0出席事務局職員

助 役 片岡 ' 事務局長 長谷川昭彦

助 役 加藤宜雄 議事課長 伊藤千秋

収 入 役 毛利道男 議事課長補佐 福島和幸

調 整 監 伊藤長爾 議事係長 玉田耕士

市長公室長 栗本春樹 主 事 井上，紀久夫

総務部長 石川徹夫 主 事 水名谷正昭

財政部長 鈴木 美

市民部長 米津正夫．ムへ 午前10時2分開会

福祉部長 田中昌治 〇議長（山本勝君） おはようございます。ただいまから、平成2年6

商工部長 佐々木龍夫 月四日市市議会定例会を開会いたします。

農林水産部長 黒田昭公 ただいまの出席議員数は、 38名であります。

環境部長 鵜飼 滋 今定例会の議事説明者は、市長はじめ24名であります。

都市計画部長 前川鉦

建設部長 竹村二郎 表彰状の伝達
“ 戸

下水道部長 西田喜大 〇議長（山本勝君） 会議に先立ちまして、去る 5月30日東京の日比谷

消 防 長 島村 隆 公会堂で開催されました第66回全国市議会議長会定期総会において、 15年

消防次長 浜谷敏彦 以上の在職議員として後藤長六議員、坂口正次議員、田中基介議員、中村

病院事務長 中村 督 信夫議員、野呂平和議員、古市元一議員、森安吉議員及ぴ山路剛議員がそ

水道事業管理者 奥山武助 れぞれ表彰をされましたので、ただふ:tまから表彰状の伝達を行います。
水道局次長 藤田高司 お名前を申し上げました皆さんは、議場中央にお進み願います。
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〔表彰議員中央に進む〕

〇議長（山本勝君）

四日市市後藤長六殿

；表彰状

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められ、その功績は著し

いものがありますので、第66回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰

いたします。

平成2年5月30日

〔表彰状授与〕 （拍手）

四日市市坂口正次殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）

四日市市田中基介殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）

四日市市中村信夫殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）

四日市市野呂平和殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）
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全国市議会議長会会長 山崎広太郎

表彰状

表彰状

表彰状

表彰状

と表彰状

四日市市古市元一殿

以下同文でございます。た

〔表彰状授与〕 （拍手）

表彰状

四日市市森安吉殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）

表彰状

四日市市山路剛殿

以下同文でございます。

〔表彰状授与〕 （拍手）

〇議長（山本 勝君） これより本日の会議を開きます。

本日の議事についてはお手元に配付しました議事日程第1号により取り

進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 会議録署名議員の指名について

〇議長（山本 勝君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員に、伊藤正数議員及び毛利道哉議員を指名い

たします。

,~ ＾ 
日程第2 会期の決定について

〇議長（山本 勝君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から 6月26日までの13日

間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から 6月26日までの13日間と決定いたしました。

日程第3 報告第1号平成元年度四日市市繰越明許費についてないし報告

第7号 財団法人環境技術移転センターの経営状況について

〇議長（山本 勝君） 日程第3、報告第1号平成元年度四日市市繰越明

許費についてないし報告第7号財団法人環境技術移転セソターの経営状況

についての7件について報告を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各報告についてご説明申

し上げます。

報告第1号は、一平成元年度一般会計予算、公共下水道特別会計予算及び

土地区画整理事業特別会計予算の繰越計算書でありまして、さきに予算で

定められました環状1号線街路築造費、天力須賀汚水幹線管渠布設事業、

午起土地区画整理事業建物移転等補償金外5件について、合計3億 6,786

万 3,000円を繰り越したものであります。＇

報告第2号は、平成元年度一般会計予算の事故繰越計算書でありまして、

ふるさとの道整備事業 2,134万 6,7-50円をやむを得ず繰り越したものであ

ります。
I - ¥ 

報告第3号から報告第7号までは、財団法人四日市市開発公社、四日市

市土地開発公社、財団法人四日市市レジャー施設協会、財団法人四日市市

文化振興財団及び財団法人環境技術移転セ‘ノターの経営状況について＼地

方自治法及び同法施行令の規定に基づき報告するものであります。

0議長（山本 勝君） 報告はお聞き及びのとおりであります。 '-

ご質疑がありましたらご発言願います。

橋本茂議員。
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〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君報告第4号と第7号に関してお尋ねいたします。

まず、報告第4号四日市市土地開発公社の経営状況についてお尋ねしま

す。

平成2年度事業計画及び予算書の中で、新規事業としてJR貨物ヤード

移転先用地費、 7万而の取得を行うことを打ち出し、事業費で約10億円余

を計上しております。

その移転先は羽津の霞ケ浦地区、すなわち富士電機三重工場東の関西線

から国道23号沿い堀切川までの間の7万而だと聞いて、実はぴっくりして

ているわけであります。

この問題はどこから出ているかと申しますと、 JR四日市駅周辺の鉄道

連続立体交差化を中心とした再開発事業構想の中で、 JR駅東にある日本

貨物鉄道株式会社の貨物ヤードを移転させるという方向のもとで出てきた

ものであります。

調べてみますと、既に昭和63年度の三菱総研によって行われたJR四日

市駅連続立体交差化事業基礎調査概要書なる報告書で、これは昨年3月に

まとめられたものでありますが、この報告書の中で、移転先は霞ケ浦地区

とすることが決定づけられていることもわかって、二重の驚きを持ってい

るわけであります。

三菱総研の報告が決定づけたことをそのまま市の方針として決めて公社

に指示をしたことになるのでしょうか。•この方向は議会で十分議論もされ

ていないわけですし、まして地元は寝耳に水-tこという点でありましょうし、

大問題であると思います。

私は、移転先を霞ケ浦地区ということは、過去の経過からしても大変問

題があると思います。

昭和43年12月に、当時の国鉄から関西線の霞ケ浦貨物操車ヤード建設計

画が発表され、 46年には地元説明会が開かれましたけれども、翌47年にか
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けて地元住民の強い反対が示され、計画の練り直しがなされ、さらに国鉄

の財政問題等々とかかわって、昭和53年以降中断をし、その後の国鉄解体、

JRへの移行となって、話は全く立ち消えたままになっているのでありま

す。これがこの20年余の経過でございます。

特に羽津地区では、騒音、振動、電波障害、排水を初め環境破壊につな

がる問題や、営業生活への侵害等々、多くの問題があり過ぎるとして、受

け入れはできないと地元を挙げて強く反対してきたことは、当時の市長、

市当局、そして議会でよく承知されていたことであります。

昭和49年3月には交通対策特別委員会報告で、設置に当たっては、住民

の理解と協力、さらには環境の保全等に万全を期すことが強く要請される

と指摘しているほどであります。それだけに、今日再ぴ霞ケ浦地区に移転

だということでは、過去の経過を無視して進めることになり、行政の姿勢

が大きく問われることになると思います。

以上の諸点を市当局はどのようにとらえているのか。明らかにしていた

だきたいと思います。

次に、報告第7号財団法人環境技術移転セソターの経営状況についてお

聞きをいたします。

今年度の事業計画のうち、研究開発事業で2テーマの研究開発に取り組

むということですが、どういうテーマ内容か、明らかにしていただきたい。

それから、このセソターは県、市出資の財団として出発をしております

が、マスコミ報道、例えば、 6月10日付の中日新聞では、通産省認可の法

人に格上げを進めているとのことで、 8月中にもそういう方向だという県

の話が紹介をされておりますが、その方向はもう固まったのかどうか、お

尋ねをいたしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇）

〇市長公室長（栗本春樹君） 2点のご質問をいただぎました。
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このご質問のJR四日市駅貨物ヤードの移転先につきましては、先ほど

ご指摘がございましたように、既に連続立体交差化事業基礎調査の概要版

を各議員の皆さんに配付させていただいておりますように、幾つかの候補

地が挙げられております。霞はそのうちの一つの有力な候補地として、調

査結果において指摘されておるところでございます。そして現在、これに

よりまして、その候補地につきまして、路線条件とか、あるいは道路アク

セス、敷地条件、周辺の土地利用状況等々につきまして、技術的な見地か

ら検討しておる段階でございまして、候補地を必ずしも確定しておるとい

うことはございません。

いずれにいたしましても、この事業を推進するためには貨物ヤードの移

転問題は避けることのできない重要課題でありますから、長い時間をかけ

てでもやらなければならない事業であるというふうに思っております。

-そのような状況の中で、これもご承知のとおり、新都市拠点整備事業に

つきましては、平成2年度、本年度において国の調査事業として採択され

ておるところでございまして、さらにこの連続立体交差化事業につきまし

ても、国の調査事業として採択していただくよう、現在引き続き国、県に

対して陳情を行っておる状況でございます。

したがいまして、今後におきましては、これらの調査の推移を見ながら、

当然議会にもご報告を申し上げ、この件についてご審議を煩わすことにな

ろうというふうに考えておりますし、同時に、関係地区住民の皆さん方の

合意を得ることは大変重要なことであるというふうに十分に承知をいたし

ておるところでございます。

過去の経緯も先ほどご指摘がございました。これらも踏まえまして、単

に貨物ヤードの移転だけにとどめるのではなしに、その地域の利便に資す

るような、例えば新駅の設置とか、あるいは道路周辺の整備等々も含めて、

総合的な観点からの検討もあわせて必要ではないかというふうに考えてお

るところでございまして、今後十分に詰めてしかるべき時期にお示しをし、
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ご理解を求めていきたいと、こういうふうに考えておることろでございま

す。

1 しかし、この用地の取得につきましては、近年の地価高騰の懸念もあり

ますし、あるいは現に土地の取引の引き合いもございます。必要に応じて、

必要な時期に、いつでも先行取得ができるように予定させていただくため

に、公社理事会におはかりをして、とりあえずご承認をいただいておるも

のでございます。

事業そのものの主体は県事業ということになりますが、具体化の段階で

は、当然地元といたしまして、議会にも再度ご報告を申し上げ、ご審議を

煩わすということになりますので、ぜひご理解を賜りたいというふうに思

います。

それからもう 1点の、環境技術移転セソターの研究開発事業のテーマに

つきましてのご質問がございました。

この環境技術移転セソター、これは財団法人として独立しておる機関で

ございますが、その中でいろいろ検討されてきたところでございます。

それで、今二つのテーマを現在想定をさせていただいておるところでご

ざいまして、まず第1点は、酸性雨と環境破壊に強い植物の研究開発、こ

れが1点でございます。それから、簡易環境モニタリソグシステムの開発

ということを、この研究テーマの2テーマとして、現在俎上に上げて検討

しておる段階でございます。まだ、最終的にこのテーマも確定をしておる

段階ではございません。

それからもう 1点ご質問がございました、いわゆる 3月31日付で県、市

それぞれ2億 5,000万円、合計5億円で財団をスタートをさせていただき

ました。そのときにも申し上げておりますように、クこの財団につきまして

は、国認可の財団に格上げすべく方向づけをしていきたいということも申

し上げておるところでございまして、現在、県、＇・市ともどもその点につき

ましての方向づけをしておる段階でございます。当然、これは中部経済連
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合会等々の強力な支援を受けていかなければならないというふうに考えて

おるところでございますのでヽご理解をちょうだいいたしたいと思います。

〇議長（山本！勝君） 橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君 答弁いただいた問題、後の方の移転セ‘ノターに関して、テ

ーマ、酸性雨等に強い植物という、これちょっとそういうテーマで進めて

いくとなりますと、酸性雨全体が随分問題があるということですから、酸

性雨そのものの研究、環境技術移転セソターの研究テーマとして酸性雨を

大いに取り上げていただく中で、偏った絞ったテーマじゃなくて、やはり

すべての植物にかかっていくわけですから、酸性雨の危険な問題をよく調

査をしていただく、研究をしていだだく、そういうテーマに広く迫ってほ

しいというふうに思います。こういう注文を出しておきたいと思います。

さて、最初の報告第4号に関する答弁いただきましたけれども、候補地

を確定しているわけではないとおっしゃりながら、土地の先行取得をした

いので、理事会にはかつて、とりあえず承認をしてもらって、土地をもう

押さえていくんだと、こういう非常に矛盾した答弁だと思います。

羽津、霞ケ浦地区に限って土地を部分的に購入して、そして既成事実を

積み上げて、地元が同意せざるを得ないようにしていくということにもな

りかねないわけでありますね。 ， こ ' , 

そういう点では、私はこういうやり方は容認できない。候補地を確定し

ているわけではないのでしたら、まずは広く調査をするという点で、今年

度の土地開発公社の事業に既に霞ケ浦地区の土地を押さえるというところ

まで、 10億円余の予算をつけて事業として取り組むということは、やはり

問題がある。容認できないというふうに思うわけであります。そういう意

味で、今出されている方向、公社の事業を今回撤回をして再検討すべきだ

ということを強く主張いたしたいと思います。

』これがもし地元に伝わってまいりますと、やはり過去の経緯からしまし
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て、多くの反対の方々の動きがまた再燃すると思いますし、私どもも、今

回こういう立場で、議会の内外で反対という立場からいろんな運動を進め

ていきたいと思いますし、今後も継続してこの問題をきちんとしていきた

し‘o

そういう意味で、この報告は承認できないという立場を改めて明らかに

させていただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） まず第1点、霞の用地取得の問題につきま

して、お答えをさせていただきます。

当然、今ご指摘のありましたように、その購入につきましては慎重に対

処していく必要があろうというふうに思っております。過去の経緯から見

ましても、この問題については慎重に対処しなければならないというふう

に考えております。地区住民の皆さんの合意を得るためには、かなりの時

間を要するのではないかというふうにも考えられます。

しかし、その間におきまして、適地の土地の変動が生じてまいるという

懸念もございます。例えば、民間デベロッパーによる別の開発も想定され

るおそれもあること等々から、現にそういう土地利用の面におきまして、

部分的にでも先行的に用地を取得していく姿勢ということは必要ではない

かというふうに考えておるところでございます。

それからもう 1点の研究テーマにつきまして、ご要望がございました。

酸性雨の問題につきまして、これは二つ問題点があろうかと思います。

まず第1点は、先ほどご指摘のございましたように、酸性雨であれば、こ

れをなくすという方向でございます。これがまず1点。それからもう 1点

は、先ほど私どもが、環境技術移転セソターの方で検討しております酸性

雨等環境破壊に強いといいますか、耐えられるものを開発していくと、こ

の二つの方向性があろうかと思いますが、今その件につきましても、財団
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の方で検討中であるということについてご報告を申し上げさせていただき

たいと思います。

〇議長（山本借勝君） 水野幹郎議員。

〔水野幹郎君登壇〕

〇水野幹郎君 報告第5号、財団法人四日市市 fレジャー施設協会の経営状

況についての質疑、質問をさせていただきたいと思います。

この中の、今回新たに予算措置をされております臨海レジャー基地の整

備に向けての設計ということでございますが、富双町の計画全体から見る

場合に大変重要な意議を占めていると思います。したがいまして、この設

計につきましては、一部設計ということで、ここだけに単独でとどまるこ

とのないように、全体の調和のとれた、一貫性のある開発の中の一部の設

計であってほしいと、こう思いますが、現段階でいかがお考えになってお

み・えになるのか、念のためにお尋ねをしておきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 商工部長。

〔商工部長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇商工部長（佐々木龍夫君） 今ご質問の富双地区の調査でございますが、

あの一帯は、ご承知のように港湾地区に含まれる地域でございまして、当

然あの調査の内容というものは、現在港の方でもポートルネッサ‘ノス21と

いう計画がございまして、基本的にはそれとの整合性が図られる必要があ見

るわけでございます。

しかしながら、ポ＿ートルネッサ‘ノス21の構想がかなり長期に及ぶもので

ございますし、一方、富双地区の調査というものはかなり短期にめどをつ

けなければならない部分もございます。したがいまして、富双地区の調査

というのはかなり具体的に進めておるところでございますが、その範域は

どれぐらいかというお話でございますけれども、現在のところは漁港地区｀

になっております富双一丁目、二丁目あたり、それから、もちろん三重造

船の跡地の利用も関係のあるところでございます。それから、ひいてはさ
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らに南の方の霞ケ浦緑地、これの利用との一体性を考えなければなりませ

んので、調査内容の濃淡はございますけれども、それらを含めました広域'

的な有効な利用が図られるようなスタ‘ノスで、調査を今まとめつつあると

ころでございますので、そのようにご理解いただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 水野幹郎議員。

〔水野幹郎君登壇）

〇水野幹郎君 私ども、レジャー施設整備特別委員会という場で審議をし

てまいりました中で、富双町の開発全体の中で、特に海洋レジャーの部分

は大変重要なところであり、また、民間委託をするにつきましても、ここ

が一つの焦点になる。行政がどこまで力を入れるかということの焦点にな

ろうかと思いますので、今後の推移に大変重要な意味があると、この辺を

特に私は考えましたので、あえて質問をさせていただきましたが、いまー

度その辺を十二分に検討していただきまして、長期的な立場に立って設計

を依頼されることを願って質問をやめます。

〔「議事進行」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本勝君） 小井道夫議員。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 ただいまの橋本議員の報告第4号に対する質疑の中でゞこ

の報告第4号に含まれております土地開発公社の平成2年度事業の内容につ

いて、大変問題があることが明らかになったわけでございます。

したがいまして、休憩をしていただきまして、先ほどの市長公室長の答

弁との矛盾もございますわけですから、その点の整合性を含め処理をした

上で議会の扱いをするというふうな、そういう場を設けてやっていただき

たいと思うわけでございます。

〇議長（山本勝君） 暫時休憩いたします。

午前10時32分休憩
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午前11時0分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

加藤助役。

〔助役（加藤宜雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） 土地開発公社にかかります橋本茂議員からの質問

でございますが、去る 3月の26日の土地開発公社理事会におきましても、

ある理事から、同趣旨で非常にご心配されましたご質問がございました。

といいますのは、貨物ヤードを霞ケ浦に特定するということは非常に危険

ではないかという趣旨でございました。そのとき私どもは、候補地として、

複数の候補地を考えておるわけでございまして、霞ケ浦に特定しておると

いうわけではございませんというお答えもいたしたわけでございますが、

先ほどご質問ございましたように、現状といたしましては、貨物ヤードの

移転先を霞ケ浦と決めておるわけではございませんで、ほかにも複数の候

補地を含めて検討いたしておるところでございます。

今回土地開発公社の予算に計上いたしておりますのは、その用地が進行

いたします段階で、我々として応用動作といいましょうか、そういうふう

な用地買収の動作がとれやすいように、枠として理事会でお願いいたした

という経緯でございます。

〇議長（山本 勝君） 他にご質疑もありませんので、これをもっなて報告

を終了いたします。

日程第4 議案第60号 四日市市手数料徴収条例の一部改正についてない

し議案第75号 町の区域の変更について

〇議長（山本 勝君） 日程第4、議案第60号四日市市手数料徴収条例の

一部改正についてないし議案第75号町の区域の変更についての16件を一括

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
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市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第60号手数料徴収条例の一部改正につきましては、国民年金、―厚生

年金等公的年金の受給権者の現況届け等に係る証明手数料を無料とするに

当たり、条例で規定しようとするのであります。

議案第61号中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

の制定につきましては、市民の良好な近隣関係と地域における健全な生活

環境の維持及び向上を図るため、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防

と調整を行うに当たり、条例を制定しようとするものであります。

議案第62号から議案70号までは、いずれも工事請負契約締結議案であり

まして、シルバー人材セソター事務所建設工事、雨池2号幹線水路築造工

事、北部雨水5号幹線函渠布設工事、高砂ポ‘ノプ場電気設備工事、落合ポ

ソプ場電気設備工事、富洲原小学校屋内運動場改築工事、中部中学校改築

工事及び富洲原中学校武道場技術教室新築工事について、それぞれ指名競

争入札により請負契約を締結しようとするものであります。

議案第71号は、諏訪公園雨水調整池建設工事について、委託協定により、

金額23億円でもって日本下水道事業団へ工事を委託しようとするものであ

ります。

議案第72号は、中消防署に配備いたします45メートルはしご付消防自動

車を、随意契約により金額1億 945万円 300円でもって取得しようとする

ものであります。

議案第73号は、四日市市伊坂土地区画整理事業及び桑名市赤尾土地区画

整理事業の施行に伴い、本市と桑名市との境界の一部を変更しようとする

ものであります。

議案第74号及び議案第75号は、霞二丁目地先において、かねてから四日
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市港管理組合が進めてまいりました公有水面埋立工事が竣功認可されまし

たので、当該埋立地をあらたに生じた土地として確認するとともに、霞ニ

丁目に編入しようとするものであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本勝君） 提案理由の説明はお聞き及ぴのとおりであります。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長（山本 勝君） この際ご報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告が参っております。既にお手元に送

付いたしておりますので、ご了承願います。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は6月18日午後1時から会議を開きます。

本日ほこれをもって散会いたします。ご苦労さまでございました。

午前11時7分散会
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議事係長

主事

主事

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午後1時1分開議

〇議長（山本勝君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 36名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（山本勝君） 日程第1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

青山弘忠議員。

〔青山弘忠君登壇〕

〇青山弘忠君 本日のトップバッターということで大変光栄に存じます。

順次質問をさせていただきたいと思います。

まず第1点目は、近鉄四日市駅周辺の活性化とその整備についてでござ

いますが、四日市の商圏人口はここ数十年の間確実に減少をいたしており

まして、これを何とか取り戻すために魅力ある中心市街地を再構築するこ

とは、本市の発展にとりましても極めて重要な課題であると考えます。し

かも、現状の27万都市の規模に合わせた整備をするだけでなくて、将来の

30万あるいは50万都市の姿を想定いたしまして、そのワ‘ノステップとして

今何をなすべきかという開発でなくてはならないと思うわけであります。

そのためには近鉄四日市駅の東西の両地区が一体となりまして、相乗効果

を生むような開発でなくてはならぬわけでございますが、具体的なプラソ

がまだ示されていない現在におきまして、将来の成り行きについて不安を

覚える関係者が多いことも事実でございます。この問題の一番のポイソト
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は、前々から議論されておりますように、駐車場をどう整備するかという

ことに尽きると思うわけでございます。

今、四日市市民の自動車保有台数は、一昨年度の段階で11万台を突破し

たと言われておりますし、また四日市の周辺の商圏人口内での台数は26万

台とも言われておりまして、車なしの買い物はもはや考えられない時代に

なってまいりました。・電車やバスの便が一番いいと言われております近鉄

の四日市駅のごく近くの商店街においてさえも、売り上げの3割から4割

が車で買いに来る消費者の皆さんによるものだというのが現実のようでご

ざいます。したがいまして、駅の東西でバラソスのとれた駐車場を持って、

それぞれの都市の機能に見合った消費者をそれぞれが受け入れていくとい

う態勢ができ上がれば、市街地の魅力が飛躍的に向上することは言うまで

もないと思うわけでございます。駐車場の問題につきましては、従来から

駐車場整備委員会の方でいろいろご検討をいただいておるというふうに聞

いておりますが、最近、最終の委員会が開かれて大体の方向が固まってき

たということを聞いておりますので、現段階におきましてその状況につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

また、駅西の「アミューズフォーラム21」の下に地下駐車場をつくると

いうプラソがあると聞いておりますが、これにつきましても駐車場整備委

員会との関連におきまして、どういうご計画をお持ちなのか、ぉ聞かせを

いただきたいと思います。

また、近鉄四日市駅の駅前広場の整備の問題、またジャスコやサ‘ノシ周

辺の重点整備地区の再開発を行う問題につ§ましても、今回の駐車場委員

会の大体の方向によって何らかの新しいプラソなり、新しい考え方が現時

点で発表できるようなものがありましたら、それにつきましてもお教えを

いただきたいと思います。

特に駅前広場につきましては、先般の3月議会におきまして加藤市長は、

空中空間あるいは地下空間、あるいはその両方を併用する形か、この三つ
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の方向を検討しておるというお話でございました。ーこの検討結果について

も教えていただきたいと思います。

また、駅前広場にいたしましても、駐車場をつくるにいたしましても、

これは莫大な費用がかかるわけで、公共の事業ですべてを賄うということ

もなかなか難しいと思いますので、何らかの形で民間の活力を取り入れる

ということが必要かと思いますが、何らかの具体的なプラソなりお考えが

ございましたら、教えていただきたいと思います。

2点目に移ります。四日市にしかないものをという表題でございますが、

これは今回ちょっと都合によりまして割愛をさせていただきたいと思いま

す。

続いて第3点目に移らせていただきまして、市制施行 100周年について

お尋ねをいたします。

平成9年に迎えますこの 100周年は、 21世紀に突入する直前の時期に当

たりまして、四日市にとりましても大変重要で大きな節目になると思いま

す。これを契機に四日市の新しいイメージを確立いたしまして、 21世紀に

向けて四日市の目指しておるものを具体的に内外にアピールできる、これ

は絶好の機会ではないかと思います。他市の 100周年事業の状況を調査し

て、それをまねしたり、あるいは型どおりの記念事業を行ったりというこ

とではなくて、四日市独自の何かコソセプトなりテーマを持った取り組み

をぜひともお願いをしたいと思うわけでございます。

今日まで私なりに考えてみまして、四日市がここまで発展してきたその

基礎は何であったのかと考えますと、やはり港ではなかろうかという結論

に落ぢつきます。また、これからの四日市のイメージを連想させる一番の

ものは何かということを考えましても、やはりこれから新しい発想で取り

組んでいく港の姿ではなかろうかというふうに思います。したがいまして、

この港を 100周年事業の目玉に据えていただいたらどうかということをご

提言申し上げる次第でございます。
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この100年余りの間、四日市港は港溝機能を充実することによって発展

をしてまいりましたが、これからはそれにプラスして市民と一体となって、

市民に水辺を開放するようなウォーターフロソトの計画をどんどん進めて

いかないことには、公害都市四日市のイメージを払拭することはできない

というふうに思います。口港の周辺に生じた公害によって四日市のイメージ

がつくり上げられてしまった以上、やはりそのもとの港のイメージを変え

ない限りは、四日市全体のイメージも変わっていかない、そんなふうに確

信をいたすわけでございます。

先般、会派で福岡県の博多港を視察する機会を得まして、市民に開かれ

た港づくりのプロセスについて勉強してまいりました。博多も四日市と同

じように、港の方に民家や倉庫、事務所とかが乱立いたしておりまして、

なかなか親水スペースといいますか、水辺のゾーソをつくりにくい状況に

あるわけでございますが、現在これらを集約化する方法が検討されており

ます。これは民活による第三セクターが事業主体となりまして、高度化倉

庫と言われます多階建ての、 3階とか4階の非常に高い倉庫を建てまして、

そこへ倉庫を集約させる。それによって生み出した土地を親水のゾーソと

して考えていくと、こういうようなことを行おうとしております。

また、もう既に博多港には、規模がもちろん四日市と違うわけですけれ

ども、市民図書館とか国際交流セ‘ノター、あるいは市のPRセ‘ノターなど

の公共施設、あるいはコソペソショ‘ノホールやレストラソなどの民間の施

設が張りついておりまして、市民が自然に港へ足を向けるような体制がで

き上がっておるわけでございます。これを西日市に焼き直して考えてみれ

ぱ、現在市街地の方で行っておるような再開発事業を、何とか港でも取り

上げて、倉庫とかあるいは事務所とか、あるいは工場とか、こういうとこ

ろを対象にいたしまして、この事業を行うことによって何らかのスペース

を生みだして、そしてそこにとにかく何か一つ、公共施設をとりあえずつ

くるということが必要ではないかと思うわけでございます。
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四日市港管理組合が検討いたしております「ポー．ト・ルネッサ‘ノス21」

との整合性はもちろん図っていただかなきゃいけないわけでございますけ

れども、四日市市としての 100周年事業の目玉としてこれを取り上げて推c

進していただければ、民間や第三セクターの新しい考え方なり、あるいは

具体的な設備なり、そういうようなものを誘導してくる起爆剤になるので

はないかと期待をいたすところでございます。

100周年事業に向けましては、本年度と来年度で基本構想をつくってい

ただいて、平成6年以降から大体具体的な実施を行うということでお聞き

をいたしております。どうか具体的に今年と来年いろいろご検討いただ＜

中で、：いろんな皆さんのご意見も聞いていただくことかと思いますが、ど

うかその検討の中に、先ほど来申し上げました港をテーマにした一つの考

え方というものも取り上げていただきまして、十分にご検討をいただきた

いと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、市制 100周年に向かいまして、四日市といたしましても、その目

指す都市像を内外にPRをしてい＜必要があると考えますが、第5次基本

計画の中でも広報広聴機能の充実ということをうたっていただいておりま

して、特に対外広報につきましては、従来より熱心な取り組みをしていた

だいておりまして、この点につきまーしては本当に感謝をいたしておるとこ

ろでございます。

現在、パソフレットとか、-あるいはビデオというものを使って、いろい

ろ広報活動をやっていただいておるわけでございますが、私の提案といた

しまして、その中に漫画を取り入れてみたらどうかということをご提案申

し上げるわけでございます。文字ではなくて感性で物をとらえる人が最近

たくさん増えております。もはや漫画は文化の一つであるというふうに思

われます。数年前に日本経済新聞社が「漫画日本経済入門」という本を出

しました。これが大ヒットいたしまして、そのことをまさに証明しておる

ような話でございます；難しい経済原論の専門書は理解でぎなくても、，漫
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画でなら経済を気軽にそのイメージをつかめると、こんなふうに考えてい

る人が多いのではないかと思います。政府の刊行物の中にも、最近では非

常に固い内容のことを漫画で紹介した本が幾つかございますし、また名古

屋市におきましては、今年の3月、市の基本計画を漫画で紹介いたしまし

た「名古屋ドリーミ‘ノグ」という本を、漫画家の石ノ森章太郎氏の監修に

よって出版をいたしました。これが大ヒットをいたしまして、発売当初は

売り場に行列ができたと聞いております。私もこれを何とか手に入れたい

と思いまして、名古屋市の指定の本屋を何軒か回りましたが、いずれも売

り切れておりまして、市の情報セソターまで行ってやっと手に入れたよう

なことでございます。市長はもう既にごらんになっておられることかと思

いますが、ここに持ってきておりますので念のためお渡しをしたいと思い

ます。一

難しい市政概要や基本計画書はなかなか読む気がしなくても、漫画でな

ら市のことや行政のことをもっと知りたいと思っている人が案外たくさん

みえるような気もいたします。ご一考いただければ幸いでございます。

次に、桜の運動広場についてお尋ねをいたしたいと思います。 9 

三重用水の菰野調整池を菰野町の山の奥につくるということで、その池

を掘った残土約 100万而でございますが、これをその池のすぐ隣の桜地区

の財産区の一番奥の谷に埋めまして、それによって5万 7,000m2がフラッ

トな、平らな土地を生み出しまして、これを地域の運動広場として脆備を

するという話は、ご承知のとおりかと思います。昭和61年から工事はスタ

•ートいたしまして、もう既に完了いたしてぉります。また、桜の坊主尾地

内を走っております国道 306号から、運動広場に至ります 2.2kmの砂利道

をつくっていただいたわけですが、ーこれの舗装につきましても議会で今ま

で何度もお願いをしてまいりました。昨年全線舗装の整備をいただきまし

て、ご努力いただきました関係各位に対しまして、厚く御礼を申し上げる

次第でございます。
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また、水資源開発公団の方からの土地の賃貸料、あるいは立木伐採補償

費、こういうものを原資にいたしまして桜運動広場整備基金というものを

つくっていただいておりまして、今後の広場の維持管理費に充てていただ

くということになっております。平成元年度末で 7,350万円の積立金があ

りまして、本年度も 420万円さらに積み立てを増やしていただくことにな

っております。どんどん基金が増えていくことは大変ありがたいことでご

ざいますが、工事が完成いたしましたけれども、いまだにその広場の中身

が具体化をいたしません。予定では昨年度、地域のいろんな意見なり考え

方も取り入れていただく形で、どんなスボーツ施設をどんなふうに配置す

るのかということについて協議をさせていただ＜予定でございましたが、

これもまだ行われておりません。昨年の6月議会で、私はこの質問をさせ

ていただきましたところ、 「鈴鹿山龍研究学園都市構想の行方がはっきり

しないからもう少し時問がほしい」、こういうようなご答弁であったかと

思います。あれから 1年が経過をいたしまして、さま変わりをいたしてお

ります。現境技術移転セソターが立地するということで、既に財団も設立

をされましたし、また具体的な開発の計画について地元に対しても具体的

に説明もいただいておりまして、大分構想が具体化をしてまいりましたの

で、そろそろこの広場の問題につきましても決着をつけていただく時期が

来たのではないか、そんなふうに思います。

当初の計画どおりにこの土地に広場をつくっていただくということであ

るなら、、もちろんそれがありがたいことでございますけれども、やはり何

と言いましても、9 環境技術移転セ‘ノターが立地する予定のところのすぐ隣

にあたりまして、非常に重要な5万 7,000而の土地でございますので、研

究学菌都市構想の中でご活用いただいて:運動広場については、 i また別の

場所を確保していただくという考え方も一つの方法ではないかなというふ

うにも思います。そして、ただの運動広場として整備するだけではなくて～

せっかくの広大な土地でございますので、西部地域の総合的なスポーツ施
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設として活用できるような形にしていただければありがたいなと思います。

本市のスポーツ施設は、ほとんどが海岸線の都市部に集中いたしており

まして、西部地域には一つもないわけであります。そんな状況の中で、ス

ポーツを愛する、スポーツの好きな人たちが有志で集まって、自分たちで

お金を出し合って施設を運用したり、運営したりしてスポーツを楽しんで

おるケースがあるわけでございますが、現状の制度の中ではそのわずかな

補助をさせていただくことさえもできないというような状況でございます。

人口がどんどん増えております郊外の西部地域におけるこういう現状をひ

とつご理解をいただきまして、西部地域の拠点となるような総合的なスポ

ーツ施設を、ぜひともご検討いただきますようご要望申し上げる次第でご

ざいます。

次に、智積旋水についてお尋ねをしたいと思います。

ご承知のとおり、智積養水は菰野町の蟹池にその源を発する広大なかん

がい用水でございまして、地域の生活に欠かすことのできない貴重な水で

ございます。江戸時代の昔から我々の先祖がこの養水を守るために命がけ

で努力をしてきたということが古い記録にも残っておりまして、今なお、

その伝統は地域の中に脈々と生き残っておるわけでございます。こういう

努力が報われまして、昭和60年には環境庁から「全国名水百選」の一つに

選ばれました。先輩の粉川議員が当初からその整備について強く訴えてこ

られたところでございますが、私もその意思を継ぎまして、名水に恥じな

いような行政の取り組みを一貫してお願いをしてまいりました。その結果、

昭和63年から智積養水に排水が混じらなし＼ょちに、下水道部の方で水路の

改修工事を継続的に行っていただいておりますし、また水質保全という立

場からは、環境部、農林水産部の方で水量確保や、あるいは水源の整備等

々にいろいろご尽力をいただいておりまして、大変ありがたく思っておる

ところでございます。_,

また、このたぴ近鉄桜駅の駅前広場の整備計画の一環といたしまして、
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この広場のちょうど隣に智積養水公園をつくるということに向けて予算措

置をしていただきまして、これにつきましても重ねてありがたいことだと

思っておる次第でございます。＇．しかしながら、駅の北側に公園ができます

と、従来からこの智積養水の中心とされておりました、こいが放流されて

おります西勝寺というお寺の周辺との間で二極に分断されてしまうのでは

ないか、こういう危惧を抱くわけでございます。、智積養水は一本の流れで

あり、分断されることなく、一体化したとらえ方こそ重要かと思います。

景観を大切にしながら水路を改修していただいて、その水路の水辺を散策

できるような遊歩道をつけていただければ、駅北の公園と、そして西勝寺

との間の二つの核がうまく結ぱれて、・一体的な整備なり保全ができるので

はないかと考えるわけでございますが、いかがでございましょうか。.この

点につきましてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上で1回目の質問を終わらせていただきます。

〇議長（山本勝君） 加藤助役。

〔助役（加藤宣雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） 近鉄四日市駅周辺の問題についてのご質問にお答.

え申し上げます。

ご質問ございました近鉄四日市駅周辺の整備問題につきましては、本年

の3月議会でご説明申し上げましたように地区更新委員会、それから駐車

場委員会の結論を待ってまとめてまいりたいと考えていたところでござい

ますが、このたび両委員会ともー応最終委員会を終えてまいりましたとこ

ろでございます。今後最終報告を得て皆様のご意見をお聞きしてまいりた

いというふうに思っておりますが、ここで各委員会の検討の骨子について

ご説明を申し上げたいと存じます。

まず、：全体の再開発事業を推進するためのマスタープラソであります地

区更新計画につきましては、中心市街地を広域的な商業、業務、＇文化の中

心として再生強化し、郊外のショ・ジピソグセソターに負けないヽ自動車交
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通に強い、魅力ある複合的な都心形成を図るための諸方策について検討を

進めてまいったわけでございます。その中で、中央通り北側の再開発を計

画するについては、駐車場の確保、．商品搬入路、顧客動線の問題を解決す

るために、中央通りの土地を有効に活用する方法が最善であるとの検討が

なされてまいりました。

また一方、駐車場委員会におきましては、地区更新計画の基本概念、提

案等を踏まえた上で、地区の活性化、交通計画上の問題、実現性等、さま

ざまな視点から検討が加えられましたが、整備量、配置計画の検討におき

ましては、駅東地区の再開発事業の具体化が前提であるとして考えられて

おります。具体的には民地あるいは公共空間を利用しながら、再開発事業

の中で公共駐車場を併設していくことで、第1期、これは5年後の目標で

ございますが、 600台、それから第2期、これは10年後でございますが、

500台で、最終的には 1,100台規模の駐車場として機能するものとなって

おります。

次に、事業主体あるいは事業手法の点についてでございますが、民間主

体が望ましいとされておりますけれども、地下方式の場合の駐車場は建設

コストが非常に高く、採算性の問題がございますので、有利な融資が受け

られます第三セクタ一方式を検討するような意見が出されております。い

ずれとも東地区の活性化は再開発をおいてなく、その具体化のため？こ駐車

場計画はなさるべきであると、最終の討議がなされたところでございます。

今後は調査報告を受けて、実現化に向け、関係の皆様と調整してまいりた

いと考えております。

また、 「アミューズフォーラム21」の地下駐車場についてでございます

が、過日の議員説明会で「アミューズフォーラム21」の説明をいたしたと

きに、この席で、市民公園の下に駐車場を建設するように強い要請があっ

たわけでございますが、ただいま申し上げました駅東の計画を詰めている

段階でございますので、まだその問題については具体的に詰めておりませ
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んが、これからの問題として私ども考えているところでございます。

続きまして、駅前広場計画の問題でございますが、駅前広場は駅と東西

両地区の都心機能を連絡し、また東西の回遊や人の対流する場所として、

駅周辺整備計画の中でも最も重要な要素として考えておるわけでございま

す。そこで、駅東地区の地区更新計画や駐車場整備計画、及ぴ駅西地域の

開発計画との整合を図るために、昨年より近鉄四日市駅周辺整備事業推進

プロジェクトチームを組織いたしまして、総合的な視点に立って検討をい

たしたところでございます。

今回、先ほど申し上げましたように地区更新計画や駐車湯の整備の方向

性が示されましたので、これを受けまして、駐車機能を有機的に機能する

駅前広場のあり方について、これらと整合を図るためにさらに検討を加え

てまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、駅前広場の整

備につきましては、駐車場の問題や再開発事業とあわせて、地域の活性化

の重要なポイソトでありますので、早期に取りまとめた上で改めてご報告

いたしたいと思っております。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 市制 100周年事業についてお答えを申し上げたい

と思います。

ご承知のように市制 100周年は平成9年に迎えるわけでありまして、言

うまでもなくこの 100周年というものを契機といたしまして、本市の歩み

を振り返りますとともに、同時に、先人たちが培ってきました貴重な遺産

を礎といたしまして、将来に向かつて新たな飛躍をする本市の未来像とい

うものを描かなければならないと考えておるわけでありまして、、そういっ

た意味で 100周年の事業というのは、極めて重要な事業になってくるであ

ろうというふうに思っておるところであります。談会におかれましてもこ

の点を踏まえられまして、 63年3月に地域活性化対策特別委員会の報告書
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の中で多くの提言をいただいておりますし、本市としてもこの提言を踏ま

えまして、早くから取り組む必要性を認識いたしまして、．主に今日まで資

料収集等に努めてきておりますが、昨年度には内部組織として 100周年記

念事業研究会を発足させたところであります。当面のスケジュールといた

しましては、平成2年から 3年度を基本構想策定の段階というふうに考え

ておりまして、今年度は市民アソケートの実施、市政モニターや各種団体

との懇談会も予定しております。このように今後広範なご意見をちょうだ

いをいたしながら、その案をまとめてまいりたいと思っておるところであ

ります。

また、 3年度には仮称でありますが、 「100周年記念事業構想懇話会」

を設置いたしまして、部内的には構想策定委員会というものと併用で進め

てまいりたいと思っておるところであります。予算措置といたしましては、

今年度2億円の基金を創設いたしておりますが、：＇当面目標を 10億円におい

ているところであります。

そこで、記念事業の舞台の候補地といたしまして、港ということを考え

ることについては、既に議会の特別委員会の報告書の中でも提言をされて

いるところでございまして、私もー読させていただきました。ご指摘のと

おり、港に関するものといたしましては、 「ポート‘ルネッサ‘ノス21構想」、

富双地区再開発調査、さらにレジャー施設整備特別委員会報告書など、ご多

くの構想、調査が実施されているときでもありまして、これらを 100周年

を一つの契機として集約をいたしまして取り組むということは、大変タイ

ムリーなご提言であろうかというふうに受けとめ／てぉります。

四日市港の開港 100周年というのは、市制 100周年より 2年後の11年に

迎えることになりますけれども、四日市港管理組合議会の中でも、 「記念

事業として展望タワーを建設をせよ」というようなご意見も出ているとい

うことを、承知をいたしております。したがいまして、港の 100周年との

整合性を図りながら、よく検討をしていく必要があろうかというふうに思
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っております。

ただイペソトをやるだけということでなくて、やはり今四日市で、今後

四日市市が魅力のあるまちとして存在をしていくためにどういう設備が必

要であるか。そういった記念施設というものを、私はやはり残していくペ

きではないだろうか。抽象的な表現で恐縮でございますが、市民がその施

設を幅広く活用する、大勢寄ってくることもできる、しかも将来にわたっ

て長く活用されるような施設をつくることが望ましいというふうに考えて

おる次第でございます。

いずれにしましても、 100周年記念事業というのは、議会の皆様方をは

じめ、市民や地元産業界のご意見等々を十分お聞きをいたしまして、相互

のコソセソサスをもとに推進をしていく必要があろうかというふうに思い

ます。ご提言につきましては、具体的な検討作業に入る際の参考とさせて

いただきますので、今後ともお気づきの点を忌憚なくご指示賜りますよう

にお願いを申し上げておく次第であります。

なお、今、基本計画のPR手段としての漫画の活用についてご提言、あ

るいは名古屋市の漫画本を見させていただきましたが、極めて市民に親し

まれやすいし、わかりやすいということでありまして、とかく固いという、

まあ、ご批判のある四日市のPR手段というものを、もっと身近なものに

してまいりますために、極めて重要な手段であろうかというふうに考えま

すので、一つの手段として今後取り上げていきたいというふうに思ってお

る次第でございます。

以上、第2点について私からお答えを申し上げました。

〇議長（山本勝君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇）

〇市長公室長（栗本春樹君） 桜運動広場についてお答えをさせていただ

きます。

桜財産区内に含まれております一部の区域につきましては、三重用水埋
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立処分場用地として既に地元の合意を得まして、昭和6舷Fに四日市市の方

に移管をされておるわけでございます。その埋め立ての後におきましては、

先ほどご指摘ございましたように、地元に開放する運動広場として整備を

してこれを活用する、こういうことになっております。

しかしながら、一昨年来、 SORの誘致のときも地元の皆さん方と協議

を重ねさせていただきまして、その後、鈴鹿山麓研究学園都市の構想事業

が推進する中で、この予定をいたしておりました運動広場用地につきまし

ては、学園都市構想の事業用地として極めて不可欠な場所となってきてお

ります。このために昨年来、地区連合自治会の役員の皆様とも相談をさせ

ていただいてきたところでございまして、その結果、研究学園都市として

活用されるのであれば、地元としてはやむを得ない。しかし、これにかわ

るべき土地の手当てをするようにとのご意向が示されているものでござい

ます。そのことにつきましては、私どもも十分に理解をさせていただいて

おるところでございます。現在のところまだ具体的なことについては申し

上げるべき状況にはございませんが、ただいまの総合的な広場の構築等の

問題につきましても、一応ご要望として受けとめをさせていただき、今後

この学園都市構想の事業進展とあわせて対処をしてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 建設部長。

→〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） ご質問の智積養水の整備についてお答えを申

し上げます。

桜の駅前広場から西勝寺までの間、約 1,ooom智積養水が走っているわ

けでございますが、これの養水沿いにある道路を含めて一体的な整備計画

をというご質問でございますが、現在、桜の駅前広場についてちょっと申

し上げますと、既に調査設計等もできまして、それに基づきまして地元の

関係自治会へ協議を進めている段階でございます。既に四日市市土地開発
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公社の理事会でもこの用地買収を含めた、そういった事業についての資金

もご承認をいただいておりまして、関係者、地権者のご同意がいただけれ

ば、そういった広場の造成の作業を進めていきたいと、このように考えて

おります。先ほどご質問にありましたこの広場から西勝寺までの 1,000m

の養水路を含めた整備でございますが、私どもが考えておりますのは、こ

の桜の駅前広場、これとあわせて実施をしていきたいと、このように考え

ております。もちろん関係部が下水道部、農林水産部、］また環境部、都市

計画部、私どもの建設部と多岐にわたっておりますので、そういったとこ

ろを調整させていただきまして、それと周辺の住民の方々のご理解とご協

力を得た上で作業を進めていきたいと、このように考えておりますのでご

理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 青山弘忠議員。

〔青山弘忠君登壇）

〇青山弘忠君 ご答弁ありがとうございました。第1点目の近鉄四日市駅

周辺の開発につきまして、非常に具体的な駐車場整備委員会の検討の内容

についてご報告をいただきまして、ありがとうございました。 1,100台を

地下方式と再開発とあわせてつくるというふうな理解をさせていただくわ

けでございますけれども、先ほどもお話がございましたように、駅の西側

にも駐車場をつくるという計画もありますし、この辺、東西でバラ‘ノスが

うまくとれるような形のご検討を今後していただいて、地域の商業者の皆

さんとも十分ご協議をいただきますことをお願いをいたす次第でございま

す。

2点目の 100周年記念事業についての件でございますが、加藤市長より、

「一つの案として考えていく」というご答弁をいただいて、1大変ありがた

く思っております。また、何らかの記念施設を残すということで、今まで

のいろんなものを集約いただくというお話でございますので、ひとつ今後、

この1年、 2年の間に、四日市の将来を見据えたような港ができますよう
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に、ひとつご検討いただきますことをお願い申し上げる次第でございます。

ただ 1点、先ほど申し上げた、いわゆる高度化倉庫といわれます、この

倉庫の集約化、あるいは市街地のような再開発、こういうようなものが港

において実際にできるのかどうか、大変素人でわからんわけでございます

が、都市計画のご担当になるのかどうかわかりませんけれども、この点に

ついてまたわかる範囲でお答えをいただきたいと思います。

次に、桜の運動広場についてでございますが、現状の段階ではまだ決着

が出ないと、こういうことかと思います。しかしながら、研究学園都市構

想は非常に具体化をいたしておりまして、環境技術移転セソターが大体ど

のあたりにできそうだと、また民間の研究施設もこのあたりに来そうだと

か、あるいは民有地の買収が大体このあたりだということも、大体の楷想

も出てまいりましたので、この広場だけがどうなるのかはっきりしないと

いうことでは、非常に地元としても不安でございますのでヽひとつ早急に

結論を出していただくようにお願いをしたいと思います。

また、総合的なスポーツ施設につきましては、要望としてとらえるとい

う大変残念なご答弁のように感じたわけでございますけれども、今すぐに

これだけのものをということは、当然ご要望できないわけでございますが、

いろいろ西部地域というものが特に農村地域でございますけれども、中心

市街地に比べましていろいろとおくれておるといいますか、ハソデ｝を背

負っているということは事実でございます。公園とか街路とかいうような

都市施設はありませんし、また公共下水道につきましては全くないわけで、

あと何十年先というような状況でもございまず。また、用水の整備をする

ということになりますと、負担金を負担しなければいけないというような

ことにもなりますし、またまだまだいろいろ昔のままでいろいろ整備をす

るところがたくさんあると、そういうことから材料支給という、都会では

考えられないような勤労奉仕も行いながら、地域の整備も行っておるよう

な状況でございます。
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そんな中で、近年、周辺の開発や宅地化が進みまして、人口が増えてま

いりました。すなわち、昼間は市街地のオフィスやいろんなところで働き

ながら、工場で慟いたりするわけですが、夜は郊外に戻り、また休日も郊

外のマイホームで過ごすという人が増えておるわけでございます。余暇の

時間の拡大によりまして、当然郊外のスボーツ施設の需要が増大をいたし

ておりまして、何らかの対応策を考えていただかないと、四日市市内全体

の施設配置のアソバラソスをいたずらに浮き立たせるだけになってしまう

のではないか、こういう感じもいたすわけでございます。四日市を30万都

市にするためには、何といいましてもほかの市町村から四日市に移り住ん

でもらう人の数を増やさなければいけないわけで、特に郊外に住む人を増

やす必要があるわけでございます。そのためにはやはり魅力ある施設が郊

外にも幾つかあるということであってほしいと思うわけでございますが、

この点についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。

智積養水の整備につきましては、今後地元との調整をして検討していく

ということで、今後の前向きな対応をお願い申し上げるわけでございます。

昔から智積の人は、この桜の駅に行きますのに、ちょうど智積旋水の横の

道を通っていくと一番の近道でございまして、たんぼのあぜ道のようなと

ころもまだ現在残っておるんですが、そういうところを歩いて駅へ通って

おります。したがいまして、この養水全体を、遊歩道も含めて整備をいた

だければ、地元の人も生活道路として頻繁にこれは利用できるわけですし、

また名水がどんなんだろうかということでやってこられた人も、駅で降り

て西勝寺までの間を散策していただくこともできる。←こういうことで一石

二鳥の効果であろうと思います。したがいまして、¢今後とも各部局十分ご

協議をいただく中で、ひとつ前向きな対応をぜひともお願いを申し上げる

次第でございます。

〇議長（山本、勝君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇J
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〇市長公室長（栗本春樹君） まず第1点目の、いわゆる港周辺の倉庫を

高度化あるいは集約化するご提言でございますが、既にご承知おきいただ

いておりますように、本年度、市長公室におきまして、ウォーターフロソ

トの検討をする、こういうことになっておる段階でございますので、その

辺も含めまして十分に研究をしてまいりたいと思います。今、この問題に

ついては、いろいろ大変困難な問題があろうかと思います。それぞれ市の

意向等を十分に、これに対応する業界の方が、どう対応できるかというふ

うな問題に尽きるんじゃないかというふうに思っておるところでございま

して、まだこの件については、一度もそういう話を持ち出した経過がござ

いません。今後の課題として取り組みをさせていただきたいというふうに

思います。

それから、鈴鹿山龍研究学園都市構想の問題に関連いたしまして、広場

(Jj問題がございました。これにつきましては、都市整備研究会で今、具体

的にどうつくり上げるかということについて協議がなされておる段階でご

ざいます。これらとの関係等もございますので、その辺を踏まえて、今後

地元の皆さん方と十分協議をさせていただく、こういうことになろうかと

思いますのでご理解賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩をいたします。

午後1時50分休憩

午後2時5分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引続き会議を開きます。

喜多野等議員。

〔喜多野等君登壇）

〇喜多野 等君 3点にわたって質問を申し上げたいと思います。

第1点は、土地保有税という税の問題と、これに並行して今後特に四日

市等がやっていかなきゃならないと思いますが、誘致条例というものをつ
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くるというようなことに対して、執行部の方で考え方があれば示していた

だきたい。

その内容については執行部の方もよくわかっておるとは思いますけれど

も、近年、旧来と異なりまして、なかなかいい企業、また国、県、そうい

うところから誘導するにいたしましても、それ相応の条件が必要だと思い

ます。特に最大の条件は、土地の問題ではないかと思います。この土地を

いかに確保していくかということが、非常に今後の四日市においては大切

なことではないか。要するに、今後の四日市としては、ポテ‘ノシャルのエ

ネルギーとして土地を十分に確保し、そういういいところがいろんな条件

でこちらに来やすいような誘導をしていくというような問題、また道路網

にいたしましても、都市幹線道路等において、ほとんど金銭での売買とい

うのは非常に難しくなってまいりますから、そういう点についての換地の

要諦、そういうような問題については十分考えて今後やっていかないと、

恐らく都市の交通も麻痺してしまうでしょうし、またそういういい誘致も

できないでしょうし、そういうようなことをあわせ考えて、将来的に四日

市としてはそういうものを確保していく必要がある、このように思考いた

しますけれども、執行部の皆さんはどのように考えておるか。

明治の昔に戻るかもわかりませんけれども、西郷隆盛は詩の中で、 「子

孫のために美田を買わず」というような言葉を残しておりますけれども、

やはり私は四日市は、美田を残さなきゃいけないんじゃないかと。このよ

うに将来の市民に対して、将来の市の行政に対して、そういうものを現時

点において残していって、将来よりよき環境の、よりよいまちづくりがで

きるようなことにしていくための要諦というのは、そういうところにある

んではないか。いろいろなところを考えてみましたけれども、そういうと

ころに問題点があるような気がいたしますので、この点についての見解を

聞かしていただきたい。

2点といたしまして、県立総合塩浜病院の問題でございますが、本件に
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つきましては、一応理事者の方から今までの経過と今後の処置についてお

伺いした上に立って、私どもの一つの考え方を開陳いたしたいと、このよ

うに思っております。

第3番目の三重団地の既設の、どういうような問題をどのように施設を

指して、今後持っていくというような考え方でございますけれども、従来

からこの三重団地におきましても、高花平団地におきましても、市の行政

の皆さん方と、我々議員もともどもにつくった四日市市としての団地づく

りでございます。そういうような点でいろんな不都合とか、いろんな問題

はあるだろうと思いますけれども、我々、市の理事者にしても、市の議会

にしても、つくったところなので、何か四日市でも最優秀なところの団地

につくり上げたいということはかねがね思っておりますし、私どもも張り

ついて努力をしてまいったんでございますが、なかなか十分とはまいらな

い点もございますので、そういう点について執行部の方でながめた施策に

ついてのご見解を賜りたい、このよぅに思います。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点について、私からお答えを申し土げます。

最近この土地の確保ということが、公共事業を実施する上において必要

欠くべからざる要件でありまずが、現実に確保がなかなか困難になってき

ておるということはご承知のとおりでございまして、確かにおっしゃるよ

うに次世代のために有効な土地を確保しておくということは、極めて大切

なことであります。ただ、土地収用法、公共用地の拡大の推進に関する法

律等に基づきます租税特別措置法の適用範囲が極めて限定をされているわ

けであります。中身についてiiま詳しく申し上げませんが、そういった意味

合いにおきまして土地の引き合いがあるといたしましても、事業目的や用

途を明確にせずに直ちに公共で取得をしておくということが、現行制度上

ではかなり困難ということになっております。したがいまして、新しい制
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度の確立ということがぜひ必要でありますので、国に対しまして全国市長

会等を通じまして積極的に働きかけをしてまいりたいというふうに考えて

おるところであります。

ただ、現在私どもは、将来を見据えた公共用地の先行取得の重要性は十

分承知をいたしておるつもりでございますので、例えば、最近では富田地

区でありますとか、橋北地区でありますとか、将来の区画整理事業を見越

しました先行取得を行っておりますし、ご指摘のありましたように替え地

の需要というものがだんだん大ぎくなってまいっております。これは土地

というものに対する日本国民の持つ一つの通性であろうかというふうに思

いますので、現実的な問題に対処する上からでも、財政状況の許す限り、

しかも将来的な公共用地の需要というものが見通せる限り、土地開発公社

をより一層活用をして、必要な用地の確保に努めてまいりたいというふう

に思っておる次第であります。

次に、誘致条例、工場誘致条例、企業誘致条例というのですか、ご指摘

がございましたが、結論から先に申し上げれば、今日の新しい産業時代を

迎えておるわけでございまして、そういった時代に地域間の競争に打ちか

って魅力と活力のある都市を建設をしていくということは、自治体にとり

まして極めて重要な使命ではないかというふうに考えております。したが

いまして、新たな考え方に立ちまして、この企業誘致条例といいますか、

あるいは誘導条例といいますか、そういうものを具体化をしていきたいと

いぅことで、目下調査・研究をしておる段階であります。

なぜそういうふうに考えたかということの基本的な理念といいますか、

考え方をちょっと申し上げておきたいと思います。まず第1番目には、四

日市の現状でございまして、四日市は総合産業都市ということになってお

りますが、製造工業、第二次産業を見ますと、ご承知のように基礎素材型

産業のウエートが非常に高くなっております。したがって、’景気の変動に

対して実は弱いという弱点があるわけでありまして、これを何とか緩和を

..:...44-

していこうということで、ここ数年来、本市の第二次産業の業種の多様化

というものを図ってまいってきておるわけでありますけれども、今日の状

況からなお一層これを進めていかなければならないという事態にあります。 9

その方向といたしましてやはり望まれる方向としては、先端技術型業種あ

るいは技術高度化の業種を誘導をしていく必要があろうかと思います。現

在、そこで県の指導のもとに、本市を中心といたしました北勢地域が多極

分散型国土形成促進法の重点整備地区の指定の承認を受けるべく国に申請

中でありまして、その承認を待って、この理念に沿った先端産業、並びに

研究開発型産業等の振興、育成を図ってまいりたい。これが第1番目であ

ります。

第2番目には、現在市内にたくさん中小企業がございますが、住工混在

をしているという傾向がござし、ます。そこで、これらの中小企業におきま

しても、その体質を改善する、あるいは製造工程の中に先端技術を組み入

れていこうとする意識が非常に強くなっております。しかし、住工混在で

あるためにどうもその余地がない、あるいはそこでやったんでは、そこの

住民の方々にいろいろなご不便をかけるというようなことから、新たな用

地を求めているという機会がかなりございます。したがって、新しく工業

団地等を設定する必要がありますが、その場合にそこへ移動しやすいよう

に促進、助成というようなことで支援をしてまいらねばならないというこ

とが第2点でございます。

こういったような新しい観点に立ちまして、何とかこれを制度化してい

くべきではないかということで調査・研究を行っているところでございま

して、この調査・研究がまとまり次第、また議会の皆様方にお示しをいた

しまして、ご議論をいただいた上で最終的に実施に移してまいりたいと、

かように考えておる次第でございます。できるだけ早い機会にそこまでも

っていきたいということで、目下種々作業中でありますのでご理解を賜り、

おはかりをいたしました際には、ご意見をちょうだいして実現をしてまい
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りたい、かように考えておる次第でございます。

以上、第1点につきましては、私からご答弁をいたしました。

〇議長（山本勝君） ＿環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第2点目のご質問にお答えを申し上げます。

この県立総合塩浜病院の問題につきましては、再三にわたりまして議会

の中でご質問をいただいているわけでございますが、若干の移転の経過と

今後の進め方についてお答えをさせていただきたいと存じます。

ご承知のとおり、県立総合塩浜病院につきましては、地域医療の核とい

たしまして、特に呼吸器系の疾患患者の治療とともに、地域住民の方々の

精神的な支えとして、当病院が大変大きな役割を果たしてきた、そういう

ことで私どもは認識をいたしておるわけでございます。そこで今回のこの

県立総合塩浜病院の整備につきましては、今申し上げましたような経過も

踏まえまして、同時にまた地元の皆さん方からもそうでございますし、ま

た四日市の医師会の方も、ぜひ現地で整備をすべきだ、こういったご意向

もございまして、私どもはそういったことを総合的に勘案をいたしまして、

現地整備でぜひひとつやってほしい、こういうことについて再三にわたり

まして県側に要請をしてきたところでございますけれども、最終的には県

側の極めて強い意向から今回の移転となったわけでございます。

そこで、市といたしましては、当面呼吸器系疾患息者の方々に対する医

療対策が極めて重要であるというふうに認識をいたしておるわけでござい

まして、先般でもお答え申し上げましたとおり、県、市でそういった呼吸

器系疾息息者の方々に対する応急医療を確保するという立場から、県、ー市

で応急診療所を設置することに決めたわけでございまして、今後応急診療

施設の具体的な運営等について協議を進めていくことにいたしているわけ

でございます。同時にまた私どもといたしましては、一呼吸器系疾息息者の

方々に対するリハビリテーショソの施設も兼ね備えた施設として検討して
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まいりたい、そのように考えているわけでございます。

また、今回の移転に伴いまして数多くの問題があるわけでございますけ

れども、私どもといたしましては、そういった諸問題に対処いたしますた

めに、県立総合塩浜病院問題移転対策委員会、そういったものを設置いた

しまして、総合的に対応じているところでございます。

また、今後跡地の全体的な活用の問題についてでございますけれども、

この跡地の全体的な活用の問題につきましては、極めて重要な問題だとい

うふうに受けとめているわけでございまして、今後、地元の皆さん方の意

向について検討していかなきゃならぬというふうに考えているわけでござ

いますけれども、市といたしましては、地域住民の方々の福祉的なものと

して活用をしてまいりたい、そんなふうに実は考えているわけでございま

す。

なお、現在新しい病院の建設につきましては、県は本年度に用地の買収、

基本設計並ぴに実施設計、敷地造成工事を進めまして、平成3年度で建設

を開始し、平成6年に開院を予定している、こういうことになっておるわ

けでございますのでよろしくご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本-勝君） 建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） 3点目の三重団地問題について建設部からご

答弁申し上げます。

ご存じのとおりこの三重団地は、昭和46年に造成を始めまして、翌47年

から分譲住宅、，市営住宅等の建設が始まり、それから10年間、昭和57年ま

で住宅建設が続き、現在の三重団地ができたのでございますが、当時とい

たしましては、 ,1つの新しいまちづくりとして、例えば環境面でも、団地

内の通過交通を避け、ループ状-tこ幹線道路を配置したり、また緑の保全と

いたしまして、大きく城山遺跡のエリアを残したりと、そういった配慮が

されたのでございますが、現状をお聞きいたしますと、今申し上げました
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ループ状の幹線道路が団地内の一部青少年の格好な軽二輪車の遊ぴ場とな

り、夜間におきましては周辺の方々にご迷惑をかけるといった皮肉な現象

が起きておりますことは、遺憾に思います。

三重団地には現在市営住宅が 700戸ございます。先ほど申し上げました

とおり、市営住宅建設も昭和47年から、当時の社会情勢また市民ニーズに

こたえた、例えば身障者の方々、高齢者の方々専用の住宅建設も行ってま

いりましたが、時代の変遷により生活様式や住民意識の変化も出てまいり

ました。ただいま20年を経過したこの団地の市営住宅にも、ソフト、ハー

ド面でいろいろとひずみが出てまいっておりますので、私どもといたしま

しては、福祉、教育関係部局とも連携を持ちまして、対応、対策を進めて

まいりたいと、このように考えております。幸いにも、三重団地住民の大

半の方たちは、地域コミュニティづくりに努力をされておりまして、年に

数回の団地内の清掃とか、そのほか周辺団地の方たちとも連携を持たれま

して、少年たちの駅伝競走等実施されておりますことは、まことに喜ばし

いことと存ずる次第でございます。

今後、私ども住宅建設に対する基本的な考え方を若干申し上げますと、

まず現在の居住水準から、もう少しゅとりのある居住空間を設けた住宅に

近づけたい。と同時に、社会的弱者のそういった世帯の適切な配置をいた

しまして、団地内の融和が図れるような混住も考えてまいりたい。またも

う1つは、地域のコミュニティづくりができるように、そいった施設を、

例えば集会所とか多目的な広場とか、そういったものを整備した団地をつ

くってまいりたい。そういったような考えを持ちまして、長期的な視野に

立ち、多様なニーズに対応できるような住宅建設を推進してまいりたいと、

このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 喜多野等議員。

〔喜多野等君登壇〕

〇喜多野等君 ご答弁を賜りまして、ありがとうございます。特に市長
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さん、いろいろ細部にわたりまして1つの方向づけを賜りまして、本当に

ありがたいことだと思っております。今後の四日市はよりよくなっていく

のではないかと、意を強くした次第でございます。

なお、県立総合塩浜病院の問題につきまして、環境部長からいろいろの

ご答弁がございましたけれども、こういう考え方もあるというようなこと

で、理事者の皆さんは聞いていただいておったらいいんではないかという

ふうに思います。

私は、県立の塩浜病院が泊やそちらの方向へ移転することについて、非

常に結構なことだと思いますし、大いにそういうところでまたやっていた

だいたらいいと思います。しかし、塩浜の地というのは、戦前の海軍燃料

廠が建設されて以来、その時代でも国の行政として、そういう燃料廠とか、

そういうような施設を設ける段階においてもそういう医療機関は必要であ

るという判断をもって、そういう措置をして今日まで引きずってきたわけ

です。今日は、燃料廠どころか、多くの何万というような産業戦士がどん

どん、働く人たちがそこに詰めかけております。工場群がございます。一

般の市民もさることながら、たくさんの人たちが働いております。私は、

塩浜の地というのは、四日市全体から眺めてみても｀副都心的な役割を果

たし、、やはり鈴鹿及ぴ亀山各方面との連絡も取られるような、今後におい

ての大きな位置づけがされておるところだというふうに理解もし、‘またそ

のように進めてきたつもりでもおります。片方、北を流れるは、｀富田、、宮

洲原の方も副都心としての役割を果たし、やはり中央と結んだ対外的な大

きな役割も果たしておる地域だと判断しております。

その地点に、戦後45年という言葉を使われておりますけれども、そうい

うような45年たった今日においてそういうものを撤去して、応急的な施設

をつくるんだと。私としては感覚的にはとても考えられないし、近来の高

度な技術の進展と、それに伴うところの社会資本というものの充実が考え

られずして、どんどんそういう方面、決して私は技術の発展とか、そうい
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うものを否定するものではございませんが、その反面の方向がおくれてお

ってはバラ‘ノスがとれないし、都市機能のバラ‘ノスもとれないし、少なく

とも四日市市民、または工場に働く多くの人たちは、一生懸命皆慟きます

し、努力もいたします。しかし、病気になったら、安心してかかって、本

当に療養もでき、けがをしたらすぐ診てもらえる。そういう安凶惑の大き

なよりどころによって人生を支え、すべての生活を支え、すべての方向を

示唆しておるわけでございます。水や空気と同じように、人間にとっては

基幹的な 1つの大きな要務を持っておる医療でございます。

県がやらなかったら、市でゃったらよろしい。市立病院の分院をつくっ

てどんどんやったらよろしい。また、企業でそれだけの働く人たちがおっ

たら、企業の社会資本も導入してそういうことをやったらよろしい。楠町

の人たちを診たらよろしい。私は、少なくともそれだけの広域的な大きな

視野を持って眺めていくような医療行政が地域にあってしかるぺきだと思

います。当然そういうことがなくてはいけないんだと。．ないこと自体がお

かしいんだと。およそ科学万能の時代が進んでおっても、そういう側面は

あくまで残していかなければならない。またいろいろな問題が起きますよ。

少なくともそのような見解を持っておりますが、まあこの点については

私どもの見解でございまして、市の執行部の皆さんはどういうような見解

の判断をされるか、そこらの点については、賢明なる理事者の判断をまつ

しかないわけでございますが、そういうような考え方があるんだというこ

とを十分認識した上で執行していただきたい、このように思料いたします。

三重団地の問題については、いろいろ部長からお話を賜りましたが、本

件につきましては了といたしますけれども、少なくとも地域医療の問題に

ついては、いずれは老人が多くなり、また子供たちは僅少になり、そうい

うような時代を次に迎えようとしている段階において、医療の強化という

のは重要だと思いますし、また産業の問題についても、築港病院もそうで

す。港の船の人たちの医療のためにやっております。北の方へも 1カ所ぐ
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らいつくって、本当に万全を期した四日市の医療体制を築くということは、

政治においては一番重要なことであると私は確信をいたしますし、またそ

のようにしていかなければならないと、このように思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午後2時37分休憩

午後2時53分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤雅敏議員。

（伊藤雅敏君登壇）

〇伊藤雅敏君昨年度は監査委員を抑せつかり、行政各部、各課を初め、

保育園、幼稚園、小学校、中学校、あるいは地区市民セソクーなど、広範

にわたり勉強させていただきました。私の感じた問題点はその都度指摘し、

注意を促してきたところであります。行政事務の処理に当たって遵守すべ

き指針として、地方自治法第2条第13項の住民の福祉の増進に最小の経費

で最大の効果を上げる努力を、また第14項の組織及び運営の合理化とその

規模の適正化を図る努力をすることと言われておりますが、総じて各分野

ともにおおむね良好であったと思います。中に一、二、自分の与えられた

職務、考えなければならないことは何かということを本当に理解して仕事

をしているのかと、首をかしげたくなるような課もなきにしもあらずだっ

たことを付言しておきます。

また、監査委員という立場からよりも、日常皆さん方と接していて感じ

ることがあります。それは、市長初め幹部の皆さん方にゆとりがないとい

うことであります。余りにも忙し過ぎませんか。休日はのんぴり過ごして

みえるんでしょうか6以前にも申し上げたかもしれませんが、指揮官とい

うのは、日々の雑事の合間を縫って瞑想にふける時間を持つべきでありま

す。心のゆとりの時間を持つことが、新しい発想、的確な判断、適切な指
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示を下す源泉であると思います。県下最大の四日市の27万市民の幸せを模

索する責務を担った幹部の皆さんは、このことを肝に銘じていただきたい

と思います。

さて、通告に従って質問させていただきますが、総務委員会に所属する

私が行財政改革の問題を取り上げることをお許し願いたいと思います。今

日まことに好景気の中にありまして、過去の岩戸景気、イザナギ景気と匹

敵するもので、現に岩戸景気の42カ月と並ぴまし・て、これを追い越すのは

確実でありますし、さらにイザナギ景気をもクリアしてしまうだろうと言

われております。先ごろのトリプル安も、過去のプラックマソデーになる

のかと心配されましたが、それも徐々に回復傾向にあり、落ちつきをとり

戻しつつあります。和平景気、 「昭和」の「和」と「平成」の「平」です

が、こういう呼ぴ方もあるようであります。

このため、行革なんてさようならという風潮が目立ち、 1981年に着手し

ました臨調、引き続いての新行財政改革推進審議会も最終答申を提出して、

4月19日に解散したのは、ご承知のとおりであります。臨調、新行革審も、

80年代の行革として一区切りつけたことは、それなりに意義のあったこと

ではありましょうが、昨今の日米構造協議が大きく取り上げている中で、

これも今日までの行政のあり方に問題があったからだと言われています。

これまでの行政は、生産者、企業者重視の視点に立って行われてきたもの

であり、そのことが今日日本を世界の経済大国に押し上げたことは、大い

に評価されることではありますが、一方で国民の間に生活大国という実感

がないのも、また事実であります。

これらの問題を含めて、国においてはさらに行革を推進する必要がある

と、引き続いて第3次行革審を発足させる法案が今国会に提出され、 9月

から発足したい旨報道されております。第3次行革審は、生産者重視の従

来の視点を、生活者重視、消費者重視の考え方に立って改革すぺきであり

ます。食管制度など、手をつけなければならない課題はたくさんあるはず
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であります。私ども地方におきましても、好調な税収に支えられて忘れが

ちな昨今でありますが、高齢化、国際化、情報化、そして市民ニーズの多

様化といった社会環境の変化に的確に対応するためには、無理、むだ、む

らのない行政と、多くの事業を進めるに当たっての財源確保が何よりも大

切であり、今後とも行財政改革をおろそかにするわけにはまいりません。

私ども会派は、こうした観点から、常に民間理念の吸収、それから都市

間競争に打ちかつためと、その重要性を提言したところであります。行政

サイドにおいてもこの趣旨を理解し、行政大網、あるいは第2次行財政改

善整備計画に基づき、全庁的にご努力いただいていることをお聞きし、心

から敬意を表します。大網に示されました44項目については、 41項目既に

実施、第2次計画に示されました改善事項あるいは懸案課題につきまして

は、 128項目中97項目を実施し、最終年度の今年度はすべてを消化したい

という意気込みのようでありますが、来年度からの第3次計画をそろそろ

検討を始める時期かと考えます。進んできたOA化をさらに有効活用する、

民間委託への可能性、人事面では、能力があり、やる気十分の若手の思い

切った登用、海外を含めた先進地への職員研修など、検討課題は数多くあ

ろうかと思いますが、何を主眼に推進しようとするのか、その内容、方向

性が検討されているのであれば、お示し願いたいと思います。

なお、 3月議会で私ども会派の水野幹郎議員から、 「教育は聖域なのか。

行政改革の推進を」と題しまして、中学校給食に反対の立場からの質問を

いたしました。答弁として「検討中」とのことでありましたが、その後の

経緯とこの問題を第3次計画の中にどう盛り込んでいかれるおつもりなの

かも、あわせてご答弁いただきたいと思います。

さて、こうした改革の一環として職員提案制度があると思うんですが、

この問題について若干お尋ねしたいと思います。お聞きするところでは、

どうも提案件数が少ないような気がいたします。量より質だと申されるか

もしれませんが、量は質の絶対条件で、ーある程度量が多くなければ、決し
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て質もよくならないというのが定説であります。それぞれの職務に対し改

善の余地はないのか、なぜこのやり方なのか。ほかに方法はないのか。常

に自問自答し、新しい効率的な方法を考え、改善していくことが、最少の

経費で最大の効果を上げることではありませんか。

そこで、職員事務改善提案要網というのを見せていただきました。担当

委員会ですので、多くは申しませんが、第4条の提案、第7条、第8条の

報償などは、ぜひとも見直しいただきたいところであります。職員各位が

ぜひ提案しよう、そういった意欲を持てる制度に改めていただきたいと思

いますが、ご所見をお聞かせください。

次に、公共投資の問題についてぉ尋ねいたします。

公共投資、つまり社会資本整備への投資でありますが、この問題は、昨

今の貿易摩擦から派生した日米構造協議の中で、大店法とともに大きくク

ローズアップされてきたものであることは、ご承知のとおりであります。

大変な内政千渉だと見る向きもありますが、一方で日本からアメリカに仕

掛けてもらったんだというような、そういった説もあるようです。真偽の

ほどはともかく、戦後45年、日本人の勤勉さと頭脳、そして政治、行政の

力によって、経済面では着実に世界の中の日本、超経済大国と言われるま

でになってまいりました。アメリカのビルや企業を買収するのは日本企業

であり、先日も同一の日本の方が 124億円、あるいは 114億円というお金

を出して、ゴッホやルノアールの絵画を競り落とすなど、日本はまさに世

界の中の超金持ち国となりました。このことは、ジャパソマネーという言

われ方で、一方で大変に警戒もされております。ところが、私ども庶民に

とっての生活実感は、決して経済大国という感覚ではありません。これは、

外国から指摘されております社会資本の貧困ということがその一因である

ことも事実だと思います。これらは、先ほども申しましたが、日本の社会

構造が企業本位、生産者中心に組み立てられてきているからでありまして、

今後は消費者重視の仕組みに改めるべきでありましょう。＼
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経済的には世界の中の先進国日本が社会資本の貧困を外国からとやかく

批判されるようでは、大変に恥ずかしいことであり、公共投資は大幅に増

やし、一日も早い整備が必要だと思います。この10年計画の中では、 400 

兆円にも上るというふうに言われておりますし、先日は金丸元副総理が、

500兆円でも構わぬではないかというような発言もいたしております。当

市にとっても、ぜひとも多額の投資をしてほしいところであります。例え

ば、公共下水道の普及率を見ますれば、全国平均で40%、人口10万から30

万都市では岱％、当市は30.5％にしかすぎません。このことは、伊勢湾台

風以来、護岸とか、あるいは常時浸水地域の解消に今日まで雨水排水対策

に多額の投資をしてきたためであるということは重々理解しながらも、国

際都市を目指すには余りにもお粗末。また、年次的に改善されつつあると

はいえ、狭小老朽化の市営住宅、毎度の議会で取り上げられます道路など、

市民生活に安全と豊かさ、心にゆとりを持たせるところまではとても進ん

でいるとは申せません。限られた財源の中で、どれに重点を置いて行政を

進めるのかというのは市長の判断であり、ソフト面も含めて十分ご努力願

っていることには感謝をいたすところでありますが、 30万、：35万人口を目

指す四日市市にとって、社会資本の整備は急務であります。今回のまたと

ないチャソスは、大いに利用しなければなりません。

］：計画のまとめ役の経済企画庁は、これまでの部門別分類ではなく、生活

環境、それから産業交流活力、それから安全、安定の3つの機能別に分け

るということで、生活環境は住宅、下水道、公園など、産業交流活力は道

路、港湾、通信など、また安全、安定では治水、＂森林保全などを対象にし

ているとのことです。このことは、従来のような各省庁の分捕り合戦、あ

るいは族議員の利権のためになってはいけないからだということでしたが、

傍観者の立場から見れば、なるほどよい考え方ではあるかもしれませんが、

私どもにしてみれば、趣旨は理解できますが、そこにはやはり力関係とい

うものが働くのではないでしょうか。他市に先駆けて効果的な予算配分を

-55-



獲得するには、やはり東京事務所、あるいは県選出の国会議員、各省庁に

お見えであろう同窓生など、あらゆるつてを使った働きかけが大事かと考

えます。この取り組みについての市長のご所見をお聞かせください。

次に、工業団地のさらなる開発を取り上げました。

さきに、内陸型産業の誘致をと、南部工業団地が多くの方々のご苦労の

末開発され、 Aゾーソは既に操業中、 B、Cゾーソについても完売され、＇

既に操業に入っているところ、あるいは建設中のところもあります。第2

弾として、山之一色のハイテク工業団地の開発が計画されました。このほ

ど、やっと地元の工事同意が得られたと聞いております。 r近々、用地担当

の方々とお話をする都度、その難しさをお聞きして、せっかく企画された

この立派な事業が果たして実現するのかどうかと、大変に危惧しておった

ところでありますが、人員も次々と補充され、それこそ数多くの方の大変

なご努力、ご苦労のかいあって、工事同意が得られたことは、まことに喜

ばしいことであり、その間の皆様方のご労苦を心からねぎらいたいと思い

ます。本当にご苦労さまでした。メ

しかし、まだまだこれから継続して話し合いが必要というふうにもお聞

きしております。なお一層のご努力を願って、一日も早く開発が進み、予

定どおりに工場が完成するようお願いしておきます。

さて、今日のように全国的な土地高騰が言われている中、またこの山之

一色だけでも大変なご苦労をなさったことを重々承知の上で、さらなるエ

業団地の開発を提言するのはいかにも酷かと存じますが、将来のことを考

えたとき絶対に必要だとの観点から、あえて申し上げます。

去る 5月26日、東京都板橋区の化学工場で爆発、火災事故がありました。・

死者8人、重軽傷者18人という大惨事であります。原因は、過酸化べ‘ノゾ

イルという危険物の小分け作業中に何らかの衝撃が加わったためと言われ

ております。この工場については、極めてずさんな安全管理を指摘されて

おりますが、自治省消防庁の報告では、こうした工場など、いわゆる危険
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物施設は全国で約58万力所、事故は、火災、爆発が、 63年度 150件で、そ

の原因の約6割は人為的ミスというふうに言われています。四日市にこう

いった工場がどれだけあるのかは調べていませんが、見渡したところ、そ

れなりの数になるのではないでしょうか。こうした問題は、人為的ミスが

原因とはいいますが、それ以前に、先ほど市長もちょっとご答弁の中で申

されましたが、住工混在という都市環境、これがよくないのではないでし

ょうか。

昨年9月議会で、私どもの会派に所属しておりました金森議員が、鋳物

団地の必要性を提言されたことがありました。鋳物だけでなく、そのほか

の中小企業も当市内に多数住エ混在という中で操業しております。このよ

うな重大事故を考えることももちろんでありますが、生活環境の快適性、

新たな都市再開発の上からも、ぜひとも市主導でその受け皿づくりをすべ

きと考えます。特に中小企業だけに、個々での対応ということは大変に難

しい問題だろうと思います。今後の四日市の発展のだめにも、どうか休む

ことなく、新たな工業団地開発に取り組んでいただきたいと提案するもの

であります。ご所見をお聞かせください。

最後に、交通安全の問題に触れさせていただきます。この問題も所属委

員会の範疇ですけれども、お許しいただきたいと思います。

先日、平成元年度の交通安全白書が示されました。交通事故死者数は、

昭和55年から増加に転じて、平成元年度には15年ぶりに1万 1,000人を上

回る、第2次交通戦争に突入。今年に入っても、増加傾向に歯どめがか

かっていない状況を厳しく警告しております；白書では、この20年間で自

動車保有台数は 3.1倍、免許保有者は 2.2倍に増加。特にレジャー指向や

生活パターソの変化で、日曜、夜間の交通量が増加。また、女性と61歳以

上の高齢者ドライバーの占める割合も急増するなど、状況の変化が大きい

と伝えております。また、県下においても、 6月12日現在で死者 123名、

対前年比25人増、四日市市においても死者19名、対前年比10人増、 5月中
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の人口10万人当たりの死者数は6.33人で、 3月、 4月に続いて3カ月連続

三重県は何と全国ワーストワ‘ノということであります。

これらの原因の多くは、運転者のマナーに起因するものが最たるものと

思われます。初心者向け、あるいは更新時に種々の教育も考えられておる

ようですが、そのほかに白書の中で、従来はなかった違法駐車の取り締ま

り：あるいは駐車場整備など、総合的な駐車対策を提言しております。

そこで、四日市市の違法駐車について申し上げたいと思います。日中の

違法駐車につきましては、時折レッカー車が引っ張っていくのを見かけま

すが、私どもに特に苦情として持ち込まれておりますのが、都ホテルの1

本西側の南北の道路、それから天理教北側の西浦14号線というそうですが、 1 

西浦公園付近から赤堀山城線に至る東西道路であります。夜間の違法駐車

というのは、目を覆うばかりであります。商業者は肩身の狭い思いで、一

般車は身のすくむような気持ちで通行しております。ここに駐車した車の

運転者は、全部とは申しませんけれども、-そのうちの何人かは付近の飲食

街で飲んで帰るのではないでしょうか。スピード違反とともに一向に減ら

ない欽酒運転、このようなことからも、関係機関と十分に連携をとって、

対処願いたいと要請しておきます。

次に、行政関係者の交通事故についてお尋ねします。毎度の議会のその

都度、専決処分の報告書の中に、必ずといっていいほど数件の交通事故が

記載されております。以前にも提言したことがあります。その後一向に減

少した様子はうかがわれません。もちろん、清掃車を含め対象台数の多い

こともありましょうが、要は運転者のマナー、注意の度合いではありませ

んか。交通安全についての教育、指導、運転者の適格性などに問題はあり

ませんか。ご見解をお聞かせください。

さらにもう 1つ、地元の道路について申し上げます。東西の主要道路と

して、四日市土山線のバイパス的役割で、千歳町小生線が松本交差点まで整

備され、その延長が現在ときわ二丁目で工事が進められております。多分
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ご存じのことと思いますが、この道路の通行車両の多さは、朝夕のラッシ

ュのみならず、平常でも大変な数に上ります。この拡幅については、非常

にありがたいんですが、北側については、 3軒そのまま残したままで工事

を始めております。話し合いの余地はなかったのでしょうか。この 3軒の

うちの2軒の横は田ん匠であります。 1軒については、後ろに空き地があ

りますので、セットバックで対処できたのではないかと思うところであり

ます。中途半端な工事は後々に影響を残さないでしょうか。工事の雑さ、

あるいはおくれについても大変気になるところで、付近の方の中には、営

業補償を市に求めたいという方もいるぐらいであります。 1 

また、変則交差点のところまでの工事で、これから東については、常磐

区画整理事業の中で実施するとのことであります。常磐の区画整理事業に

つきましては、いまだ研究協議会の域を出ておりません。そういう中で、

今後ともこのまま放置しておくつもりなのでしょうか。

先ほど申し上げましたように、大変に交通量の多いこの道路です。交通

安全施策の面からも、どのようにお考えになっておられるのか、ご所見を

お聞かせいただきたいと思います。

以上で、第1回目の質問を終ります。

〇議長（山本、勝君） 片岡助役。

' 〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 第1点、行財政改革についてお答えをいたします。

ご質問の前段で、我々幹部職員の日常業務、日々についてご心配をいた

だきました。アドバイスもちょうだいしたわけでございまして、大変恐縮

いたしておりますし、ありがとうございました。おっしゃいますように、

我々にはいま少し時間的なゆとりというか、心の豊かさが必要なんではな

いかなというふうに考えておりますし、つくればできますのは、やはり時

間的な余裕であり、ゆとりであるというふうにも考えられますので、今後

はご指摘の点を念頭に置きまして、できる限り時間的な余裕、ゆとりを持
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って日々に当たってまいりたいというふうに考えておりますので、＇よろし

くお願いいたします。

行政改革につきましてですが、この行革につきましては、これまで幾人

かの方々から、特に新風クラプの皆さん方からは格別のご指導なりご支援

をいただいておりまして、感謝を申し上げたいと存じます。また、監査委

員というお立場で1年間見ていただきまして、一部を除いて各分野ともお

おむね良好という評価をいただき、大変喜んでおります。我々これまで実

施してまいりまじた行政改革、ーそれなりに一定の成果を上げておるという

ふうに判断をいたしているところでございます。しかし行革というのほ、

終わりのない、ク永久にやっていかなければならぬことだというふうに認識

をいたしているところでござ¥,~、ますので、今後とも必要な行政改革は強力

に進めていきたいと、このように考えております。

そこで、ご質問の点にお答えをさせていただくわけでございますが、現

在、昭和60年9月に策定をいたしました四日市市行財政改革大綱、そじて

その具体的な実施プログラムでございます第2次行財政改善整備計画に基

づきまして全庁的に取り組んでいるところでございます。本年度はこの最

終年度を迎えます。現計画の未実施事項の実施に努めますとともに、今後

とも限りある物的、人的、金銭的資源を有効に活用するために‘'.平成3年

度以降の実施計画書となります第3次行財政改善整備計画を策定してまい

りたいというふうに考えております。 9

行政の簡素化とか効率化の中心といいますのは、何といいましても職員

定数の適正な管理と、こう言っても差し支えないかと思います。現行の第

2次計画におきまし文は、この職員定数の適正化ということと給与に主眼

を置いて実施をいたしているところでございますが、やはり第3次計画に

おきましても、このポイソトは外せないというふうに考えておりますが、

3年度からの計画には、 1つは事務システムの見直し、できる限りの内部

管理の経費を少なくすること、もうー1つは民間委託になるわけですが、 f 
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直営でやらなければならないものだけを残しまして、民間委託など民間活

カの活用を図っていくこと、ここにあるというふうに考えております。具

体的な作業といたしましては、本年1月から策定の作業に入っておりまし

て、現在各部局から提出されました計画案の整理を終えております。今議

会明けから事務改善委員会で本格的に計画策定の検討に入る段取りといた

しております。また、ご提言の若手の登用であるとか、職員の海外研修派

遣、これにつきましても、これまで以上に配意をしてまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、職員提案制度でございますが、この職員提案制度につきましては、

戦員の事務改善意欲の向上と事務能率の向上を図ると、こういうことから、

昭和56年に制度化をいたしました。以来、年平均82件の提案がなされてお

ります。この中には、カラー名刺の作成など、市のイメージアップにつな

がるもの、d ワープロ用起案用紙の作成など、事務の効率化につながるもの、

接遇向上標語入り名札をつける。市民サービスの向上につながるものなど、

改善、実施された提案がたくさん含まれております。しかしご指摘のよう

に、提案件数は、民間と比較いたしますと、まだ少ないのが実態でござい

ます。この原因、理由につきましては、これからも研究してまいりたいと

思いますが、ご提言のとおりに、提案件数も私どもといたしましてはもっ

と増やしていかなければならぬと思っていますし、その提案の内容の質、

優良な提案の増加をこれからどうすればうまく職員の方々からもらえるか

なと、こんなことも研究してまいりたいと思っております。

それで、これまでやりましたのは、 60年度tこ論文方式の提案の追加、:61 

年度からは改善に向けての提案にプラスいたしまして、実施済みの改善項

目に対して報償する実績報償制度を新設いたしましたし、 63年度からは課

題提案の新設、その他提案書式の簡略化などの改善に努めてまいりました

が、今後とも提案件数の増加、よりよい提案の増加を図るため、職員の動

機づけを図りますとともに、制度の改善について一層研究してまいりたい
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というふうに考えておりますので、この上ともご指導、ご協力を賜りたい

と思います。

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） 学校給食についてお答えいたします。

中学校の給食の問題についてでございますが、現在、昨年度末に実施い

たしました学校給食に関するアソケートのそれぞれの設問についての数値

は、おおむね取りまとめが終わっておりますが、その数値がどのようなこ

とを意味するのか、また給食問題検討会において分析、検討を進めている

段階でございます。今後につきましては、外部の学識経験者を含めた専門

委員会を設置して、さらに詳しい分析をしながら、それぞれの立場から議

論を重ねていただき、学校給食の教育的意義、また中学校給食の実施の是

非、さらには今後の学校給食における課題等、総合的に検討していただき、

その報告に基づいて給食問題検討会で結論を得る予定でございます。

なお、お尋ねの第3次行財政改善整備計画に盛り込むかどうかにつきま

しては、その結論を見ない現時点においては、どう対応すべきか、検討は

困難でございますので、給食問題検討会の報告を受けて対処してまいりた

いと考えております。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 公共投資についてお答えを申し上げます。

先ほどお話がありましたように、日米構造協議の中から、日本の国の予

算の中で公共投資を増額せよという要望が出されておることは、ご承知の

とおりでありますが、経済企画庁はこれを受けまして、 6月6日に公共投

資10カ年計画の原案というものを各省庁に示しております。その中身、特

に生活関連公共事業に重点を置くことといたしまして、 2000年を目標年度

としまして、下水道普及率を、 90年度末の見込みが44％でありますが、こ
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れを70％にしよう。都市公園は、同じく90年度末の見込み、 1人当たり5.8

而というのをlOm11tこしよう。それから、廃棄物の処理率でありますが、 80

％にとどまっているのを90％に上げよう。住宅につきましては、 88年度半

ばでありますが、現在が1戸当たり89.3m2という面積ですが、これを 100

m2にまで持っていこうという、 4つの整備目標を示しているわけでありま

す。

こういった状況下で、魅力と活力に満ちた産業と文化のまちを目指して

いる本市といたしましても、下水道、道路等の社会資本の整備充実という

ものは、最優先で考えてもしかるべき重要な施策の91つでありますので、

特に毎年度国の予算編成に当たりましては、当市の重点陳情ということで、

私初め関係部課長が県と連携をとりまして、あるいはまた特に地元選出の

国会議員の方々に十分ご理解をいただきながら、関係の各省庁へ陳情を行

っているわけであります。これは、毎年7月ごろに行いますし、今年度も

その予定でありますが、この重点目標を作成いたします基本というのは、

既に基本計画に示された中身のものに、それぞれの年度におきましてなお

必要なものというのをつけ加えたりいたしながら、、関係の国会議員の先生

方のご指導をいただいて、各部局ごとに連携をとりながら、国の方へ陳情

を繰り返しているという状況でございます。したがいまして、これらの枠

が拡大されるということになれば、それなりに基本計画のスピードを早め

るという努力をしながら、さらに一層まちの整備を図っていく必要があろ

うかということで、東京事務所を中心に陳情スケジュールをつくりまして、

お願いに上がっているという状況であります。

9で、東京事務所は既に平成元年の4月から職員1名を増員いたしまして、

各種情報の収集、あるいは本市のPRに努めているところでございますが、

こういったような対策を講じてまいっておりますことは、地元選出の各国

会議員も十分ご承知をいただいておりますし、時に国会の先生方から、こ

うしたらどうかとういようなアドバイスもちょうだいしながら、その年度

-63-



その年度の努力を重ねている状況であります。この上は、せっかく
のご提

言でございますから、私どももいま一度ご提言の趣旨に沿いますよ
うに、

なおかつ努力を進めてまいる所存であることを申し添えまして、答
弁とさ

せていただきます。

〇議長（山本勝君） ，市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君）-3点目の工業団地のさらなる開発に
ついて

お答えをさせていただきます。

既にご承知のとおり、これまでに保々、あるいは南部工業団地等の
内陸

部開発に積極的な取り組みを行ってきたところでございますが、最
近の好

調な経済状況を反映いたしまして、企業の投資設備意欲は依然とし
て高い

ものがございます。最近の本市への企業立地の打診、あるいは相談
という

ものも多く寄せられておるのが現状でございます。これらの立地希
望企業

のほとんどが分譲型の、いわゆる先行造成型工場団地への立地とい
うこと

で望まれておるわけですが、、ハイテク工業団地の整備も、その一環
として

取り組んでおるところでございます。しかし、＇それでもなお十分にこ
たえ

られないというのが状況でございます5適地があれば、今後とも必要に応

じて土地開発公社で用地の先行取得に努めながら対処してまいりた
いとぃ

うふうに思っております。

しかしながら、今後の受け皿となりますと、工業適地としての開発
可能

地を展望いたしますと、都市計画の用途地域の工業地域、あるいは
工業専

用地域ともに、現状におきましてはおおむね工場等が既に立地済み
になっ

ておりまして、新たな工場用地を確保するにいたしましても、ハイ
テクエ

業団地のように、近年用地の確保はますます厳しい状況になってき
ている

のが実態でございます。しかし、ご指摘のような、例えば市街地にあ
って、

望ましい環境にない場合とか、あるいは企業の体質改善を図る必要
のある

場合等、特に中小企業の移転問題の関連につきましては、それぞれ
のその
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年の考え方等もあろうかと思いますが、その動向を踏まえながら
対処し

ていく必要があるというふうに考えておるところでございます。→、

〇議長（山本勝君） 市民部長。

〔市民部長（米津正夫君）登壇〕

〇市民部長（米津正夫君） 4点目の交通安全についてご答弁申し上げま

す。

ご質問の中で、交通事故の現状についてご説明をいただいたわけで
ござ

いますが、市内におきます5月末現在の交通事故は 3,756件でござい
まし

て、前年に比べますと87件の増加と相なっておるところでございま
す。そ

のうち交通死者は18人で、既に昨年1年間の犠牲者と同数となってお
るわ

けでございますが、 6月に入りさらに1名が亡くなっておりまして、
交通

事故は年々増加の傾向にあります。また、この20年間で市内における
自動

車台数は3倍、運転免許保有者も 2倍に増加しており、全国の傾向
と同様

になっておるところでございます。

ご指摘の道路を含む近鉄四日市駅周辺の違法駐車は年々悪化してお
りま

すことから、警察も昼夜を問わず駐車違反の取り締まりを強化して
いただ

いておるところでございます。ちなみに、今年1月から5月までの駐
車違

反の検挙状況は、市内だけで県下全体の約30％を占めておるわけでご
ざい

まして、市内のドライバーが県下全体のドライバーに占める割合は
約15%

でございますので、極めて高い検挙比率を占めているところでござい
ます。

また、四日市南警察署による駐車違反の検挙のほとんどは、近鉄四
日市

駅周辺の違反者でございまして、夜間の駐車違反取り締まりも、こ
の地区

を重点として行われ、迷惑性の高い違反駐車は、レッカー車によっ
て強制

的に移動されておるところでございます。しかし、ご指摘の道路付
近は飲

食街を形成しておりますためにゞ駐車需要が恒常的に高く、警察に
よる違

法駐車の取り締まりも困難を来しているところであります。

このような状況は、全国的な傾向にあるところから、車両使用者の
責任
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を初めといたしまして、罰金、反則金の引き上げなど、違法駐車対策を主

眼とした道路交通法の一部改正案が全国会で審議されているところであり

ます。

一方、飲酒運転についてでございますが、市内の死亡事故のうち5件に

1件は飲酒運転が絡んだものであり、毎晩数多くの違反者が検挙されてお I 

るわけでございます。駐車違反を初め飲酒運転は、申すまでもなくドライ

バーの自覚が肝要でありますので、去る 6月12日開催いたしました官民一

体の四日市市交通安全協議会において、交通事故抑止に関する決議をしま

したほか、広報「よっかいち」 6月上旬号で啓発に努めておりますが、今

後も市といたしましては、警察当局を初めといたしまして、関係機関、団

体と連携しながら、市民の交通安全意識の高揚に努めていく所存でありま

す。

次に、公用車の事故についてご質問をいただいたわけでございますが、

総務部長にかわりましてご答弁申し上げます。

公用車の事故につきましては、今議会を含め、ほとんど毎定例会ごとに

何件かの事故について専決処分したものを報告として提出しており、まこ

とに残念で、遺憾であります。事故の件数は、 62年度が16件、 63年度が15

件、昨年度で12件、本年度がこれまで2件と、やや減少傾向にあるものの、

決して少ないとは言えないのであり、議員各位にたびたぴご心配をいただ

き、おわびを申し上げるところでございます。第2次交通戦争とまで形容

される昨今、公用車、私用車にかかわらず、自動車を運転する職員に対し

ましては、これまでもあらゆる機会をとらえ注意を喚起し、教育指導も行 ’I 

ってきたところでありますが、さらに本年1月からは、職員の交通事故防

止対策として、交通事故ゼロ運動を実施しているほか、交通マナーの遵守 ll 

を呼びかけているところであります。このほかヽ昨年に引き続き市内の自

動車教習所の主催による安全運転のための適性、知識、技能を身につける

ことを主眼とした講習会に、各部署の職員を参加させる予定といたしてお
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ります。さらに、労働安全衛生の見地から、安全運転のための活動だけで

なく、安全で働きやすい職場をつくるため、職員の意識の変革を図り、 1

人1人の職員がみずから考え、実行できる活動を展開していかなければな

らないと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇）

〇建設部長（竹村二郎君） 千歳町小生線の整備についてお答えをいたし

ます。

現在工事中の区間でございますが、これは、先ほどご質問にもございま

したとおり、市道常磐9号線の交差点から県道四日市鈴鹿環状線までの延

長 453m、現道幅員9mを18mの道路幅員に改良するものでございまして、

国庫補助の街路事業でございます。現地の状況を詳細にご指摘いただきま

して、通行にご迷惑をおかけいたしております点、高い席からではござい

ますが、申しわけなく、おわぴを申し上げる次第でございます。

この道路改良工事につきましては、本年度に、先ほどご指摘をいただき

ました箇所の地権者の方々のご理解とご協力をいただきまして、完了する

予定でございますので、ご理解を賜りたいと思います。

それと、これから東への整備についてご質問がございましたが、この点

につきましては、現在地元におきまして区画整理を中心としたそういった

まちづくりの方策について話し合いを進めていただいているところでござ

いますが、市といたしましても、本年度と来年度の2カ年で具体的な実施

に向けての調査を行いまして、この地域に見合った整備手法を検討いたし、

この路線の早期整備に向けて努力をしてまいりたいと、このように考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 伊藤雅敏議員。

〔伊藤雅敏君登壇〕

〇伊藤雅敏君 ご答弁ありがとうございました。
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この席では、あといろいろ細かい点については申し上げませんが、いず

れにしても市民サービスといいますか、湿かい対応といったのをすべての

ことに取り入れていただきたいということを提言申し上げまして、私の質

問を終ります。ありがとうございました。

〇議長（山本 勝君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後3時45分散会

会
奎
祠 録

」第 3
 
日

（平成 2年 6月19日）
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〇議事，日程第3号

平成2年6月19日（火） 午前10時開議

第1 一般質問

〇本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (38名）

青山弘忠

小井道夫

伊藤信

伊藤正数

伊藤雅敏

宇野長好

大島武雄

大谷茂生

川村幸善

喜多野 等

久保博正

小林博次

後藤長六

坂口正次

佐，藤晃久

田中 武

田中俊行

田中基介

谷口廣睦
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豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 栗本春樹

野崎 洋 総務部長 石川徹夫

野呂平和 財政部長 鈴木 美

橋本 茂 市民部長 米津 iE 夫

橋本増蔵 福祉部長 田中昌治

長谷川昭雄 商工部長 佐々木龍夫

古市元 農林水産部長 黒田昭公

堀内弘士 環境部長 鵜飼 滋

前川辰男 都市計画部長 前川鉦

益田 力 建設部長 竹村二郎

水野和子 下水道部長 西田喜大

水野幹郎 消 防 長 島村 隆

毛利道哉 消防次長 浜谷敏彦

森 真寿朗 病院事務長 中村 督

森 安吉 水道事業管理者 奥山武助

山口 孝 水道局次長 藤田高司

山路 剛

山本 勝 教 育 長 岡田久江

〇欠席議員 (1名） 教育次長 宮田 勉

渡辺 彦

代表監査委員一 樋尾 裕

〇出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣 0出席事務局職員

助 役 片岡 一
事務局長 長谷川昭彦

助 役 加藤宜雄 議事課長 伊藤千秋

収 入 役 毛利道男 議事課長補佐 福島和幸
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議事係長 玉田耕士

主 事 井上紀久夫

主 事 水谷正昭

午前10時2分開議

〇副議長（野呂平和君） おはようございます。山本議長にかわりまして、

議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 37名であります。

本日の議事は一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇副議長（野呂平和君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き

行います。順次発言を許します。

川村幸善議員。

〔川村幸善君登壇〕

〇川村幸善君 おはようございます。

きょうは、副議長の登座を願って質問させていただくことをありがとう

と、お礼を申し上げて、頑張って質問したいと思います。よろしくお願い

します。

それでは、通告に従って質問をいたしたいと思います。

社会の動きに関心のある人ならば、だれでもが知っているところであり

ますが、今我が国は世界一流の経済大国になり、そのためにいろいろな難

問を背負っております。中でも米国からはいろいろな要求がなされていま

すが、その中に以前から国内で指摘されています問題点もあるでしょうし、

例えば公共投資をもっと増やせということです。

これについてはかねてから我が国の社会資本のお粗末さが国の内外で取
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りざたされており、その充実が叫ばれてきているのですが、なかなか事態

の改善が見られません。今、国は国外から正面切って要求されているわけ

です。ところが、どうも国政レペルでは省庁の所管領域の関係もあって横

の調整が難しく、スムーズに事が進まないというのが現実です。

こうしたことはともかくとして、現在のように経済や財政が順調な中で、

四日市の都市整備も進められているわけです。市長は四日市を住みたくな

るまちにしたいと明言し、それを本市のまちづくりの甚本にしていろいろ

な施策を実行しておられます。一

そのような政治姿勢から考えるならば、従来から私が提起しておりまし

たように、四日市のまちづくりについては現在の社会情勢を先取りする形

で市がしっかりした計画をつくり、国や県を巻き込んで、公共投資なり、●

事業を強力に進めるべきでありますが、いかがでしょうか。

とりわけ現在のような社会情勢、経済情勢はいわば追い風ですから、こ

うした情勢の中でこそ、強力に事業を推進してやるべきだと思います。待

ちの姿勢では四日市のまちづくりは時の流れに乗り切れないのではないか

と心配しますし、小手先の事業では完成してもすぐに手直しをしなければ

ならない事態になります。こうしたことを何回繰り返しても花は咲かない。

咲いても小さな花しか咲かない。しっかりした調査、研究、業績の分析を

して、先見性のある計画を立て、思い切った先行投資をすべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。

こうした点を踏まえて、四日市の都市整備、まちづくりの中で近鉄四日

市駅周辺の開発なり、活性化の問題についてお尋ねしたいと思います。

まず第1は、今建設工事が進められている四日市工業高校跡地の一連の

開発に関連して、その交通アクセスであります。皆さんもご承知だと思い

ますが、現在の近鉄四日市駅周辺は、その道路状況の悪さと駐車場不足と

いう条件が重なって、交通事情が大変悪くなっております。特に、土曜、

日曜など、人が町へ出てくるときには、極度の渋滞が生じています。そこ
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へ現在進められているアミューズフォーラム21の建設が完成すれば、な

お一層の人出が予想され、車の増加は避けられません。このことはだれが

考えても容易に想像ができることです。

つまり、交通事情の悪化はさらに進むということです。幸いこのアミュ

ーズフォーラム21への車の収容については地下に駐車場、空間の有効利用

を図られるということになっており、結構なことでありますが、問題はそ．

の駐車場への出入りです。聞くところによれば現在の道路からそのまま平

面駐車場へ出入りするようにするということですが、先ほど言いましたよ

うに、交通状況が悪化することは目に見えているわけです。地下に進入路

を建設して立体的にすべきだと考えます。これは私一人だけが考えている

だけではなく、関係者の方は皆そうした考えを持っておることと思われま

す。

今の時点だけで考えるのではなく、将来にわたっての都市基盤整備を視

野において、この際思い切って立体的な進入路建設に踏み切るよう強く求

めたいと思います。

そのための財源が調達できないというのであれば、あの跡地を買い取ら

せた三井不動産に応分の負担をさせてはどうかと考えるのでありまず。そ

れはあの跡地を売却するときの単価が坪 130万円にもならなかったという

ことです。それが現在では 1,000万円とも 2,000万円とも言われるほどに

なっておりますので、三井不動産はとてつもない利益を上げたことになり

ます。

今、全国的に士地価格の問題や土地保有の問題が大きく取り上げられて

いますが、四日市のまちづくりという公共的な意味を考えますと、それだ

けの負担、またあるいは応分の協力をしていただいてもいいのではないか

と思います。進入路の整備なり、また交通アクセスについて十分に協力を

していただくようにお願いするなり、それだけのものを負担していただ＜

ようにしたらどうかと思います。

-74-

二つ目は、近鉄四日市駅東の活性化にかかわっての問題でありますが、

去る 3月議会において市長は後藤議員の質問に答えて、都ホテルはホテル

のまま残すと答弁しておられますが、私の耳に入ってきた話によれば、近

鉄は新しくできるシティホテルの経営を引き受けるというわけです。一部

には近いうちに現在の都ホテルを近鉄は手放すということも言われている

ようですが、そうなれば市長の考えと全く違うわけです。駅西の跡地を売

却するときの契約に、駅東の発展を考えて、地元と協議しながらという条

項も入っていると聞きますが、既にそうした話が進められているならば、

契約のときと話は違ってくるわけですので、何らかの判断なり、対応なり

をしなければならないと思いますが、どうでしょうか。

そうだとするならば、さきの市長の答弁のように、残すことにこだわら

ず、何か市民のためになり、駅東の活性化に役立ち、あの地区の再開発の

核になるようなものを導入したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。

市長はどういう見解を持っておられるのか、お尋ねしたいと思います。

3点目は、これも駅東の発展に関することでありますが、かねてから地

元商店街から、駅東の活性化のためにということで、強い要望が出されて

おります駐車場整備の問題であります。

これは昨日の青山議員の質問に対して、加藤助役の答弁で建設するとい

う方向は出されましたが、駅西のアミューズフォーラム21の建設が完成し、

オープソした時点で、この駅東の駐車場はどうなっているかということが、

私は大事なことではないかと思います。といいますのも、駅西が稼働し始

めたとき、駅東は現在のままで、その後で建設に着手するということであ

れば、人の流れは明らかに西へ多く傾きます。それから駅東の整備に着手 戸

するというのでは一体化という点から見ても全く話にならないことです。

さらに、もう一つの問題は、仮に駅東の駐車場の整備を進めるとしまして

も、昨今の答弁ではどこにどれだけの規模のものを、いつごろまでに建設

するということが全く不明であります。
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今のところ駐車場整備委員会の最終答申が出されるのを待って考えると

のことですが、これまでの経過から見てももっと早く答申が出され、市の

見解をまとめるはずだっだのが、大幅におくれてきているというわけです。

今になっても最終答申が出されてないということでは、この問題に対し、

市の積極的に進めようという強い意志があるのかどうか、大きな問題があ

ります。

先ほども言いましたが、駅西の開発は既に始まっています。駐車場整備

委員会の検討がおくれているのであれば、もっと催促をし、しっかり検討

を進め、きちんとした答申が早く出るようにさせることも市の積極的な姿

勢のあらわれと思います。

以上のような見地から、先し吐ど言いました三つの点について明確な見解 I 

を示していただきたいと思います。

以上をもって第1回目の質問を終わります。

〇副議長（野呂平和君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず前段でお話がありました点について、私から

総合的にお答えを申し上げ、具体的な問題についてはそれぞれ助役の方か

らお答えをさせていただきます。

最近の社会経済の動きというのは大変スピードが速くなっておりまして、

私どもが予測できないぐらいのスピードで経済情勢は変化をしつつある。

したがいまして、駅西開発をやりましたのは、昭和60年に県からあの用地

を買い取ったことに始まっておるわけでございまして、今日の時点で考え

てみますと、あの計画そのものは一応着実に遂行されつつあるわけであり

ますが、今日の社会情勢からいって、果たしてあれで十分であるのかどう

かということについては、私どももこの急激な変化というものを踏まえた

上でもう一度総点検をして、その変化に十分今後に対応できるような形に

やっていくべきであろうということについては、そのとおりではないかと
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いうふうに私も考えておるわけであります。

そこで、話はちょっとそれますが、現在日米構造協議というものが日本

の経済発展に伴って深刻なテーマで議論がなされておるわけでありまして、

その中で日本の公共投資の額を増やせというアメリカの要請、これに対し

て日本側でも今日の日本の経済情勢を踏まえて対応していこうということ

になっておるようでありまして、公共投資を増やしていくということはそ

の額がどうあれ、必然の結論になってくるであろうと思います。

その公共投資を増やす方向の中にはいろんな問題が含まれているわけで

ありますが、大店法の改正の問題も同時に取り上げておりまして、これも

ある程度の進展をした結論が出るだろうということが予測をされておりま

す。大店法の改正というものを踏まえまして、それでは中小の小売業者の

保談をどうやってやっていくのかという問題が今日の一つの流通行政の大

きな課題となって取り上げられておりまして、通産省、建設省の方でもそ

れぞれのお考えで、その対策を打ち出そうとされているわけであります。

したがいまして、国の施策と地方自治体の行政とがタイアップして、こ

れらを実施していかなければ、私は今日の社会情勢に取り残されてしまう

というふうに考えておりまして、既に地元選出の流通業界に詳しい国会議

員の方とかなり綿密に私自身も接触を行っておりまして、通産関係の施策

について四日市で支援できるような体制を今つくろうといたしておるわけ

でありまして、そのための業界への接触も同時に行われておると、こうい

う段階であります。

そこで、まず駅東の問題でございますが、駐車場と再開発を一体的にや

る、駐車場が70m中央通りの地下の北半分を利用してやるということの結

論が委員会で出てまいっておるようでありますので、かなりこの駐車湯を

やるためには高額の資金を投入しなければできないということになってま

いりますので、ただ駐車場をつくっただけでは、駐車場の運営管理は行き

詰まってしまう。したがって駅東の再開発ということは必然的にこれを行
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わなければ、駐車場の経営もうまくいかないということになりますので、

同時進行的にこれをやる必要があるというふうに考えているわけでありま

す。

ただ、これが駅西が完成したときと同時にでき上がっておるということ

は到底不可能なことでありまして、これからの問題ということで駅東の商

業界の方々もそのつもりで早くこれを実現したいということで、今全体の

取りまとめに向かってご努力をなされようとしている段階でありますので、

私どももこれとの関連で十分接触を密にしながら、特に国とのパイプをつ

なぎながらこれを進めてまいりたいと思っておる段階であります。

その際、私ども忘れてはならないのは、駅の東側の中央通りの北側だけ

をにらんで仕事をするということでなくて、南側の方の問題点もそれなり

に認識をし、それをどう改正していくかということも踏まえなければなら

ないかというふうに思っております。

いずれにしても私はこの際、駅東が来年度はアミューズフォーラム21の

主翼ができ上がっていくわけでありますから、これにあわせて四日市市の

中心街のまちづくりというものについて徹底的な調査、分析をしながら新

しいまちの実現に向かっていろんな資金を導入して、四日市の中心街形成

ということに向かって努力をいたしてまいりたいと、かように考えておる

次第でございます。

今申し上げましたように、時代の流れというものが極めて急激でありま

すので、私どもが60年、 61年当時に考えていたことと、今日の情勢との変

化を見ますと、そのままでいいというふうには私も思っておりませんので、

この点をご理解いただきまして、全体の見直しの中で、今ご指摘のありま

したような点については対処してまいる所存であります。

投資は惜しまず、やはりきちっとしたまちづくりを進めるべきだと、こ

れが私の基本的な考え方であります。

具体的なそれぞれの問題については、今日の時点で考えておりますこと
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を助役の方からご答弁をさせていただきます。

〇副議長（野呂平和君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 私からご質問の2点目の現四日市都ホテルの問題

についてお答えをいたしたいと思います。

ご承知のように、当ホテルは昭和52年に開設をされまして、市内では規

模、内容ともに最も高い位置にあるホテルでございます。特に、飲食、サ

ービスを主体とする 2番街を初め、周辺の商店街とは不離一体の関係を持

っておりまして、その発展に大きく寄与してまいったこともご承知のとお

りでございます。

したがいまして、市といたしましては、駅西工業高校跡地の商業開発ホ

テル部門について、近鉄・三井による新会社の設立の意向が示されて以来、

両社に対しまして、地元商店街への影響の大きさを考慮し、また地元商店

街からの嘆願書の提出の背景等も踏まえまして、再三にわたりまして現四

日市都ホテルの存続方を強く要請してまいったところでございます。

こういった経緯につきましては、先ほど触れられましたように、 3月議

会で市長が答弁をしているところでございますので、ご理解いただけるん

じゃないかというふうに考えておりますが、去る 3月29日三井及び近鉄に

よる折半出資の新会社設立に関する協定が締結をされております。両社で

は先ほど申しました本市からの要請を受け入れた形でこの協定書の中に、

近畿日本鉄道株式会社は、現四日市都ホテルが地元に果たしてきた役割の

重要性を認識し、その取り扱いについては地元地域社会の意向を尊重する

ように努めるものとすると、こういった 1項を入れることとなったところ

でございます。

しかし、経営主体である近鉄が、現在の都ホテルと新しく駅西にできる

ホテルを近鉄四日市駅を挟んで同時に経営することは、おっしゃるように

大変難しい、困難なことであろうかというふうに思われます。ごく最近で
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ございますが、近畿日本鉄道株式会社から現ホテルを他のホテル経営者に

売却したいという通知を受けておりますし、三井におきましても、そのよ

うな方向で進めたいという旨の意向を示してきておるところでございます。

市といたしまして、現四日市都ホテルの存続については先ほど申し上げ

ましたように、地元の方々の意向を受けて可能な限り努力をしてきたとこ

ろでございますが、これ以上となりますと、財産権侵害にもなりかねない

という判断をいたしております。

ホテルの売却は、原則的には近畿日本鉄道株式会社の私有財産の処分に

関することでございまして、所有者の近鉄の意思に任されることとなると

ころでございます。しかしながら、近鉄は公共性の高い鉄道事業を営んで

おります大手企業でもございますので、先般締結されました協定書に沿っ

た形で、両社、近鉄、三井が現四日市都ホテルが存続するのと変わらない

ような形で配慮するものというふうに私どもは確信をいたしております。

また、このたびの駅西開発というのはあくまでも駅東西における良好な

競争関係が生ずることを求めておりまして、これによって両地域の一体的

な発展を促そうとするものでございますし、ホテル業につきましても、こ

れは同様でございますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。

以上ホテル部門についてのお答えとさせていただきます。‘

〇副議長（野呂平和君） 加藤助役

〔助役（加藤宜雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） ただいま質問にございましたアミューズフォーラ

ム21への地下の進入路の設置についてと、駅東の駐車場計画につきまして、

市長からのご答弁を補足させていただきます。

まず、 1番目のアミューズフォーラム21の進入路の件でございますが、

このアミューズフォーラム21の開発に当たりましては、商業施設、これ

は店舗とかホテル等でございますが、これにつきましては、議会からのご

要請もございまして、市からも再三にわたり市の玄関にふさわしいグレー
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ドの高いものとするよう、三井不動産に強く指導してきたところでござい

まして、当初の事業計画に比較し、既に相当のグレードアップが図られて

いるところでございます。

さらに今後、三井不動産に対しましては、同社が行います開発とあわせ

て、市が事業主体となるわけでございますが、外周道路の整備あるいは市

民公園の整備をより質の高いものとするために、相応の負担を求めて実施

してまいる所存でございます。

ご質問にございました駐車場への進入路でございますが、これは交通工

学の専門家によりまして、周辺の交通の分析によって決められたものでご

ざいます。この配置計画によります予想結果では、日曜あるいは祝日には

東側の地下駐車場入り口附近まで滞留が生じますが、道路までは滞留は及

ばないということになっております。

しかし、施設で行われるイペソト等が開催されましたときには、場合に

よっては道路への滞留が起こり得る可能性があるというふうになっており

まして、そのような場合には三井の方の説明では誘導員を必ず配置して、

立体駐車場北口に誘導するということにはなっておるわけでございます。

ただいまご提案いただきました、中央通りから直接地下で進入する方法

については、アミューズフォーラム21の計画決定以来、時間もかなり経過

いたしておりますし、駅西の都市化の現況から推しますと、議会から要請

のございました市民公園の地下に新たな駐車場を確保しなければならない

ような必要も出てこようかと思うわけでございます。ご提案いただきまし

た点につきましては、その市民公園の地下利用計画の中で、今後三井不動

産と協議をしてまいるつもりでございます。

次に、 3点目の駐車場の件でございますが、駐車場の最終委員会におき

ます検討の骨子につきましては、昨日青山議員のご質問にご報告申し上げ

ましたところでございます。委員会における駐車場の適地の選定、あるい

は事業化についてなされました討議内容、これは委員会の答申が非常にお
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くれているわけでございまして、まことに申しわけございませんが、委員

会からの方向づけがなされたことを受けまして、今後の進め方と市の考え

方についてあわせて申し上げたいと存じます。

駐車場の調査に当たりましては、駐車場は駅東地区から徒歩距離で200

mから 300m以内であること。それから、車の進入に問題がなく、また商

店街の回遊性に寄与する位置であること。そして、もう一つまとまった規

模の駐車場としては、活性化へのイソパクトとなること、それから先ほど

市長が申しましたように、再開発事業との整合性が図られる計画であるこ

とというふうになっておるわけでございます。

そういうふうな視点に立って候補地、規模、そして事業のスケジュール

等の検討がなされたわけでございますが、その結果、現在直面する駐車需

要に対しましては、今申し上げた条件で民地が確保できればよろしいわけ

でございますが、これもなかなか難しい問題がございます。中央通りの地

下に、当面5年後をめどに 600台程度の駐車場を整備するものとして、そ

の後駅東地区の活性化に伴って駐車需要の増加が予測されるわけでござい

ます。それに対しましては、再開発事業の中で公共駐車場と併設する形で

500台の駐車場を整備する、最終的には10年後めどでございますが、両方

合わせまして、 1,100台規模の駐車場を設置しようというものでございま

す。

この考えによりますと、地区更新計画の中で提案されております駅東の

ジャスコ周辺地区、それからサ‘ノシ周辺地区が再開発事業の重点整備地区

として位置づけられておりますが、両地区の再開発事業進展のイソパクト

としても非常に効果が期待され、地域の活性化に大きく寄与できる位置だ

というふうに位置づけられているわけでございます。

中央通りの地下を利用するに当たりましては、現在中央分離帯にくすの

きがございます。これは市民のシソボルとして今まで育ててまいったもの

でございますし、移植につきましても極めて難しいということから、これ
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を保全して、中央通りの北側を活用する手法が提案されております。

駐車場の整備に当たりましての課題として、地下式駐車場は地上式に比

ペまして建設コストが非常に高いわけでございます。採算性を確保するに

は経営主体はもとより、建設・運営に当たりましてさまざまな工夫が必要

であり、例えばNTTの無利子貸付等有利な条件での融資が受けられやす

い第三セクターを整備主体とする方が経営基盤が安定しやすいと考えられ

ますので、第三セクタ一方式を中心に検討するのが望ましいという格好で

提案がなされております。

駐車場整備の前提といたしましては、先ほども市長が申し上げましたよ

うに、再開発事業の具体化を進め、商業の活性化による駐車場の利用効率

を図ることが不可欠なこととなっておるわけでございます。中央通り地下

に駐車場を建設する場合には、事業資金の調達以外にも工事中の交通処理

の問題、商店街の商品搬入の問題、あるいは仮店舗問題、中央通りの南側

の皆様方の合意形成等々、解決しなければならない多くの課題があるわけ

でございます。したがいまして、駅東地区の駐車場問題につきましては、

やがて出る委員会の答申を受けて、再開発事業ともあわせ、商業界、地元

関係者の皆様と協議に入る所存でございます。

また、市長がご答弁申し上げましたように、駐車場問題は国レベルでも

深刻な問題として取り上げておりますので、これからの情報の把握に努め

まして、これもあわせて具体的な検討に入る所存でございますので、以上

ご理解を賜りたいと存じます。

〇副議長（野呂平和君） 川村幸善議員。

（川村幸善君登壇）

〇川村幸善君：ご答弁ありがとうございます。

1点目の駐車場の進入路のことですけれども、前に自分達も納得して、

早く四日市市民のために納得しなければならないということで、売ること

で賛成して、本当に四日市のためになるということで私たちも理解したの
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ですけれど、やはり今の市民感情から見ると、どうしてもやはり安く売
り

すぎたのではないかという市民感情が残ると思うのです。こういうこと
か

らやはり建物のグレードアップよりも、市民にこれだけのものをしてい
た

だいたというものを、私たちが市民に言えるようなことを協力していた
だ

きたい。どうやったと言われたときに、 「三井さんにはこれだけのもの
を

していただいたのや」と言えるようなことを、私はきつく三井の方とか
け

合っていただきたいと、これを強く要望したいと思います。

そしてまた、今の駅西の駐車場にしても、市民公園の地下につくるとき

には、できてからまた進入路を考えるというのではなしに、一体的な進
入

路で本当にスムーズな経過も大事ですけれども、何をおいてもやはり車
が

スムーズに駐車できて出られるようなことを初めから考えてつくってい
た

だきたいと。これは私は、もうすぐにできるのに、今どき言うておる
ので

はおそいじゃないかなという気がしますけれども、今から真剣にそんな
こ

とに取り組んでいいんじゃないかなと。これは今ごろ市民公園の下に駐
車

場を作るのがまだ決まっていないとか、そしてまたそれに対する進入
路の

計画もできていないというようなことでは、本当に何というか、市長
の言

う急激な変化についていけないと。ついていけないやなしに、待ち姿勢力~

らそういうふうなおくれが出てきておるということは、私は否めぬと思
う

のです。この点はどうしても今からすぐ取り組んでいただくような、本
当

に積極姿勢をお願いしたいと思います。

また、今も助役から答弁をいただきましてけれども、四日市都ホテルの

問題にしましても、やはり口で言うだけのことであって、今のホテル
が駅

西に都ホテルとしてできたときに、東のホテルがそれを本当に今のま
まで

今までどおりのホテルができるかというと、私はできないと思います。

ということはどう考えてみても、西にシティホテルのいいのができれ

ぱ、利用者はそちらの方を利用して、どうしても東の方には行かないと
。

それよりももっと思い切ったもので本当に核になって、四日市の活性
化に
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つながるというようなことを市が指導すべきであって、近鉄のホテル
の問

題でもそうですけれども、売ってしまったらやはりもう三井の方が強
いじ

ゃないかと、四日市は何もできないじゃないかということでは私は困る
と

思うんです。あくまでもやはり指導的な立場は市がとってもらわなけれ
ば、

これからも都ホテル問題も、市がいかに指導して、本当に市民の喜ぶも
の

に積極的に取り組むかということを、私は強く要望したいと思うのです
。

そしてまた、今の助役の最後の駐車場の問題でも、委員会とか何かに
任

せて、積極姿勢が見えない。もう西に始まっておれば、東も取り組むぐ
ら

いの姿勢を持ってやっていただかないことには、東の力の強い人が必
ず皆

西に行ってしまうと思います。東の力のある人が西に行けば、東はスラ
ム

街になるのは間違いないと思いますので、その点も考慮に入れた中に
、早

急にやっていただくと。

これは私だけでなしに、だれでもが思っておることと思いますので、急

激な変化はわかりますけれども、それに負けないような積極姿勢と、
そし

てまた思い切って市民のために金を使っていただいて、そして四日市
の表

玄関にふさわしい再開発を早急にやっていただきたいということをお願
い

しまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

〇副議長（野呂平和君） 暫時、休憩いたします。

午前10時44分休憩

午前11時4分再開

〇副議長（野呂平和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

山路剛議員。

〔山路屑l君登壇〕

〇山路 剛君〗通告に従いまして、質問をいたします。

緑化の推進についてでございます。広報よっかいちに、 6月上旬号でご

ざいますが、特集として「暮らしの中の緑」また「生活と緑のかかわり
」
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等につきまして、緑の大切さ、緑と生活のかかわり等につきまして、掲載

がされておりまして、緑の深まった初夏の今日、大変時宜を得たものと思

ぃ、高く評価をするところでございます。四日市も市役所屋上から眺めま

すと、街路樹を初め、緑が大変増えてまいりました。これも公園緑地課の

たゆまぬ努力の結果であろうと高く評価をしております。

そこで、 10年ほど前でございますが、毒草であるセイタカアワダチソウ

を撲減しようという運動がありましたときに、ある団体で私らは、塩浜街

道の当番に当たりました。セイタカアワダチソウが両側に生い茂っており

ました。そこの街道を受け持ち、午前中ではございますが、約2日にわた

り除草させていただきました。ご承知のように塩浜街道と工場、その間に

は約5mほどの排水路がございます。その排水路にも空き缶とかごみが沢

山ござし‘ましたので、その清掃をしたのでございます。

工場からは大変感謝をされまして、冷たいジュース等を幾箱かいただい

た覚えがあります。あれから10年、今は工場が植栽したキョウチクトウと

か、またバラの花によりまして、毒草であるセイタカアワダチソウに囲ま

れた工場は、今はバラの花に囲まれたきれいな工場となっており、また赤、

白、ピソクのバラの花が咲いておりまして、道行く人の目を楽しませてい

てくれます。

また昭和27年に、この中央通りのところで農業博覧会がございまして、

その後に植栽されまして、 70m道路に植えたわけですが、そのくすのき並

木が今日では四日市のシソボルとして緑豊かな中央通りとなっております。

どうか第2の70m道路、第3の70m道路になるよう、あすを、また将来を

見越して植栽をお願いしたいと思います。

そこで、南部丘陵公園に結婚記念の記念樹を毎年植えられておりまして、

若いカップルが植樹に大いに協力していてくれます。しかし、南部丘陵公

園では悪いとは言いませんが、一般市民にちょっと親しみが薄いのではな

いかと思います。今少し身近なところ、例えば市民セ‘ノターの一画とか、

-86-

またはそういう近いところで何かそういう場所がありましたらどうかなと

思います。

若い2人が自分で植えた木でございますので、枯れないように、バケッ

で水一杯でも持ってくるような場所に植えていただきますと、またもっと

身近なこういう記念樹の森とか、または記念樹通りとか、そういう名をつ

けまして、新しく道路ができたところを植栽して街路樹に、そういうよう

なことできれいなプレートをつけまして、そしてそこへやっていただこう、

そういうようなことを考えておるわけでございます。

また結婚記念日だけじゃなくて、また結婚された方が25年たちますと銀

婚式、 50年で金婚式、そのときにはその結婚記念日に植えた木が、現在の

中央通りにあります70m道路のくすのきのような立派な木に育つんじゃな

いかと思います。

そのほか高齢化社会を迎えまして、還暦祝とか喜寿の祝，または米寿の

祝等がございます。そのときは老人クラプ等に働きかけ、 「君がやるんだ

ったら僕もやろうかな」 「あんたがやるんだったら私もやります」という

ようなことでだんだんとそういうのが増えてくるのではないか、そういう

点でぜひともひとつ場所について一考をお願いしたいと思います。

また、真夏の日照りが続きますと、せっかくの努力もむなしく、真っ赤

に枯れた姿を見受けます。また枯れた下草のサッキやツッジを造園業者が

トラックに満載していくのを見ますと、本当に見るに忍びないのでござい

ます。

そこで、街路のある自治会、または団体等におきまして、ボラソティア

として育たないものかと考えます。現在も公園を守る会、または愛護会が

できております。また、緑の少年隊等も結成されておりますが、その街路

樹のある周辺の松の下草に、たとえ夕方に水の一杯ぐらいやってくれる者

がおったらと思います。これは年中ではございません。やはり真夏の日照

りの続いたときだけでよろしいので、何かそういう組織ができるのではな
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いかという気持ちがしてなりません。私らも働きかけをちょっとしたこと

がありますけれども、 「清掃用具や散水用具ぐらいは支給してください、

そういう奉仕は幾らでもやりますけれども、お金を出してまではな」とい

う方もありますので、その点も難しい点はよろしくひとつお考えいただき

まして、何とかボラソティアの育つようにしていただきたいと思います。

それから、緑化基金といいますか、緑の甚金といいますか、昨年ごろよ

り公園緑地課の方でちょっと話を聞いておりましたんですが、現在は結成

されておりますのか、おらないのか、また、おらなければぜひともひとつ

早急に組織化をしていただきたいなと思っております。植樹というものは

本当に先が楽しみでございます。また大事なことでございますので、ぜひ

ともそのようなことにお気遣いをいただきまして、ご活躍をいただきたい

と思います。

次に、住みよいまちづくりの区画整理事業の進め方についてでございま

す。住みよいまちづくりの手法といたしましていろいろある中で、区画整

理によるまちづくりが最もよいと評価されておりまして、全国的にも一番

多く施行されているそうでございます。

四日市におきましても、戦災復興を初め、西浦土地区画整理、または浜

田第2区画整理事業が完了いたしました。そのとき隣接地であるところ、

常磐、中川原、また浜田、赤堀等の現在協議会が5地区にできておるそう

でございます。その地区民につきまして啓発を行っているところでござい

ますが、区画整理課の努力にも反して一向に推進しないのが現況でござい

ます。地区民も近くまで区画整理が行われるとき、今度は自分ところの番

だなという心持ちで待っておった方もあるやに聞いております。

また、家が古いから新築や改築をしようと思いましても、また区画整理

があるとなということで待っておったのでございますけれども、そのよう

な方々が「そんなに遅くなるのやったら、もう家を建てるわ」ということ

で、辛抱し切れず家を建てた方もございます。
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浜田、赤堀地区の区画整理市民会議が結成されておりまして4年経過を

いたしております。そのようなことで今まで賛成組であった方ももう家を

建ててじまうと反対側に回ってしまいます。 「せっかく建てた家をまた土

台から引っ越すのはな」ということで、それを拒んで反対の方に回るとい

うようなことがございます。

そしてまた、過去西浦、浜田におきましても、その説明会の当時から市

の方でも上層部の方々が出席されまして、我々の市議会または協議会の委

員ともどもいろいろと意思の疎通を図ったものでございます。現在では担

当課が協議会説明をやっておるだけでございまして、毎年毎年同じような

ことをやっておりまして、一向に前進をしておりません。今後市の上層部

もひとつ出席されまして、協議会委員ともども十分に意見交換をいたしま

して、適切な助言をいただきたいと思います。

また、｀予算の点につきましても、協議会発足当時よりも減少している現

況でございます。市は本当に意欲があるのかどうかと疑わざるを得ません。

それでは、中身の濃いまちづぐりの会議等ができません。今後、本腰を入

れて取り組んでいただきたい。

協議会は5地区に設けられておりますが、d 市としては内容の調査を行い、

その地区の緊急度、また住民の区画整理に対する理解度によってその順位

をつけ、その地区は何年ごろに区画整理を実施するという大体の予定を立

てていただき、そのような方向で行政指導をなされてはと思うわけでござ

います。

事実私らも部長とお話しておりましたら、 5地区を一遍ではとても予算

の点でできないと、だから現在は啓発運動に全力を挙げております。 70%

以上の賛成があれば、月早速そういう事業に入りますということを言ってお

りますけれども、現在の状況でいくら区画整理課の職員が夜遅くまでかか

つて、一頭を低姿勢に畳にすり込んで頼んでみても、これ以上前進はいたし

ません。
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そういう点で、少しでも早ければ早いほど、また市の方の予算につきま

しても、住民の負担につきましても、軽減することは間違いないと信じま

す。どうか区画整理事業を停止することなく、実際に住みよいまちづくり

になお一層のひとつ努力をしていただきまして、＇そういう点をお願い申し

上げまして、第1回の質問を終わらせていただきます。

〇副議長（野呂平和君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君）ーご質問のございました緑化の推進と区画

整理事業の進め方につきまして、お答えを申し上げます。

まず第1点目の緑化の推進についてでございますが、緑は私どもにとり

ましてかけがえのないものでございまして、緑豊かなまちづくりを進める

ためには、身近な緑の保全など、市民1人1人の緑化への努力は非常に大

切なことだというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、

このような緑を愛護する意識の啓発を目指しまして、公園街路樹の愛護活

動を今後とも積極的に展開してまいりたいというふうに思っておるところ

でございます。

まず、記念植樹についてでございますが、ご存じのようにこれまでは南

部丘陵公園など、あるいは中央緑地を中心にいたしまして、記念植樹を行

ってまいったところでございますが、今後は地域の人々により親しまれる

公園となるよう、身近な公園の中でも可能な限り取り組んでまいりたいと

いうふうに思っておるわけでございます。

また、地区市民セソターとか学校、こういった公共施設におきましても、

これまで地域の方々のご協力を得ながら植樹を進めてまいったわけでござ

いますが、新たに記念植樹、こういったものを行うということになります

と、土地の制約等もございますので、一度現状等も十分調査をいたしまし

て、可能かどうか検討をいたしてまいりたいというふうに思っておるわけ

でございます。

＇ 
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一方、街路に記念植樹をといったようなお考えもご提案いただいたわけ

でございますが、街路樹につきましては、特に都市景観などに配慮しなが

ら樹種を統一いたしまして、計画的に植栽いたしてまいったところでござ

いまして、植樹スペースの確保、こういった点で大変難しい面もあるわけ

でございますので、街路の記念植樹等につきましてはお話にもございまし

たように、今後新しく建設される街路で相当の幅員を有する街路、こうい

ったものがつくられる場合に、できる限りその中で検討もいたしてまいり

たいというふうに考えておるわけでございます。 l 

＂次に、ボラソティア活動についてでございますが、特に中央部の諏訪新

道や、塩浜地区の小浜大里線、あるいは大里浜旭線などの一部の道路にお

きましては、地域のボラソティア活動として街路樹の水やりとか除草、こ

ういった緑化活動が行われておるわけでございます。

他の地区におきましても、自主的な活動が徐々に芽生えつつあるわけで

ございまして、このような街路樹愛護活動のいわぱモデル地区の設定とい

ったようなことも考えまして、今後さらに多くの地域へも輪を広げてまい

りたいというふうに考えておるわけでございます。

なお、緑化基金につきましてお尋ねがございましたが、緑化基金は、ご

存じのように公共団体や民間などから資金を募りまして、これを基金とし

て基金から生ずる利子で運用し、民有地の緑化啓発、それに緑の文化財と

も言われます樹木の保存、こういった身近な都市緑化を推進していこうと

いうものでございまして、総合計画第五次基本計画の中でも位置づけされ

ておりますことは、ご承知のとおりでございます。現在、私どもとしまし

ても基金創設に備えまして、他都市の実情等につきまして事前の調査を進

めておると｀ころでございます。

他都市の例としましては、例えば千葉市のように、水辺緑地を目的とし

た基金とか、あるいは仙台市のように、地震を契機にプロック塀を生け垣

に変える、こういった緑化甚金、いろいろと特色を持った基金があるわけ

-91-



でございまして、私どもとしても十分研究をいたしてまいりたいと思って

おります。

民有地の緑化につきましては、そこに住む人、あるいはその土地を利用

する企業の方々など、本来的な義務といったようなものがあろうかという

ふうにも考えておるわけでございます。と申しますのも、民有地が都市の

大半を占めている、こういったことからいたしまして、その土地の緑化は

地域環境向上のためにも必要なことでございまして、都市緑化に直接ある

いは間接的にご参加していただくことによりまして、その責務を果たして

いただくことができるのではないだろうかというふうに思うわけでござい

ます。ー'

したがいまして、先進都市に見られますように、このような民有地の緑

化については緑化甚金を設けまして、助成等が行われているところでござ

いますので、本市におきましても、今後こういった制度を活用いたしまし

て、積極的な民有地の緑化を今後とも推進してまいりたい、かように考え

ておるわけでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。←

次に、区画整理事業の進め方につきまして、ご質問をいただいたわけで

ございます。お答えを申し上げたいと思います。

ご存じのように、本市におきましては、これまで市の中心部におきまし

て、戦災復興あるいは西浦、浜田といった土地区画整理事業を実施してま

いりました。総面積約 460haという広大な中心市街地を形成いたしており

まして、地域の活性化に寄与いたしてまいっているところでございます。

そして、本年度より末永本郷地区の区画整理事業もいよいよスタートす

ることになったわけでございます。このほか、現在常磐、橋北、富田、赤

堀、浜田赤堀の5地区の地域におきまして、数年前から地元に区画整理協

議会を設けていただきまして、区画整理を中心としたまちづくりについて

話し合いを進めさせていただいておるところでございます。

ご承知のように、区画整理は他の事業と比べ、公共施設の整備改善と宅
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地の利用増進を総合的に図れるといったすぐれた事業として、我が国では

高い評価を受けておるわけでございまして、まちづくりの有力な手法の一

つとなっておることはご存じのとおりでございます。

しかしながら、一方では減歩あるいは建物の移転といったご負担、ある

いはご面倒を住民の皆様方にお願いしなければならない特殊な事業でもあ

るわけでございます。特に、それは住居を多く含んでおります市街地にお

きましては切実でございまして、このような地域での区画整理を実施して

まいりますためには、住民の皆様方を初め、関係権利者の方々のご意向を

十分踏まえることが何よりも重要なことではないかというふうに考えてお

るわけでございます。

したがいまして、全国的に見ましても、住民の合意形成を得るために長

い時問がかかるといったことから、事業区域につきましては年々狭くなる

傾向にあるわけでございます。これを補うような形で、区画整理とそれ以

外のまちづくり手法、こういったものが大きくクローズアップされている

ような状況にもあるわけでございます。

本市におきましても、今後はこうした区画整理以外の種々のまちづくり

手法も効果的に折り込みながら、地域地域に合ったまちづくりの方向を模

索してまいる必要があろうかというふうに考えておるところでございます。

これまで区画整理の積極的な推進につきましては、議会におきましても

種々ご検討を賜り、幾つかのご提言をちょうだいいたしてまいったわけで

ございますが、こうしたご趣旨も踏まえながら、今年度は新しくコーディ

ネーターの派遣を考えますとともに、現在啓発中の5地区におきましては、

まちづくりに対する地元の方々のご意向を踏まえながら、区画整理の早期

実現可能な区域の見きわめと、他のまちづくり手法の導入の可能性を探る

ための種々調査等、今年と来年の2カ年にわたりまして、実施してまいる

ことといたしておるわけでございます。そして、その中で啓発5地区のま

ちづくりの実現化方策を明確にしながら、熟度の高い地区から早期整備に
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向けまして努力をいたしてまいる、こういった考え方を持っておるわけで

ございます。

なお、予算措置につきましてのご要望もいただいたわけでございますが、

実現化方策のための調査を来年度も引き続き行ってまいる考えでございま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇副議長（野呂平和君） 山路剛議員。

〔山路剛君登壇〕

〇山路 剛君 ご答弁ありがとうございました。

市民憲章の中にも「自然を愛し、＇緑と水のきれいなまちをつくります」

ということが第1項にうたわれているわけでございまして、どうか今度新

しくできますアミューズフォーラム21の記念公園、仮称だそうですが、そ

こにも緑と水の配置をひとつお願いさせていただきたいと思います。

また、緑の基金につきましては、ぜひともひとつ早急に組織化をしてい

ただきたい。例えば不慮の台風等におきまして、樹木の倒木等、相当にそ

ういう点でお金の要ることがございます。またボラソティア組織等で助成

とか何かのお金の必要なことがたくさんあろうかと思います。そういう点

で組織化についてぜひともひとつやっていただきたい、強く要望を申し上

げる次第でございます。

次に、区画整理事業でございますが、私も完成した西浦、それから浜田

第2区画整理事業の権利者でもあり、また市議会議員として、役員として

何年も経験をしてきたのでございます。区画整理が大変難しいことはだれ

よりもそういう点で承知しておるつもりでございます。減歩または補償、

借地、借家の問題等、財産を移動するということで口には表現できない大

変な作業でございます。‘

当時は役所の区画整理課の方々、また市民課の方々、そしていろいろ問

題点につきまして夜遅くまで会議をいたしまして、一歩一歩進めたもので

ございます。公共事業の中でも恐らく一番難しいんじゃないかなという気
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がしてなりません。今回の場合も、協議会の段階からひとつ助役または部

長が出席いただきまして、役員と意思の疎通を図っていただき、そうすれ

ば今後事業がスムーズに推進していくんじゃないかという気がして仕方が

ありません。

そこでひとつお願いしておきますが、減歩率の点でございますが、どう

もお話によりますと、ある地区によっては相当t;こ低い減歩率になりそうで

ございます。しかし、西浦の場合、浜田の場合、大体23％から21.5％ぐら

いであったかと思います。高いところは30%、32％まであったんですけれ

ども、平均してそのような減歩率でございます。

そういうことも考え、また今後も考えまして、浜田、西浦の場合でも、

先進地の一つに行きますと、これは新潟の方でございますか、 12％の減歩

というところがあったわけです。どうして四日市はそんなに23％も24％も

高いんだということで、委員の方々もそういう反発があったわけでござい

ます。今後5地区でやられるにつきましても、どうぞ足並みをそろえてい

ただきまして、ある程度の金額につきましては、｛後の清算業務でどうにか

できるかと思います。そういう点で何とか減歩率は統一して、例えば20%

なら20%、18％となればどの地区も18％減歩ということでお願いしたい。

これも要望をさせていただいておきます。

次に、予算でありますが、各地区のきめ細かい権利者の状況とか、また

は街路の整備、重要度のぐあいとか、専門家の派遣とか等の内容を聞き及

んでおります。そのように区画整理、予算の大幅な増額をいただきまして、

浜田、赤堀地区だけではなくして、部分的に早期に整備が図れる地区から

やっていただきたい。それがひいては四日市の発展と活性化につながるも

のであると信じます。

一本年度の調査を踏まえて、末永本郷に続く地区はどこであろうか、早く

に予定を明確にしていただきまして、実現に向かって特段のご努力をいた

だきたい、こう強く要望いたしまして、質問を終わります。
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今の緑化基金の問題だけ、市長か助役からご答弁いただけましたら、あ

りがたいと思います。

〇副議長（野呂平和君） 加藤助役。

〔助役（加藤宜雄君）登壇〕

〇助役（加藤宣雄君） ただいま再質問ございました緑化基金の問題でご

ざいますが、私ども平成3年から実施するように検討いたしておるところ

でございます。

〇副議長（野呂平和君） 暫時、休憩をいたします。

午前11時35分休憩

午後1時2分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

小林博次議員。

〔小林博次君登壇〕

〇小林博次君通告順に2点ほど質問させていただきます。

去年の8月に市政に対する懇談会を持たせていただきました。その中で

市政に対する多くの要望、意見、不満、こういうものを聞かせていただき

ました。この場所がじぱさん三重ということでございまして、多少要望が

地域的に偏っているかなというふうなことを思っています。その中から主

なものを拾ってみますと、その一つとして最近の地価の上昇が異常である

こと、今年に入ってから近鉄四日市駅西の安島地区で坪 3,600万円と言わ

れています。つい最近、 50坪未満のところが、 2,000万円ちょっとで売買

されています。昨年に国土利用計画法による監視区域が定められましたが、

この監視区域ほど値上がりがひどいと思っています。これらを牽引車とし

てやがて市全体の地価を押し上げることになります。そして、結果として

は固定資産税にはね返ってきます。 3年ごとにこの資産税は評価替えを行

っていますが、本年はちょうどその見寵しの時期にも当たります。できる
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だけ市民が被害をこうむらないような、そういうご配慮をお願いしたいも

のです。

そして、その2として人生80年時代と言われています。今日高齢化社会

を迎えたわけでございますが、例えば特別養護老人ホームについては入り

たくてもといいますか、入所させたくても入所している人が死んで部屋が

空にならない限り入れない。市の審査会で認めてもらっても、結果として

は一月も二月もあるいは三月も待たなければ入所できないのが実情でござ

います。何とかしてほしいという市民の声は当然なことだと思います。

現在、四日市の高齢化率は10.5％程度でございますが、今世紀末には14

％になると予測されています。四日市では地区別に分類してみますと、海

岸線では軒並み高齢化率が高くなっております。この本庁管内の同和地区

では高齢化率が20％を超え、中央、共同、港で18％を超えているわけでご

ざいます。一日でも早く高齢者対策がなされ、快適に住める環境整備をし

てほしいという声があるわけでございます。

老人が安心して住める地域、老人が安心して住める地域コミュニティー

づくりや、 3世代、 4世代が住める住宅などの住環境整備も必要だと思い

ますし、また昨日も喜多野議員より質問されていましたが、高齢化が進ん

でいます地域にあります、例えば塩浜病院や築港病院、富田浜病院などを

核として地域的なきめの細かい高齢者対策が要るのではないかと思います。

また、その 3として、朝夕の通勤ラッシュの緩和と、毎年年末に道路工

事が集中するために、ただでも交通渋滞で困っているのに、年末に工事が

集中するのをやめてほしいと、こういうものがございます。

その4として、中高層建築物に絡む電波、日照、風害、駐車場、ごみの

集積場などの問題で一番苦情が多く出されております。

さて、きょうのところはこの中から、この通告の2点について質問させ

ていただきたいと思います。そのほかにつきましては、その都度や別の議

会で論議をしたいと思います。
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それでは、まず第1点目の電波障害についてお尋ねいたします。この問

題につきましては、この議会でも中高層建築物等の建築に係る紛争の予防

と調整に関する条例の制定が提案されています。この条例に基づき、個々

の対策につきましては、四日市市電波障害対策懇話会で、本年の9月ごろ

までに中身がきめられるやに聞いています。ここで決められましたルール

に基づいて解決していくということになります。したがって、今後の電波

障害など、中高層建築物による紛争は大幅に減るものと期待するものでご

ざいます。

ここでは制度発足以前の問題についてお尋ねしたいと思います。既にご

承知のように、共同、同和、中央、浜田、港におきましては、それぞれの

自治会で電波障害の実態調査が行われています。ここにも一部その資料を

持参しております。この資料によりますと、例えば共同地区の場合、調査

戸数 2,293戸のうち、既に共聴ア‘ノテナによる対策が立てられているもの

がおよそ半分、残りの半分が未対策となっています。本庁管内の5地区の

状況は、港地区で進んでいるものの、あとの地区はおおむね半分が未対策

となっているわけでございます。対策がなされているというものの中でも

ますます受信状況が悪くなったと、こういうものもあります。これら未対

策のものの中で、映らないと答えたものがかなり出ています。その内訳を

見てみますと、現在マソショソや高層ビル建設中のものがある町で映らな

くなっていると答えた人が多く見られ、そうでないところについては見づ

らいと答えています。

これらの実態調査に基づき、今後の対応についてお尋ねするんですが、

平成元年度に建設中の中高層建築物が48件ございます。その一部は建設が

既に完了したものもございますし、また完成しつつあるものもございます。

聞くところによればそのうちの一つは全く電波対策が行われておりません。

ここでは名前は伏せますけれども。またこの前、川原町で問題を起こしま

したライオソズマソショソ、これにつきましても、この元新町で建設中で
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ございまして、間もなく完了しますが、ここも住民の意見をほとんど聞き

ません。何の取り決めもなしに一部対応をしております。こういうことで

大変困るわけございます。

しかし、今申し上げましたこの48件の中には、かなり良心的に対応され

ておるところもあるわけでございますので、一部の企業が中途半端な対応

で食い逃げをされますと、せっかく良心的に対応しようとするオーナーま

でも巻き込んでしまうことになりますので、その対応について市の方でき

ちっとしていただきたいなと、こんなふうに思うわけでございます。

．ここの地域の住民の皆さんはこれらの対応について、まず市に対してこ

んな要望をします。ここまで状況が悪化したのは、市の責任であると思い

ます。ですから、まず市の方ができることをきちっとしていただく、この

ことをはっきりとしていただきたいと思います。

それから、食い逃げをされると困りますから、例えば工事が終わります

と、完了検査をして、その後に検査済証が発行されるわけでございますが、

これも渡さない、納得のいく電波障害対策が終わるまでは渡さないと、こ

ういう措置がとれないかなと。ここではちょっと答弁しにくいということ＇

でございますので、これは要望にとどめておきたいと思います。

あるいは、建てられますマソショツはおおむね公庫融資を受けて入居者

を募集するわけですが、こういう住民を泣かせる業者に対しては公庫融資

はしないでほしいと、住民の方が対応するわけですが、市の方もこれらに

ついてもやっばり協力をしてほしいと。 I •' 、rし一9‘’

いずれにしましても、納得のいく回答がいただけないなら、例えば同和

地区ではこれからも我々の言うことを聞いてくれないなら、税金はここへ

納めずに、別の役所に持っていくと、こういう考え方を決めておりますの

で、その点も一つ腹に入れていただいて対応してほしいなと、こんなふう

に思います。

それからまたゞ最近の市の対応として新しい方法ですが、同和、中央、
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浜田地区で、 JR線より西側、三滝通りより東側、三滝川より南側、天白

川より北側の場所をテストケースとして、この枠内に8社のビルが建ちつ

つあるわけでございますが、それぞれが複合して障害を起•こしているわけ

ですから、共同してこの部分全部の対策を立てると、こういうふうな指導

をしておるわけでございますけれども、ここら辺が一体どんなふうに進ん

でいくのか、ご答弁をいただきたいなと思います。

それから、私どもはこの電波障害対策を市に求めていく場合に、建築指

導課が大変忙しいわけでございます。駅西、駅東の問題はやらなければな

りませんし、景気がいいわけですから、建築確認が大変多いわけです。そ

こへなおかつ電波障害の問題が建築指導に絡んで派生してくるわけですか

ら、せっかく市民部に電波障害対策担当者を置いていただきましたが、ど

うしても都市計画部の方に問題解決してくれという動きが集中していくわ

けです。ですから、この電波障害対策の担当者を市民部ではなくて、むし

ろ都市計画部の方に張りつけてほしいなと、こんなふうに思うわけでござ

います。

そして、それも片手間というのでは大変でございますので、それこそマ

、ノショ‘ノの建築業者が、これ以上市に呼ばれたらかなわぬと、音を上げて、

対応できるぐらいまで締め上げていこうとすると、どうしても兼任ではな

く専任で置いてほしいと思うわけでございます。ですから、この際市の方

は積極的に電波障害問題を解決してあげようという意思表示をされておら

れるわけですから、それをもう少し具体的に形にあらわしていただきたい

な、こんなふうに思うわけでございます。

次に、 2点目として地区更新計画に基づく近鉄四日市駅周辺の再開発に

ついてお尋ねいたします。

この件につきましては、昨日もきょうも質問されておりましたので、で

きるだけ重複を避けたいというふうに思います。

今日、予定されております地区更新基本計画に甚づく再開発事業は、近
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鉄四日市駅周辺から、 JR四日市駅周辺までを民活により再開発しようと

するものでございます。この考え方に基づきまして近鉄四日市駅東では、

駐車場と一番街やすずらん通りの再開発、ジャスコやサ‘ノシを核とした再

開発計画が予定をされ、中央通りには 600台の駐車場とその北側の再開発

には 500台の駐車場を予定されているわけでございます。

市の答弁によりますと、実現可能な計画案を6月議会以降に示すと、こ

ういうことでございますが、ちょっとご答弁として物足りませんので、駅

西、駅東の問題を含めてさらに質問させていただきたいと思います。

まず、安島地区についてお尋ねしたいわけですが、ちょうど昭和53年、

およそ10年ほど前にも今示されておる案と同じようなものが当時の商工会

議所の有志によりつくられています。 10年前には市は見向きもしなかった

と言われています。私も当時のカラーで作成した図面をみせていただきま

した。こういう再開発は本当に市にやる気がないとできないんやなと、こ

ういうふうに感じたわけでございます。 10¥後の今日、また同じように再

開発の話がまとまりつつあります。しかし、内容を見てみますと、部分的

に建築確認がなされ、既にピルが建ちました。また、もう 1戸建ちつつあ

ります。ですから、市が西もやるよという話とは裏腹に、またしても共同

ビルが建てられないのと違うかと、こういう声が出ています。市は格好だ

けつけて、本当にやる気があるのなら、駅西や駅東を言わぬと、早急にゾ

ーソごとの再開発案、これを市民の前に出してほしい、こんなふうに思い

ます。

そのことをもって市はやる気があるんだなと、こんなふうに判断をする

わけでございます。その答えがさっきも言いましたように、 6月議会が済

んでできるだけ早い機会に出すという中身にになっているのかどうかちょ

っとわかりませんですが、もうちょっとそのあたりを出してほしいと思い

ます。

この場合、最初にもちょっと触れましたが、さっき言いましたように、
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大変土地が値上がりしています。これは再開発をやる上で大変有利な材料

でございます。しかし、今度は逆にでき上がった物件を運営したり、経営

したりしていく場合は、実は今度は逆に大変な障害になってくるわけでご

ざいます。ですから、士地の値段がよそ事みたいな感じで受けとられてお

りますけれども、やっぱりほどほどというのが一番いいわけでございます

ので、この辺についてもこのあたりは国土利用計画法に基づいて監視区域

になっているわけですから、何とか手だてを立てておくことが大事だと、

こんなふうに思うわけでございます。

それから、商業再開発をしていくに当たりまして、例えば近鉄四日市駅

周辺のこの20年の商業の売り上げの伸ぴを見てみますと、全国平均の半分

以下でございます。三重県全体から見ましてもちょうど半分ぐらいのとこ

ろでございます。これは種々の要因があると思いますけれども、結局は車

社会についていけなかった、このことが一番大きな要因でございます。で I 

すから、駐車場対策がきちんとやられるだけで、この数字からいきますと、

売り上げは倍になる、こういうことでございます。ですから、ここらを踏

まえて、この再開発のあり方を探ってほしいなと、こんなふうに思うわけ

でございます。

それから、この場合もそうですが、さっきも言いましたが、再開発を本

当にやるんだという意思表示の一つとしてさっき青写真を示してくれと言

いましたが、それとあわせまして、再開発対策室みたいなものをつくって、

そこに人を張りつけて、今度こそ本気でやると、こういうふうな姿勢を示

していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

とりあえず第1回目の質問とさせていただきます。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 電波障害につきまして、私から基本的な考え方を、

具体策につきましては、担当部長の方からお答えをさせていただきたいと
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思います。

この電波障害問題につきましては、さきの3月市議会におきましても、

幾人かの議員さん方から、過去にも何度も取り上げられまして、ご質問な

りご要望なりをいただいてきたわけでございます。また、毎日のように自

治会の方々、住民の皆さん方から、市に対しまして苦情や相談も寄せられ

ているところでございます。

この電波障害といいますのは、日常の市民生活にかかわる大きな問題で

ございまして、市といたしましても、その対応に真剣に取り組んでいると

ころでございますが、この電波障害対策に対する市の対応策について先ほ

どご意見もいただいたわけでございますが、改めてこれまでの経過と基本

的な考え方を少し申し述べさせていただきたいと思います。

この電波障害対策といいますのは、郵政省の指導でも示されております

ように、まず建築主などの原因者がその責任と負担において解決に当たる

と、こういうことになっているわけです。いわゆる原因者負担の原則があ

るわけでございます。それで、基本的には、民事上の問題であろうかと思

いまして、当事者間で円満に解決が図られるのが一番好ましいということ

でございますが、しかしながら現実には建築主と周辺住民との間に多くの

トラプルが発生をいたしております。

そこで、市といたしましては、当事者間の話し合いをスムーズに進め、

また円満に解決がされますように、昨年1月、ご存じの中高層建築物指導

要網というのを制定いたしまして、ビル等の建設に伴う電波障害等の紛争

について指導要綱に従って指導もし、対応もしてきたところでございます。

しかしながら、この要綱では問題の解決にならぬではないか、手ぬるい

ではないか、こういうことから今議会、条例化をお願いしたと、こういう

ことでございます。

この条例案でございますと、建築主と周辺住民の方の間で紛争が生じま

した場合に市があっせんをすると、さらに附属機関として第三者からなる
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紛争調停委員会というのを設置することになっておりますので、ここの意

見を聞きながら調停を行うこととなっております。

それで原因がはっきりしておるものにつきましては、この条例の制定に

よりまして、この紛争なり、これまでのようなトラプルは大幅に減ると思

うのです。しかしながら問題は、原因者が特定できない電波障害対策をど

うするかと。これは3月議会でもお話し申し上げましたように、一番大き

な問題として残るんじゃないか。この問題は、本市に限らずに、都市化が

進む全国の各都市で起こっていることでございまして、私どもが問い合わ

せますと、どこでも対応に大変苦慮しているというのが現状でございまし

て、各都市とも行政として抜本的な対策を明確に打ち出していないという

のが実情でございます。

しかし、ただいまもご指摘いただきましたように、既に多くの市民の方

が電波障害でお困りになっておられると、こういった実情を直視いたしま

して、市としては何らかの対応が必要であろうという認識をいたしますし、

我々としては他都市に1歩も 2歩も先行いたしまして、その対応策を検討

しなければならぬということで、本年5月に本市が取り組むべき電波障害

対策のあり方について、学識者、専門家、または建設省、郵政省など行政

機関の参画を得まして、電波障害懇話会というのを発足させております。

これから専門的な指導なり、助言を受けながら、この抜本的な対応策を現

在ご協議いただいているところでございます。

そこで、特に原因を特定できない場合の対策ということでございますが、

現実に市民の方々が日々お困りになられている現状を踏まえて早急にやは

り対応を行っていかなきゃならぬということが一つ。

それからもう一つは、もう少し長期的に電波障害に対しての基本的な対

応策をやはり確立する必要があるんではないかと、二つに分けて考えてみ

たいというふうに思っています。

まず、その原因が特定できずに、現実に毎日毎日電波障害で困っている
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住民の皆さんに対する対応策につきましては、住民の皆さんが共同で対策

する場合にその経費の一部を市が助成すると、こういった補助金制度をと

るということが二っございます。これは、 3月議会でもちょっと触れさせ

ていただきました基金制度の構想ともかかわってきますので私どもは近く

開催を予定いたしております懇話会で各委員さんの意見も充分拝聴をしま

して、その方策を早急にまとめたい。まとまれば年度途中においても可能

なものから補正予算でお願いをいたしまして実施をいたしたいと、このよ

うに考えております。

それから、基本的な対応策でございますが、やはり原因を特定できない

電波障害を根本的に解決するためには、先ほど申し上げました基金制度を

創設することができないかと、これを検討をいたしております。この基金

制度の考え方は、既に複合障害による電波障害が発生をしておりまして、

今後中高層建築物が相当数建築されるというふうなことが見込まれる特定

の地域内に建築物を建築する場合、建築主からその建物に見合う負担金を

拠出していただこうと、こういうことでございます。

そして、これらの資金をもとに地域内に電波障害の面的な対策をしよう

じゃないかと、当然市としてもこれに対して支援なり助成をしていかなけ

ればならぬというふうに考えております。

ただ、この制度の創設であるとか運用というのは、現在まで全国自治体

で例がございません。また、その負担金の算出基準とか、地域の指定、い

ろんな問題がございまして、この懇話会でなるだけ早く結論が出るように

検討を進めておりますので、私どもとしては早い時期に実現できるよう努

力してまいりたいと、•このように考えているところでございます。

それからもう一つ、 3番目でございましたか、電波障害対策に取り組む

専任職員の配置や体制の強化ということについてご意見も承ったわけでご

ざいますが、この4月、電波障害対策の取り組みの強化を図ると、こうい

うことで、電波障害対策担当を配置いたしました。これは一応市民部、都
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市計画部を中心といたしておるわけでございますが、ただこの電波障害と

いうのは、中高層建築物によりますほか、工場の立地や、それから自然の

地形など種々の原因があるわけでございまして、特定の部局、特に都市計

画部建築指導課が一番関係が深いからというお話もございましたが、特定

の部局で対応、検討するということではなしに、やはり私どもは関係部と

いいますと、現在市長公室それから市民部、環境部、都市計画部、 3部1

室でございますが、当面この3部1室が十分連携を図りまして、そして、

取り組んでいってはどうかなと、このように考えておりますので、しばら

くこの体制で様子を見させていただきたいと、このように考えております。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） 第1点目の電波障害のうち、建築確認に

関連をいたしまして、公庫融資をしないよう申し入れたらどうか。また、

共同で電波対策を進めている状況はどうか。それに、第2点目の近鉄四日

市駅周辺の再開発につきましてお答えを申し上げたいと思います。

まず、第1点目の電波障害の関係についてでございますが、住民の皆様

方が情報メディアといたしまして生活に密着しているテレビジョソが、建

築物により良好な画像を視聴できないということにつきましては、建築主

側もその責務として対策をいたしているのが一般的ではございますが、中

には中高層建築物指導要綱施行以前のものであるといったことを理由とい

たしまして、十分な対策が必ずしもとられておらないと、こういった例も

見受けられるわけでございます。

こうした場合、市の職員も建築主と住民との話し合いの場に参加をいた

しまして、その対策の実施を求めてまいったところでございますが、建築

主あるいは住民の方々の障害の範囲のとらえ方に差異がございまして、話

し合いがなかなか進展いたしかねるといった点もあるわけでございます。

これらにつきまして、私どもといたしましては、今後NHKの認証によ
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る電波障害予測図をもとにいたしまして、住民の皆様方が不利益をこうむ

らないと、こういった立場でもって建築主への指導をさらに強化してまい

りたいというふうに考えておるわけでございます。

住宅金融公庫融資の分譲マソショソにつきまして、電波障害対策が完了

するまで融資を保留するよう公庫に申し入れを市から行ったらどうかとい

うことでございますが、市といたしましても、先ほど述ぺましたように、

あくまで住民の皆様方が不当に不利益を受けることのないといった立場を

堅持いたしまして、住宅金融公庫に対しましても、側面的にご指摘のよう

な援助がいただけないかどうか、早急に協議をいたしてまいりたいという

ふうに考えております。

また、ご指摘の全く電波障害対策を行わないで完成に至っている建築物

につきましては、完成届の提出時に電波障害対策を行っておらないといっ

たことで、 NHKの認証に基づく電波障害予洞図の作成と、その範囲の障

害状況の調査を指導してまいったところでございます。

その結果、大半が既にほかのビルによりまして、障害対策が実施されて

おるといったことから、現状農地や空き地、こういった状況でありますと

ころにつきましては、今後いろいろと問題も生ずる恐れもあるわけでござ

いますので、市といたしましては、原因者である建築主に対しまして、こ

の建物により電波障害を発生した場合には、被害住民と協定書を交わし、

対応する旨の誓約書を市に提出するよう、強く指導をいたしてまいったと

ころでございまして、既にご指摘の件につきましては、誓約書をちょうだ

いいたしておるという状況にあるわけでございます。

また、テストケースとして8社のビルが共同で受信障害対策を進めてお

ります件につきまして、どのような状況かといったお尋ねでございますが、

ご指摘の地区につきましては、この1年半の間に8階から15階の規模の建

物が8件計画されてまいったわけでございます。これらの建物から生ずる

電波障害は、それぞれ相互に影響を及匠すことが予想されております。し
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たがいまして各社の谷間で障害が発生しても、責任回避により対策がなさ

れない市民が数多く発生する、こういったことの恐れがあること。また、

重複している地域につきまして、どの建築主が対策をするか不確定である

といったこと、また各社がそれぞれ対策を行った場合は非常に不効率であ

るといったこと、また一方の建物の影響が他方の建物の共聴ア‘ノテナに障

害を発生させるおそれもある、こういったことなどの問題がございますた

め、共同で対策を行ってはどうかという話が持ち上がってまいったわけで

ございます。

そこで、その対策工事費を試算いたしまして、•NHKの認承図に基づき

ます応分の負担割合を出しまして、各社の意向打診をいたしましたところ、

多くの建築主は基本的に協力の意向を示してまいっておりますが、残る建

築主につきましても、現在引き続き話し合いを進めてまいっておるところ

でございます。

なお、テレビの映りが悪い、こういったことによる住民の皆様方の直面

した問題でもございますので、早急に結論を出すように対処してまいりた

いというふうに思っているところでこざいます。

次に、第2点目の地区更新計画に基づく近鉄四日市駅周辺の再開発につ

いてでございます。

中心市街地の再開発計画につきましては、昨年度まで2カ年にわたりま

して、地元商業者の方々のご参画もいただきまして、地区更新基本計画を

策定してまいったところでございます。本計画におきましては、詳細な商

業分析を踏まえまして、事業の実現化方策を検討いたしてまいりました。

その中で重点整備地区、誘導整備地区、こういった地域ゾーソを抽出をさ

せてまいったところでございます。

今後は地区更新計画の方針にのっとりまして、各地区の地域の特性に応

じた新しい核づくりを目指してまいりますとともに、周辺の商店街との回

遊動線を確保し、一体として魅力ある都市づくりを積極的に進めてまいり
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たいというふうに考えております。

なお、近く地区更新計画の報告書がこちらに届くことにもなっておりま

すので、届き次第ご報告を申し上げる考えでございます。

とりわけ、安島地区につきましては、アミューズフォーラム21計画の進

展に合わせまして、土地の動き、建築活動がご指摘のように活発になって

まいっておりますので、地元自治会に安島地区開発協議会といったものが

既につくられておりますが、こういった組織を通じまして、今後啓発、建

築誘導を行ってまいりたいと思っておるところでございます。

その中で、地元の盛り上がり、まとまり状況、こういったものにあわせ

まして、再開発についての基本構想、手法をご説明させていただきますと

ともに、各市のまちづくり手法の検討も含めまして、駅前にふさわしい魅

力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えておるところでございます。

また、当地区におきましては、最近お話のございましたように、顕著な

地価の高騰が見られるわけでございます。再開発の場合、ご指摘のとおり

地価が考えられる事業収益を超えて上昇をいたしてまいりますと、再開発

事業で生み出す床の価格は市場性を欠くといったこともございまして、事

業の成立が大変難しくなるといった問題もはらんでおるわけでございます。

したがいまして、一昨年11月より同法に基づく監視区域制度、こういっ

たものがさらに強化をされたわけでございますが、県が中心となって価格

指導を行っているところでございます。 4 月以降対象区域が 2oom~ まで強

化されてまいっておりまして、今後も制度の適正な活用を図りまして、宅

地の有効な高度利用を図るべく状況に応じた的確なまちづくりを誘導して

まいりたいというふうに思っておるところでございます。 → 

駅東の活性化につきましては、ご指摘のとおり、自動車の市民生活への

密着、商業流通の革新、ライフスタイルの変革、こういったものに対応し

たまちづくりが急務となってまいっております。地区更新計画におきまし

ても、事業の具体化を図る上で、公共駐車場の整備あるいは拡充、こうい
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ったことが大きなポイソトとなってまいっておるところでございます。

このたぴ、さきにご答弁を申し上げましたように、駐車場の問題につき

ましては、具体化に向けまして一歩踏み出すといったことになるわけでご

ざいますが、このような動きの中におきまして、再開発事業の具体化につ

きましても、商業者の皆さんの機運も一層高くなってくるというふうに期

待もいたしておるわけでございます。

したがいまして、総合的なまちづくりを推進して、地域の活性化を図っ

ていく上で、駐車場問題と再開発問題といったものは不離一体の問題とし

てとらえ、二つの事業の具体化に向けまして一層の努力をいたしてまいり

たいというふうに考えておるわけでございます。

再開発事業は関係権利者のまちづくりに対する意思、意欲が最も大切な

ことでございますので、より一層、各地区の地元啓発を行いまして、順次

地元関係者ともども基本計画、推進計画の策定調査を進め、事業の具体化

を図ってまいりたいと考えております。

なお、市の推進体制につきまして、ご意見をちょうだいいたしたわけで

ございますが、私どもとしましても、今後具体的な各地区の進捗に合わせ

ながら、柔軟な対応をできるよう一層努力もいたしてまいりたい、かよう

に考えておるわけでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 小林博次議員。

〔小林博次君登壇〕

〇小林博次君電波障害についてですが、市の考え方はいろいろ聞かせて

いただいてわかるわけですが、例えば一つ、二つ例に取り出してみますと、

このライオ‘ノズマ‘ノショソの場合、ほかのピルが建っているから、その部

分をのけて、自分のところが影響するという範疇を住民との相談なしで、

自分のところだけが対応していくと、こういうことです。

ところが、実際にはビルが1戸のうちは見づらいなということがありま

すが、テレビは見えるわけです。ところが、もう 1戸併設して立てますと、
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今まで見づらかったところが、部分的にチャソネルが見えなくなるわけで

す。それがちょうど前に建てられたビルの陰になるわけですが、このピル

を今建てておる時点で解決をしないと、その次の瞬間原因がわからない、

原因が特定できないものという処理に変わっていくわけです。

ですから、どうあってもここ 1番ここで解決をしておかないと、原因者

がわかっておるときに解決しておかないと、我々はどうにもならない。

ところが、実際にこれが原因なんですよということを我々の力で、住民の

カで証明することは困難なわけです。ですから、さっき言いましたような

別な方法で対応ができないかと、こういうふうなことでございます。

この場合は、たまたまライオソズマソショソのことを申し上げましたが、

それと同じような場所が実はたくさんあり、一つ一つ挙げていると時間的

に切りがありませんので、一つだけでとどめましたが、原因者がはっきり

しているうちに何とかしてほしい。

それからもう一つは、今みんなが困っているのは、三つも四つも同時に

ビルを建てますから、どれが原因やと言われても、実際問題困るわけです。

そういうことがありますから、最初に市の方からご答弁をちょうだいして

おりますように、テストケースとして一つのプロックを全体で対応すると

いう考え方でいきますと、その心配もなくなるわけです。ですから、市の

方から答弁をいただいたテストケースがまさに成功できるような、成功さ

せることがほかの対策に随分大きな励みになってきますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

それからもう一つ気になるわけですが、例えば悪人のように、ラーイオ‘ノ

ズマソショ‘ノを言いましたが、そこの担当者に聞きますと、、どうも最初か

ら市の技術者にいろいろ話をしておるわけですけれども、そのつど対応が

変わってくる。対応が変わってくるからそんなにしなくてもいいのかなと

いうふうに思っておった。そういうことで余り予算も組んでない、こうい

うふうな話が実はあるわけです。
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それからもう一つは、例えば市庁舎が建っても 200戸ぐらいしか電波障

害対策をしていません。今、我々がライオソズマンショソに要求している

のは、 400戸から 500戸してくれというふうに要求しているわけです。そう

しますと、市でもやっておらないものを何で我々だけやらねばならないの

かと、こういう返事が実は裏で返ってくるわけです。ですから、やっばり

これから基金制度をつくっていくということですから、市の方も今まで本

来ならしておかなければならないものを適当なところで切り上げてきたわ

けですから、そういうご反省の上にお金を出すようなことを考えてほしい

というふうに思いますし、同時に例えば郵便局とか、それから電話局、そ

ういう官庁関係、こういうよ9うなものについても既に時効とか何とかとい

うことでなくて、住民に影響を与えておることは間違いないわけですから、

ここらについても協力金をいただく。

あるいは、コソピナートが建設をされて以降このあたりは電波障害で悩

んでいるわけですから、そういうものについても大幅に協力金をいただく、

このようなことをひとつしていただきたいなと、こんなふうに思います。

これについては要望にとどめたいと思います。

それから、せっかく傍聴席に皆さん方心配して来ておられるわけですの

で、さっきの答弁の中で、原因が特定しない障害については、一部自己負

担でというような発言がありましたが、さっきも言いましたように、原因

が特定できないのではなくて、原因は特定できるんだけれども逃げられて

どうにもならぬので、原因者負担というような考え方ではどうにもならぬ

わけですから、その点を踏まえて、自己負担をほとんどしなくてもいいよ

うな、そういう対応ができるようにお願いしたいと思います。これについ

ては、そんなふうに我々の要望を聞いてくれるのかどうか、一つお答えを

いただきたいと思います。

それから、駅西、駅東問題についてでございます。ここでは部長の答弁

を聞かせていただいたのですけれども、話としては確かに地域の特性に応
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じて新しい核づくりを目指すとともに、周辺の商店との回遊動線を確保し

て、一体として魅力あるものにする、話はこれでわかるんです。それと、

駅前にふさわしい魅力あるまちづくり、これもわかるんです。しかし住民

の人、商業者の人たちは、駅前にふさわしいというのは一体何なのか。そ

れから地域の特性に応じたものは何なのか、これを市の方から出していた

だいて、その出していただいたものに基づいて再開発をしていくと言って

いるわけです。

ですから、一番大事なのは、市の方から四日市市としては50万都市にふさ

わしいこういうものをするんだというものを早く出していただかないとだ

めなわけです。そのことを実はここで答弁をしてほしいわけですが、実際

には無理だと思います。

しかし、このことが例えば6月議会以降、駐車湯との関連で示されると

いうふうには理解しづらいわけですが、本当に50万都市にふさわしいよう

な、 100万商圏にふさわしいような、そういう内容のものをまずお示しを

いただきたいなと。実際には、案がつくられる段階が一番忙しい時期では

ないかと思います。そんな意味で、さっきはやる気の一端として担当者を

置け、担当室をつくれというふうな発言をしたんですが、この一番忙しい

時期に、やっばり正確に対応できるような体制、条件整備をすることが大

事ではないか。

この前もちょっとテレビを見ておったんですけれども、どうも日本の企

業は人の使い方が下手やと。一番動ける年代の人をこき使うけれども、能

力を持ったそれ以上の年配の人をうまく使っていない、こういう話があり

ます。ですから、一番忙しい、一番できる年代が恐らく係長や課長クラス

に多いと思うんですけれども、例えばその課長クラスに秘書をつけて、そ

れから車に電話をつけたり、ポケットペルは持っておるようですけれども、

そういうことで時間をうまく活用して、仕事の能率を 2倍も 3倍も上げて

いくような、そういう方法をやうぱりこれから考えていかないとだめだよ
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というふうな方向が示唆されたというふうに思うわけです。そんな意味を

含めて、従来の発想だけではなくて、対応を考えて仕しいなと。たまたま

建築指導課が前面にでておりますけれども、この場所で建築確認申請は増

えているわ、電波障害はやらんならんわ、近鉄四日市駅西、東の開発は担

当せんならんわ、それ以外の市民の苦情に対応せんならんわということで、

どれ一つとってもきりきり舞いさせられるだけで、大変なことだと思いま

す。

ですから、任務をそこらじゅうに分散させるということではなくて、む

しろ集中をさせて、それがきちっと対応できるような条件整備をすること

の方が私は正しいんではないかな、こんなふうに思いますので、質問をさ

せていただいたわけでございます。そういうことです。

一部だけ答弁いただきたいと思います。

〇議長（山本 勝君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） きょうも傍聴席に大勢お見えでございますが、私

が先ほどご答弁申し上げましたのは、電波障害対策の原則を申し上げたと

いうことでございまして、我々といたしましては、できる限り電波障害で

お困りの方から負担金的なものの徴収がないように、特に基金制度の中で

既存の中高層建築物を建てられた建築主等からも負担金、協力金といいま

すか、協力金をちょうだいできるようなことを現在考えておりますし、当

面住民の方々が共同で何か共聴アソテナを建てられるとか、 CTYに入ら

れると、そういったときには市として一部の補助制度、助成制度を考えて

いかなければならぬと、こういうことを申し上げたわけでございます。我

々としましてはできるだけ住民の方々から負担金的なものは取らないと、

こういう基本的な方針で今後基金制度の創設を含めて検討してまいりたい

というふうに考えております。よろしくご理解賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。
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〇議長（山本 勝君）

午後1時54分休憩

午後2時16分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

益田 カ議員。

〇益田

〔益田

力君

力君登壇〕

通告の順に従いまして2点につき質問をいたします。

1点目は環境問題についてであります。

1970年4月22日、初めて地球の日「アースデー」がアメリカで 2,000万

人以上の人が集まり、盛大に開催されましてから20年後の本年4月22日に

第3回目を迎え、世界 120カ国が参加し、世界的規模で環境破壊に反対す

る抗議行動が繰り広げられました。この日は、人類の生存と繁栄、そして

未来のすべてが託されるこの聰明な星地球に思いをはせつつ、今危機のふ

ちに立たされております地球を守るために、世界の国々や市民が地球を守

るための闘いを一歩前進させる日であります。

生命の世紀21世紀を眼前に展望するとき、宇宙船地球号は、今重大な危

機にさらされております。したがいまして、地球環境の保全は、何よりも

優先されなければならない人類共通の課題となっております。熱帯林の消

減、フロソガス放出によるオゾソ層破壊、降り注ぐ酸性雨、あふれる廃棄

物等々の環境汚染は、地球規模の問題ではありますが、これらの状況を前

に手をこまねいていることはもはや許されません。その解決には、足元か

らの対応といいますか、市民の身近な暮らしの中からの視点を持つことが

重要ではなかろうかと思います。

この問題につきましては、昨年12月の議会におきましても私は質問いた

しましたが、今回は身近な暮らしの中の環境問題という観点から、何点か

につきお尋ねをいたします。

まず初めに、古紙の再利用についてでありますが、森林資源を守る蜆点
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から、再生紙の利用が全国的にも盛んになってまいりました。本市におき

ましても、本年度より再生紙導入に踏み切られたことに対しまして、まず

もって心から敬意を表するものでありますが、この実施の対象がどの程度

のものなのか、また年間どのくらいの使用量になるのか、お尋ねをいたし

ます。

次に、古紙回収に対して奨励金や報償金制度の導入を行ってはどうかと

思いますが、いかがなものでしょうか。

集団により回収を行う団体をあらかじめ登録させ、回収した古紙1キロ

当たり幾らといった形で奨励金を出してはどうかと思います。岐阜市では、

従来町内自治会などの廃品回収に対して、みんなで廃品回収をすることへ

の奨励金として1回当たり 5,000円を支払ってきたようですが、今年度か

らこれを重量制に切りかえ、古紙の場合1キロについて2円を支払い、単

なるごみ収集という意識から資源回収、資源再利用としての意識変革をす

ることがねらいのようであります。また、福岡県志免町では、奨励金制度

を導入したことにより、古紙の回収量が急増し、焼却炉経費が3分の1で

済んだという例もありまずo

本市では定期分別収集を導入しておりますが、これにあわせてこの奨励

金制度も検討していただければと思いますが、ご所見をお伺いいたします。

次に、極めて良質なパルプを原料にしております牛乳パックについてで

ありますが、森林資源の保護とごみ減量化のために資源リサイクルの取り

組みが活発化している今日、本市におきましてはいまだに埋め立てごみと

して収集処分しておりますが、何とかならないものでしょうか。

全国では1日900万パックの消費量があると言われております。本市の

消費量は定かではありませんが、 1,000m!パック30枚で50m巻きトイレッ

トペーパーが5個再生できるそうであります。良質なパイプを使用してい

るため、はがきや名刺をつくることも可能であります。このような貴重な

資源となる牛乳パックを埋め立てごみとして処分していること自体問題で

-116-

あります。この件に関し、どのように取り組まれようとなされているのか、

お尋ねをいたします。

次に、河川汚濁の現況であります。

食用廃油の問題であります。てんぷらなどを揚げた後の食用廃油を湯飲

み茶わん1杯分排水口から流しますと、魚が住めるくらいに中和するため

には、およそドラム缶 800本分の水が必要とされております。しかし、現

実には毎日大量の食用廃油が川へ、海へと投棄されており、河川汚濁の歯

どめがきかない現状であります。このたれ流しの風潮に抗して、廃油から

石けんをつくるという逆転発想の運動が各地で広がっております。

全国で初めて市民に廃油石けんづくり運動を呼ぴかけた、本市の4分の

1程度の人口 7万 7,000人の鹿児島県鹿屋市では、市が音頭を取り、生活

改善室や公民館などを石けんづくりの場として提供したり、忙しい市民の

ために、廃油を持ち込めぱ石けんと交換する交換制度を設け、昨年末現在

で回収された廃油は、｀総計で 4,500£ に及ぴ、廃油を持ち込み、石けんと

交換していった市民は 2,800人に上ったそうであります。また、市民から

、無公害石けんを洗車や喚気扇の掃除に使うと、ひどい汚れがぴかぴかに

なったというた＜•いの情報が寄せられているそうであります。

地球の自然環境は、私たち人間の手で破壊を防ぎ、浄化する以外にない

という市民意識の高まった実例でありますが、本市ではこの問題に対し、

どのような取り組みがなされてきたのか、また、今後の対応についてお尋

ねをいたします。 • 

次に、合併処理浄化槽の設置推進についてでありますが、河川等の水質

汚濁の大きな要因であります生活雑排水対策の切り札として、合併処理浄

化槽の設置が注目されております。

申すまでもなく従来の単独処理浄化槽はし尿処理だけ行うのに対し、家

庭から排出される汚水をすべて処理するわけでありますから、飛躍的に浄

化率がアップされますが、単独処理浄化槽に比ベコストが高いため、 62年
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度から補助金制度を設け、普及に当たっているわけでありますが、本市の

状況をお聞かせ願いたいと思います。

次に、トレーパック等の使い捨て容器の包装材の問題であります。

ここ数年、一般家庭から排出されるごみの中で、これらのたぐいのごみ

の増加が著しく目立っております。特にトレーパックのようなプラスチッ

ク製のものは、現状では再利用もできず、処分するにも厄介な代物であり、

本市におきましては、皆さんもご存じのように埋め立てごみとして収集処

分を行っているのが現状であります。

また、販売競争の激化等により、過剰な包装材が使われ、ごみの増加に

拍車をかけております。東京都では、毎年家庭廃棄物調査を実施している

そうでありますが、 63年度の調査結果によりますと、平均的世帯の1日当

たりのごみ排出量は1.87kg.で、その組成を見ますと、プラスチック系が

10.3%、これは重量比ですが、問題は重量よりかさといいますか、容積が

36％を占めているそうであります。これらプラスチックの容器はごみ処理

に大変影響を及ぼしております。かさぱるほど収集の効率が悪い、埋立地

の寿命を縮める、腐らないから地盤が不安定などの弊害がでております。

このような観点から、川崎市では51年7月、商品の包装を適正にするた

めの消費者包装の基準が施行されました。毎年消費者団体、行政、業者に

よる三者懇談を開催し、一懇談を重ねた結果、 51年には12品目だったトレー

を使わない食品が昨年までに37品目に拡大され、また、包装適正化に協力

する業者も 3社11店舗から72社 142店舗にも増え、大きな実績を上げてお

ります。

本市におきましては、今後この問題に対しどう取り組まれようとされて

いるのか、お尋ねをいたしたいと思います。

次に、空き缶の投げ捨ての問題であります。

総理府の試算によりますと、国民1人あたり年間 175個の缶ジュース類

を飲んでいるそうであります。これを割合で計算しますと、人口27万
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6,000人の本市では年間 4,800万個の缶ジュースが消費されていることに

なり、また同時に 4,800万個の空き缶が出ることになります。このうち約

1割強が投げ捨てられていると見られております。その計算でいきますと、

本市では、 480万個強の空き缶が投げ捨てられていると認識しなければな

りません。

この問題につきましては、私は6~12月定例会でも質問をいたしました。

デポジット方式や、空き缶を使って巨大なノーポイ宣言塔などを作成し、

モラルの向上に努めてはと提案してまいりましたが、その後どのように取

り組まれてこられたのか、お尋ねをいたします。

次に、自動車の排ガスによる大気汚染が、経済の活発化などにより、今

再び深刻な事態を迎えておりますが、こうした状況を改善しようと各地の

自治体では「ノーマイカーデー」と銘打って、マイカー利用の自主規制を

求める動きが広がっております。このノーマイカーデーを実施しておりま

す大阪府や大阪市では、交通渋滞緩和や迷惑駐車一掃を施策の中心に据え

ているのに対し、兵庫県尼崎市は、明確に大気汚染防止という環境対策を

推し進める方針で、画期的なことと環境庁も評価しております。

環境庁の調査によります全国の自動車の交通量は、 59年から63年の5年

間を見ても確実に増えております。全日にわたる交通量の増加は拍車をか

けるがごとく、排気ガス増加に結びついていることは言うまでもありませ

ん。今後の対策としましては、自動車1台当たりの排ガス規制のほか、先

ほどのノーマイカーデーを一例とする台数を減らす総量規制の検討や電気

自動車、メクノール車等の低公害車の導入などを、今こそ行政が真剣に考

えていかなければならないときであると言っても過言ではありません。

尼崎市では毎月20日の日、この日が休日や祝日のときは翌日もノーマイ

カーデーが実施され、実施される日は、午前中から市の職員が中心となっ

て街頭キャソペーソを行い、また駅前では6人の職員が中心となって、慌

ただしく行き来する買い物客や通勤客にアソケート調査を行い、生の声を
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聞いております。市民の声の中からは、 「こんないいことはずっと続けて

ほしい」 「家族にも協力するよう伝えたい」との賛同の声が出されており

ますが、本市として、このノーマイカーデーの実施、またメタノール車等

の低公害車導入についてどうお考えなのか、所見をお伺いしたいと思いま

す。

．環境問題の最後でありますが、ごみの減量、再利用資源化のキャソペー

ソの必要性は今さら申すまでもありませんが、その集大成となりますイペ

ソトについてお尋ねをいたします。

本市におきましては、毎年四日市近鉄百貨店等でリサイクル展が開催さ

れておりますし、また、今月の5日から11日までの環境週間の行事として、

ジャスコ四日市店でエコマーク商品展が開催され、大変好評だったと伺っ

ておりますが、どのような内容だったのか、また、今後の計画があればお

聞かせいただきたいと思います。

東京のごみについて、見て、触れて考えてもらおうと、東京都の清掃局

は、去る春休みの3月29日、東京ドーム球場で都民のためのごみ体験イペ

ソト、東京スリム・イ‘ノ・ドームが開催されました。東京ドームいっぱい

を使い、大々的に行われました。リサイクル品の展示やフリーマーケット、

不用衣類をリフォームしたリサイクルファッショソ、清掃車やごみ収集車

を題材としたスケッチコソテスト、クイズ大会、コソサートなど盛りだ＜

さんのプログラムが用意され、ごみに関心を持った多くの都民でにぎわっ

たそうであります。

東京都のようなわけにはまいりませんが、本市におきましても、今度も

う少し規模を大きくし、多彩なプログラムをつくり、子供からお年寄りま

で1人でも多くの市民が参加し、ごみの減量、再利用に向けて、市民1人

1人の知恵と工夫の必要性を強く訴えられるようだィペソトの開催を強く

望むものであります。ご所見をお伺いいたします。

第2点目は教育問題でありますが、その一つ目は、魅力ある学校給食に
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ついてであります。

小中学校の学校給食のあり方を検討しております文部省の外郭団体であ

ります日本体育学校健康セソターの学校教育の食事環境研究委員会が、こ

のほど「望ましい学校給食の食事環境を目指して」との報告書をまとめま

した。その内容によりますと、食事の場や食事メソバー、食事内容の多様

化といったものが提案されております。具体的には、食堂、ラソチルーム

の必要性を訴え、照明器具、カーテソ、テープルなどの形や色彩にも配慮

し、音楽を流すなどの工夫を求めております。食事内容も、いくつかの献

立の中から、．内容、分量を自分で選択できるバイキ‘ノグ、カフェテリア方

式の導入もうたわれております。

ところで、お隣の岐阜県では、完全給食実施校の15.4％に当たる96校の

学校が既にラソチルームを設置し、バイキソグ方式、郷土食メニューなど

を定期的に導入する学校が多治見市を中心に増えているそうでありますが、

全国的に、画ー的給食の弊害などから、まだまだ学校給食への批判、不満

が根強くあるようです。

給食は食べるだけの時間ではなく、給食を一つの核として、例えば思い

やりや感性を育てる場としてとらえていかなければなりません。本市にお

きます学校給食の現状と、今後どのように取り組まれようとなさっている

のか、お尋ねをいたしたいと思いす。

2点目は、学校出席簿についてお尋ねをいたします。

日ごう当たり前のことに思っていることでも、改めて考えてみると、う

んおかしいなと感じることが時々あります。その一つが小中学校の出席薄

の男女別であります。ほとんどの学校で、まず男の子がアイウエオ順、ま

たは誕生日の早い順に並ぴ、その後に女の子が続くパターソであります。

なぜ男子が先でなければならないのかとの素朴な疑問から、福岡県久留米

市のある中学校では、今年4月から、まず1年生の出席簿を男女混合名簿

に改め、教室の席も出席簿順なので、男女が入りまじって座るように試み
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たそうであります。地元紙の報道によりますと、先生たちの問でも大変好

評のようであります。男子女子を区別してとらえることがなくなり、男女

別名簿のときより生徒個人がよく見えるようになった。生徒間でも、男子

女子と余りかたまることがないようだと感想を語っております。

話は少しかわりますが、国連婦人の10年の最終年の1985年にナイロピで

開かれました世界会議のあるフォーラムで、学校出席簿の男女別が話題と

なったそうであります。欧米、アジアなど18カ国の参加者のうち、男は先、

女は後と答えたのは、イソド1カ国で、あとはすべて男女混合のアルファ

ベットでありました。日本の男子が先で女子が後という名簿に対しまして

は、各国から、 「男の子に自分は女の子よりすぐれているという考えを与

えてしまう」 「正義に反する」 「差別だ」など批判の言葉が寄せられたそ

うであります。

男女を別にした出席簿がなぜ差別になるのかと首をかしげる人もいるか

もしれませんが、はっきり意識していない部分に差別は潜んでいるのでは

ないかと思いますが、いかがなものでしょうか。本市におきまして、この

点につきどうお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。

一回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第1点の環境問題についてお答えをさせてい

ただきます。

先ほど来地球環境の保全の硯点から、環境問題についていろいろとご提

言を賜りました。ありがとうございました。

私どもといたしましても、先ほど来お話がございましたように、このか

けがえのない地球を守って次の世代によりよい地球環境を残していくと、

こういうことについて今後とも十分に考えながら、環境保全行政の推進を

図ってまいりたい、こう思っておるわけでございますので、今後ともよろ
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しくご指導を賜りたいと存じます。

そこで、私どもは、基本的に今後の本市の廃棄物の動向等について長期

計画を立てる必要があるというふうに考えているわけでございまして、当

然のことながら、そうした中で、地球環境の保全についても十分配慮しな

がら、本市の廃棄物についても、収集から運搬、処理・処分に至るまでの

基本計画を本年度策定中であるわけでございます。したがって、その中で

今後本市がとるべき対策、また同時に市民の皆さん方に協力を求めていか

なければならない事項等について、基本計画の中で明らかにしてまいりた

い、そのように思っているわけでございます。

したがって、今幾つかのご提言を賜ったわけでございますが、そういっ

たご提言につきましても、基本計画の中で具体的にこれについて取り組ん

でまいりたいと、このように思っておるわけでございますので、その点に

ついてのご理解を賜りたいと存じます。

そこで、当面、今現在市が幾つかの問題提起に対しまして、取り組んで

おります状況についてお答えを申し上げたいと存ずるわけでございます。

まず、順序が逆となるかと思いますが、まず最初に古紙の再利用の問題

についてお尋ねがあったわけでございます。これにつきましては、市の再

生紙の導入につきましては、古紙の回収、紙の使用量の削減とあわせまし

て、去る5月1日から進めているわけでございます。年間の使用量は約76t

でございました。これを古紙含有率 70％の再生紙に切りかえた場合、直

径14cm、霞さ8mの立木換算でいきますと、 1,‘064本の節約になると、

こういうことになるわけでございます。したがいまして、今後とも可能な

限り再生紙の利用の促進に努めてまいりたいと、このように考えておるわ

けでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。

それから、こういった古紙類の回収についての補助金制度についてお尋

ねがございました。

現在、こういった古紙類の回収について、確かに一部の自治体で奨励金
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を出しておるところがあるわけでございますが、こういった自治体につき

ましては、いわゆる私どもが採用しております分別収集というものを採用

していない地方自治体に一部奨励金制度が導入されているわけでございま

す。

したがいまして、私どもの本市におきましては、ご承知のとおり分別収

集制度を実施しておりまして、これはかなり住民の皆さん方に定着をいた

しておるわけでございますので、そういった今後の収集計画の中でもそう

でございますけれども、今後ともそういった方式によって回収し、処理・

処分をしていこうと、こういうことで考えておるわけでございますので、

その点についてもご理解を賜りたいと思うわけでございます。

それからまた、牛乳パックの問題、あるいはまたてんぷら油の問題、そ

ういったことについてのお尋ねがございました。

特にこの牛乳パックの再利用の問題について、本市ではメリノール女子

学園がこれをやっているわけでございます。これにつきましては、私ども

そういった事例を具体的に地域の皆さんに知らせることによりまして、そ

れぞれ地域の中でも実態に即して取り組んでいただくように啓発をいたし

ておるところでございます。

三-また、廃油等の再利用につきましても、消費者協会が地域の婦人会を対

象にいたしまして、講習会等の実施をやっていただいておるわけでござい

まして、そういった芽が匠つぼつ本市の場合も出てきておるわけでござい

ますので、先ほど来申し上げておりますように、そういった具体的な事例

を地域の皆さん方にご紹介申し上げながら、地域の実態に即して取り組ん

でいただけるように、今後とも啓発に一段の努力をしてまいりたいと、こ

のように思っておるわけでございますので、その点についてもご理解を賜

りたいと存じます。

また、合併処理浄化槽についてお尋ねがあったわけでございますが、ご

承知のとおり、本市が昭和63年度から合併処理浄化槽の設置について一部
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助成の制度をスクートをさせていただいたわけでございます。大変住民の

皆さん方に喜んでいただいているわけでございまして、年間約 240~250 

基程度の補助金の申し込みが出ておるわけでございます。さらに、ご承知

のとおり本年度からは、従来の10人槽までの補助対象をさらに50人槽まで

広げて制度の充実を図らせていただいておるわけでございます。今後とも

こうした制度を十分活用いただきまして、水質の保全と生活環境の保全に

なお一層の努力をしてまいりたい、このように思っておるわけでございま

すので、その点についてのご理解もちょうだいいたしたいと思うわけでご

ざいます。

それから、過剰包装問題等についてお尋ねがありました。

まさに私どももそのように理解をさせていただくわけでございまして、

今後とも、ひとつこの過剰包装等の問題につきましては、消費者協会の皆

様方とも連絡をとりながら、同時にまた事業所の方々に対しましても、そ

ういったことに対して協力と理解を求めていく努力をしてまいりたいと、

このように思っているわけでございます。

また、空き缶の問題についてお触れになったわけでございますが、現在、

私どもこの空き缶の散乱防止対策といたしまして、クリーソシティー四日

市をスローガソといたしまして、ごみの散乱防止に努めているわけでごさ

います。市民の身近な環境を守り、快適で住みよいまちづくりを目指して、

市民1日清掃の日を設定をいたしておるわけでございまして、そうした中

で美化意識の高揚なり、清掃思想の普及に努めているわけでございますの

で、今後ともそういう方向で努力をしてまいりたい、＇このように思ってい

るわけでございます。

また、ノーカーデー、あるいはまた低公害車の問題についてお尋ねがあ

ったわけでごさいますが、このノーカーデーにつきましては、今ご指摘が

ございましたように、ある自治体でそういった日が設定をされまして、行

われているわけでございます。私どもといたしましては、そういったこと
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につきまして、現在の自動車排ガスによる環境への影響、あるいはまた他

の地方自治体の動向、そういったことも十分踏まえながら、今後ひとつ検'

討させていただこう、こう思っておるわけでございます。

また、先ほど来お話がございました低公害車、例えば今お話がございま

したように、メタノール車でございますとか、あるいはまた電気自動車、

こういったことについて、なるほど一部の地方自治体、また民間企業の問

で導入がされているわけでございますけれども、これらの車につきまして

は、率直に申し上げまして、現在の価格の点、さらにまた走行性能等の面

で未解決の問題が、実は数多くあるわけでございます。したがいまして、

今後ご提言の趣旨を踏まえまして、十分ひとつそういったことについても

研究をさせていただこうと、こう思っているわけでございます。

また、最後にイベ‘ノトの問題について若干お触れになったわけでござい

ます。ご承知のとおり、私どもは、そういったイベットを通じまして、市

民の方々にごみの問題についての理解と認識を深めていただきますと同時

に地球環境の面からもそういったことについてご理解を賜ろうと、こうい

う一つのねらいから、今年で第4回目になるわけでございますけれども、

四日市リサイクル展という事業を近鉄百貨店の5階の催事場で実施をいた

しているわけでございます。

毎年1万人程度の方々が、この5階にお越しをいただきまして、ごらん

をいただくわけでございます。こうした中で、例えばポスター、あるいは

書道の作品展、あるいはパネル展、あるいはさっきお話がございましたク

イズであるとか、また自転車修理コーナー、あるいはビデオの上映、再生

プロセスの展示、ごみの展示コーナー、そういったものを設けまして、幅

広く市民の方々にそういったことに対しての認識と理解を深めていただい

ているわけでございます。今後ともご提言の趣旨を踏まえまして、なおこ

ういったイベソトが充実できるように努力をしてまいりたいと思っており

ますので、その点についてのご理解を賜りますようお願いします。
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〇議長（山本勝君） 教育長。

（教育長（岡田久江君）登壇）

〇教育長（岡田久江君） ご質問の学校給食の件につきましてお答えいた

します。

現在、四日市の学校給食では、給食材料を少しでも安く仕入れ、あるい

は品質をそろえるために、共同購入を行って統一の献立によって給食を実

施いたしております。

しかしながら、時代とともに学校給食の意義も変わってきており、学校

給食を少しでも魅力あるものにするために、例えば献立については、年に

2、3回特別の献立として、ひな祭り献立、あるいは子供の日の献立、あ

るいは卒業生だけを対象としたものではございますが、卒業祝い献立とい

うような給食を実施いたしております。

また、給食をとるのも教室だけではなく、例えば現在空き教室を改修い

たしましたラッチルームや、学校に隣接する丘陵、あるいは中庭などを活

用した給食を実施している学校もございます。また、卒業祝い献立のとき

には、各校とも体育館を使って給食を実施いたしております。

ご指摘のような献立や給食実施の方法の多様化については、バイキ‘ノグ

などの方式も含めて、今後ともそれぞれの学校の特色を生かすことができ

るように検討して、できることから進めてまいりたいと考えております。

次に、学校の出席簿のことでございますが、長年の慣習と申しますか、

そういうことで男子が先に書いてあって女子が後というように、多くの学

校はやっているんだと思います。市内のことは、まだ全部は調べてござい

ませんが、ほとんどの学校はそのような慣習で行っていると思います。男

女の混合のような方式でやっているところはあるかと思いますが、今正確

な数字がちょっと手元にございませんので、申しわけございません。

先ほどナイロビのフォーラムのときに、イソドを除いてほとんどのとこ

ろがアルファベット順だったというお話でございました。実は、私はずつ
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と大きい学校におりましたので、全部アルファペット順でございましたの

で、余り苦にしておりませんでしたが、今そのように改めて問いかけられ

ますと、そうだったなということで、反省をいたしております。

実は、教材によりましては、座学でやりますときには、男子女子、イロ

ハ順、あるいはアイウエオ順で並んでもいいんじゃないかなと、これは個

人的には思っておりますけれども、例えば必修の保健体育なんかでござい

ますと、低学年の子は余り体力差がございません。個人的には多少差のあ

る子もございますが、中高年になりますと、体力的に大分差が出てまいり

ます。それで、体育とかスポーツとかをやる場合には、クラスを分けて、

あるいは班別に分けてやりますので、そういうときには出席簿は男の子と

女の子と分けてあった方が便利かなと思っております。それから、小学校

の5~6年になりますと、男の子よりも女の子の方がある面体力が稜駕し

て、大きい人が出てまいりますので、そこいら辺は教材の種目によりまし

て分けてやっておりますので、出席簿が分かれていた方が便利かなと思っ

ております。

そのほか、学校の必修以外のところで、スポーツのクラプとかなどでご

ざいますので、男女差別とか、そういうふうなことじゃなくて、最近は国

際化になってまいりまして、マナーなんかもレディーファーストなんてこ

ともよく言われるようになりましたので、そういういろいろな点も勘案い

たしまして、これからよく検討してまいりたいと思います。

大体のところは、市内は従来どおりの慣習をしているようでございます

が、これから検討してまいりたいと思っております。

〇議長（山本勝君） 益田力議員。

〔益田力君登壇〕

〇益田 力君 ご答弁ありがとうございました。

環境問題につきましては、種々ご答弁をいただきまして、的確な回答が

出るということは思ってもおりませんでしたし、今後の問題になるかと思
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います。

やはり行政のみで対応できるということではないと私も思っております

し、こういうことをやっていかなければ、環境はよくならないという接点

に立った上で、ここまでは市民の皆さんやってください、そこから先は行

政が全責任を持ちます。そして最終的にこんな処理をできないものをつく

っている生産業者等に対して改善を迫る、そういう自治体になっていく。

これが環境問題の根本だと思っております。

先ほどのご説明の中で、基本構想の中で、一応行政と市民とその役割分

担的なことを決めていきたいということがございましたけれども、結構な

ことだと思います。市民の皆さんが身近な暮らしの中で、私たちでごみ減

最化等をやっていかなければならないという意識を持たせることが最重要

であると思うわけでございます。いかにすれば市民の皆さんにそういった

意識を持たせ、協力していただけるか、それが行政の手腕にかかってくる

と思うわけでございます。

そこで、・一つ提案でございますけれども、そういったことを決めるに当

たりまして、この環境問題について、市民は一体どう考えているのかとい

ぅ、住民意識が浮き彫りにできるような内容でアソケート調査なんか行っ

てはどうかと思いますし、また、暮らしの中でどんなことをすればいいの

かという身近なアイデア等を広く市民から募集していくのも一案であると

思いまして、提案をさせていただきたいと思います。

私ども公明党は、このたび「ガラスの地球が危ない」と題しまして、再

生紙を使って環境ハソドプックを作成いたしました。地球を救う70ぐらい

の方法が列記されておりまして、大人だけではなく、子供でも理解できる

よう、手軽なやり方で具体的に行動できるようにまとめてあります。まさ

しく庶民の知恵の集大成であります。これを市長に差し上げますので、本

市の今後の環境対策の参考にしていただければ幸いに存じます。

先ほど申しました地球の日アースデイが、今日世界的な規模で運動が繰
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り広げられるようになりましたけれども、その始まりは1人の若者の叫び

でありました。次々と自然が破壊されていくことに怒り、立ち上がったア

メリカの当時24歳のドイスヘイズ氏、たった1人の呼ぴかけから始まった

のであります。

この環境問題は大変難しいとは思いますけれども、どうかこの青年のよ

うに勇敢に情熱をたぎらせていただきまして、今後ともこの問題に取り組

んでいただきますよう切にお願いをしておきたいと思います。

学校給食につきましてご答弁いただきました。理解をさせていただきま

すけれども、昨日教育長の方から、中学校給食につきましてはまだ検討中

ということでございました。私ども会派の久保議員も再三にわたりまして

中学校給食実施に向けて訴えてまいりましたけれども、どうかその方向で

進めていただきまして、中学校給食も含めて、さらに魅力ある給食づくり

に努力をしていただきますようお願いをしておきたいと思います。

最後、出席簿につきましては、私としては出席簿にこだわっているわけ

ではないわけでございますが、このような小さな問題を通しまして、教育

の場では男女平等という大きな問題を考えることも大切であると思いまし

て、質問いたしたわけでございます。

どうかこういった細かい点につきましても、今後配慮していただきます

ようにお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

〇議長（山本勝君） 暫時休憩いたします。

午後2時56分休憩

午後3時15分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

毛利道哉議員。

〔毛利道哉君登壇〕

〇毛利道哉君 本日最後の質問者となりました。理事者の皆様も、また議
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員の皆様も大変お疲れだと思いますが、しばらく辛抱いただきたい。

そこで私は、簡潔明快、しかも元気いっぱいにやらせていただきますの

で、理事者の皆様も簡潔明快、しかも内容の濃い前向きなご答弁を期待申

し上げます。

それでは、通告の順序に従いまして質問いたします。

まず最初に、女流の時代を迎えて。

今、時代のトレソドは女流と呼ばれています。ある家電メーカーが開発

した家庭用パソ焼き機が昨年来大変売れているそうであります。この商品

の開発担当者は女性社員でした。夫や子供に焼きたてのパソを食べさせて

やりたいという主婦の愛情が見事に結実してヒット商品を生み出しました。

室町時代の初期の能の作者世阿弥は、彼の著した「風姿花伝」の中で、

「時の間にも男時女時とてあるべし」と 1人の人間の芸の成長期を男時、

守りに入った時期を女時と分けて考えました。この考え方は、時代風潮の

変化にも当てはまるそうであります。激しい政治的紛争や高度成長の時代、

それに戦争の時代を男時とすれば、大衆が変化よりも快適な暮らしを求め、

家庭用パソ焼き機に人気が集中する現在のような平和な時代は女時と呼ぶ

ことができましょう。

パソ焼き機ばかりではありません。大手の企業においては、今まで女性

は組織の補助要員というか、後方支援部隊でありましたが、情報化、サー

ビス化の社会では、女性の力が大いに物を言う時代としてとらえ、商品開

発やマーケティ‘ノグの部門に女性社員を積極的に登用しているそうであり

ます。商品ーの開発やニューピジネスには、生活空間をより快適にしていこ

うという台所や茶の間からの視点、つまり生活者の視点というか、とりわ

け女性の感性が求められていると言っても過言ではありません。さきに発

足した労働組合の連合が家庭の幸せを運動目標に据えているのも象徴的で

あります。今や政治にも、地域住民の快適な生活、家庭の幸せのために何

ができるかが問われていると同時に、女性の感性が求められているのでは
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ないでしょうか。

当四日市におきましても、最近は女性の管理職登用も増えつつあるやに

思いますが、現状はいかがでしょうか。いよいよ部長級にも女性職員の登

用が期待される時代に入りました。福祉部とか市民部とか、女性の人材登

用が、今後のことではありますが、大いに考えられると思いますが、いか

がでしょう。

なお、各種委員や協議会、審議会等のメソバーにも、人選に際してはも

っともっと積極的に女性の方々を参加させていただきたいと考えますが、

いかがでしょうか。それも、同じ人がこちらの委員会、あちらの協議会に

もと独占しているような傾向があってはなりません。もっと幅広く登用す

べきだと考えます。人材はいないのではない。埋もれているだけではない

でしょうか。もっと 1人の人に光を当て、その人の持つ情熱と英知、そし

て感性に期待したいものであります。

以上、お考えを承りたいと思います。

次に、この際婦人会館についてお尋ねいたしたいと思います。

最近では、婦人という言葉は余り使わないようであります。ならばレデ

ィープラザとでも言いましょうか。総合会館もいよいよ完成し、すばらし

い景観を私どもの前にあらわしました。次はレディースプラザの建設と考

えますが、いかがでしょうか。これらについては水野和子議員や、私ども

の田中基介議員が過去熱心にご質問をされておられます。ひとつ前向きの

ご答弁を期待したいものであります。

2番目、交通安全対策について。

昨日、伊藤雅敏議員が質問されましたので、重複を避け、質問をいたし

ます。

伊藤雅敏議員も触れられました人口比の死者数が全国ワーストワツとい

う三重県、それに当四日市市におきましても最悪の状況であります。特に

4月14日、亀山市の茶畑の農道で19歳の男女青年4人の死亡事故は、四日
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市市内在住の若者であっただけに、市民に大きな衝撃を与えました。

今や交通事故死は、スピードの出し過ぎとか、遵法精神の欠如といった

言葉で片づけるわけにはいかない大きな社会問題でもあります。三重県も

マナーアップ三重というスローガ‘ノを掲げ、交通事故を防止するキャソペ

ーソを展開中ではありますが、大した効果は望めそうにもありません。交

通安全都市を宣言した当市としては、これらの現状に対して率直なご感想

とともに、何か具体的な対策を講じられたのか、まずお伺いいたします。

警察当局におきましては、検問の強化、パトカーの動員を初め、事業所、

自治会、老人会等にも、事故防止を呼ぴかけるそうであります。それも当

然大事なことであります。私は、この際交通安全の意識啓発を見直し、特

に交通安全教育にもっと力を入れるぺきであると考えます。

ちょうど6年ほど前ですか、たまたま車を運転しておりまして、ラジオ

のスイッチを入れました。そのときアナウンサーがこういうことを言いま

した。名古屋の駅前の大通りを、高校生のグループがきちんと手を挙げて

横断している。その高校生に聞いてみると、全部常滑市の出身だったそう

です。そこで、そのアナウソサーは常滑市をいろいろと調べた結果、非常

に交通安全に対して真剣に取り組んでいる。そのようなラジオのニュース

を私聞きまして、心へ深くそれは刻まれておりました。一度常滑市に行っ

てみたい、そう思っておりましたが、なかなか機会がございませんでした。

過日、時間を見つけて行ってまいりまして、その際の私の感想等をここで

披湮したいと思います。

まず常滑市の公立の保育園、幼稚園、小学校、この目で見てまいりまし

た。学校の校門を入りますと、校舎の間に信号機がございます。そして横

断歩道のような白線がきちんと半永久的につくられております。つまり、

登校時、下校時に、毎日その信号を見ながら手を挙げて横断歩道を渡って

いるわけであります。保育閑の先生に伺いました。保育園の場合はお母様

も一緒に同じことをやっているんです。ちょうど停止線のところに大人の
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足形と子供の足形がきちんとつくられておりまして、それには私自身びっ

くりした次第であります。

もう一つは、常滑市には交通安全セソターという施設がございます。こ

こは、いろんな子供会とか、またいろんな学校、幼稚園の子供たちがそこ

を訪れて、そして、具体的にそういう交通安全意識を学ぶところでありま

す。鉄道の踏切があります。交差点があります。信号があります。

バス停留所があります。私はそれも見てまいりました。そのように常滑市

は積極的に交通安全教育に力をいれております。

それともう一つぴっくりしたのは、これも毎日ですが、部長以上2人が

ペアになって、登校時の各校区のところへ立ちまして、そして広報車に、

乗りまして、マイクで呼びかけております。ずっと巡回をしております。

助役も含めやっておるそうであります。なお、市長さんも、別の車で、マ

イクで、今度はボラソティアとかいろんな方々の交通安全のお手伝いに、

「ありがとうございます。皆様のおかげで交通事故が少なくなってきます」

と、こういうようなお礼を言っているそうであります。それを聞きまして、

私もぴっくりしたところであります。

なお、総務委員会では10日、 20日、 30日、交通事故ゼロの日、議員が2

人ペアで公報車に乗ってマイクを握っております。また、交通安全週間の

ときには、これも議員が交代で、 2人ずつペアで出ているそうであります。

このように非常に行政も議会も、そして地域も積極的にこの交通安全を

皆でひとつ守っていくんだと、こういう思想が定着しております。いろい

ろ聞いてみますと、 2代前の久田市長のお子様が交通事故で亡くなられた、

それがきっかけだそうでございますが、いずれにしましても、そのような

熱心に取り組む都市があるわけでございます。

以上筒単にご紹介申し上げましたけれども、私は、交通事故防止に特効

薬とか決め手はないと思います。これは毎日毎日の息の長い、粘り強い、

そういう対策が最も大事じゃないかなと、こういう気がいたします。今、
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常滑市のことを四日市市がまねせよと、こういうわけではございませんが、

そういう信念にも似た交通事故をなくそうというこの意識は、私は非常に

大事じゃないかなと思いました。

また、あわせてこの交通災害共済の対象に身体障害者の車いす、乳母車、

手押し車がきちんと対象に明記されております。そういうこともあわせて、

ご感想等がありましたら、市民部長、または教育長、ご所見を賜りたいと

思います。

3番目の救急医療について。

交通事故による死亡者の激増は、先ほどの交通安全対策とともに救急医

療が極めて重要であります，救急医療は、文字どおり命を救うことを第一

義としているわけですが、生死の境にある人、つまり心臓や呼吸が停止し

た状態の人の命が助かるかどうかであります。日本の場合、その救命率は

3％から5%。つまり、 100人のうち3人程度しか助からないという現状

であります。ちなみに米国では25%、この数字だけでも、日本の救急医療

がいかにおくれているかわかります。

心臓は停止してから3分間、呼吸は停止してから10分間放置すると蘇生

不可能になるそうであります。仮死状態に陥った湯合に1秒でも早く治療

することが救命率を高めることにつながる。つまり救急医療とは、文字ど

おり時間との勝負であります。日本の医療は世界でも最高水準にありなが

ら、救急医療は、・ヨーロッパやアメリカに大きくおくれをとっているのが

現状であります。

その原因は、我が国の場合、医師法によって救急車に乗っている救急隊

員には医療行為ができないからであります。一般の感覚ですと、救急車が

来ると、そこで医療を施してくれるものと思いがちですが、救急隊員には、

人工呼吸、心臓マッサージ、気道確保、止血等の一次救命処置しかできな

ぃ。一番肝心なときに、日本の誇る医療技術は活用できない。救急車が病

院に到着する前に、事故現湯や搬送途中で医師が適切な処置をすれば、救
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急息者の生命はもっと救えるのであります。

この病院前救護といいますか、プレホスピタルケアと言われる時間が医

療の空白となっているのが日本の現状であります。このプレホスピクルケ

アを充実するためには、一つ、西ドイツや我が国の松本市が導入している、

医師が同乗して救急現場へ出勤するドクターカーシステム。 2番目、救急

隊と医療機関の医師が連携して出動するラソデプーシステム。 3番目に、

アメリカやソ連が実施している特別救急医療士によるパラメディク制度等

々の導入が急がれているわけであります。

昨年11月の参議院決算委員会で、我が党の常松克安議員が、また本年2

月の参議院予算委員会で及川順郎議員が、それぞれ生命尊重の立場から救

急医療のあり方について厳しく指摘したところであり、厚生省、自治省も

重い腰をやっと上げて検討段階に入りました。実現までには法の整備や制

度の導入等まだ時間がかかりますが、昨年NHK総合テレビが「死者半

減、西ドイツはこうして成功した一一ー第2次交通戦争への処方せん」と

題したスペシャル番組が放映され、大きな反響を呼びました。この番組は、

本年3度目再放送され、関心の深さを示しました。西ドイツでできて、な

ぜ日本でできないのかというのが多くの視聴者の率直な感想であります。

要は、 1人の人間の生命が救われるかどうかという大事な問題であります。

一日も早く実現が待たれるわけであります。

そこで、今回就任された消防長の初答弁として、平成元年度における、

一つ、救急車の出動件数。 2番目、搬送人員。 3番目、事故の内容。 4番

目、救急事故から医療機関に収容するまでの所要時間、 5番目、転送状況

等の救急業務の状況報告とあわせて6番目、ドククーカー、ラソデプーシ

ステムやパラメディック制度等の導入についてのお考え、そして7番目に、

救急隊員の資質向上のための教育訓練のあり方についてご答弁を賜りたい

と思います。

4番目に、快適な市民生活を送るために、 3点ほど質問いたします。
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最近、快適環境、アメニティーという言葉はあらゆるところで言われて

おります。快適な環境を創造するには、これは逆に言うならば、ディスア

メニティー、これを取り除いていくということが大事ではないでしょうか。

その意味から、都心部でどうも気にかかる二つの問題があります。

一つが国道1号の歩道橋。実際利用者は、これ何人いらっしゃいましょ

うか。議員の皆さんで、理事者の皆さんで利用されている方がございます

でしょうか。今や無用の長物化しております。これをどうするのか。この

まま放置しておくのかどうか。それとも、より近代的な、動く階段とかそ

ういうものにしていくのか、お考えを伺います。

もう一つは、諏訪公園の公衆トイレであります。余りにも汚さ過ぎます。

トイレは地域文化をはかるバロメーターとも言われております。最近で

は、アメニティートイレと言いまして、伊東市の観光トイレ、横浜駅西口

の公衆トイレ、横浜市のさわやかトイレ、多摩ニュータウソ周辺のトイレ、

神戸市の市民トイレ、広島市の児童公閑トイレ、同じく広島市の複合型ト

イレ、お茶の水駅の壁画トイレ、江戸川区松江のトイレ、・小田急相模原駅

のトイレ、これは最近の日本トイレペストテソだそうであります。日本ト

イレ協会が発表しました。清潔度、臭いのない、建物のデザイソ、周囲の

環境、名称、これが基準になったそうであります。

一つでもいいですから、四日市市で都心部で立派なトイレをぜひつくっ

ていただきたい。お考えを、これもお示しをいただきたいと思います。

2番目、市民生活便利帳。

読んで字のごとしであります。福祉、教育、医療、年金等々市民ニーズ

は非常に多様化しております。とともに、メニューも非常にたくさんござ

います。入浴サービスを受けたいけれども、どうしたらいいかしら、給食

サービスは受けれないだろうとかいうお年寄り、高額医療は何か制度があ

るのかしら、介護の問題は、奨学金のことはどうかな、さまざまでありま

す。
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そのためにも、市民生活の便利帳、何でもよろしいですけれども、いろい

ろそういうクエスチョ‘ノ・アソド・アソサーで、きのうもお話がありまし

た、いろんなイラストを入れて、漫画を入れて、楽しい読み物としながら、

市民が常にそばに置いて、そしていろんな問題にぶつかったときに、それ

を手にすればたちどころにどこへ行けばわかる、制度がわかる、そういう

ものがぜひ欲しいわけであります。申告制度でありますから、幾ら立派な

メニュー、制度があっても、申告しなければ、これはそういう恩典に浴す

ることはできません。その面からも、ぜひ市民生活便利帳をお考えいただ

きたいと思うわけであります。

3番目、町名について。

30万都市四日市、いや50万都市四日市、このようにも私どもは将来を目

指しているわけでありますが、この四日市市にもまだ大字のつく町名がた

くさんあります。大字茂福、大字泊村、また非常にわかりにくいので、大

字羽津、甲とか乙とか戊とか、いよいよこれはまあ、地域住民のご賛同を

賜らないといけないと思いますが、いつまでも大字があるような都市もど

うかなと思うわけですが、いかがでしょうか。

もう一つは、飛ぴ地という問題があります。八郷地区の中村町の中に1

軒だけ住所が、これは萱生町というんですが、あります。それから、萱生

町の中に中村の町名の方がいらっしゃいます。現実に、山林とか田畑の場

合はともかくも、そこに生活をしていらっしゃる方が現に存在する。そう

いう生活者の視点から言うならば、この飛び地の問題も、何とかしてあげ

たいという気持ちでございますが、ご所見を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 総務部長。

〔総務部長（石川徹夫君）登壇）

〇総務部長（石川徹夫君） ご質問のございました女流の時代を迎えての

うち、女性の積極的な登用についてと、それから4番の3でございますが、

町名の件につきましてご答弁申し上げたいと思います。
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まず1点目でございますが、女流の時代大歓迎ということを前提に置き

まして、お答えを申し上げたいと思います。

ご発言にありましたように、今日、女性の社会的進出は目覚ましく、い

ろいろな分野で女性の能力が発揮され、ご活躍されていることはよく承知

をしているところでございます。本市におきましても、行政諸施策の遂行

に当たりまして、住民要求、あるいは住民意識の多様化等に的確にこたえ、

輝事業を推進していくためには、女性職員の能力の活用はもちろんのこ

とでございますが、生活に根差した発想、きめ細やかな感性を持つ女性の

特性が反映される事務事業運営が必要だと考えておりまして、これまでに

も管理職等に女性を積極的に登用して、行政施策各般にわたりましてきめ

細かい施策の展開を行うぺ＜努力をしているところでございます。

現在、管理職等におきましては、具体的な女性職員の配置につきまして

申し上げますと、平成2年4月1日現在におきまして、部長級1名、それ

から次長級3人、課長級8人、課長補佐級57人、それから係長級 146人を

配置しているところでございますが、係長級以上の女性職員総数 215人に

つきましては、同級以上の総数 1,313人の19.0％を占めておるところでご

ざいます。同級以上の職員のうち、約5人に1人は女性が管理職等となっ

ているところでございます。今後は、従来女性が担当しなかったポストへ

の配置も含めまして、さらに実効ある女性登用に努めてまいりたいと考え

ております。•

なお、審議会、委員会等につきましては、現在71の審議会がございまし

て、その中で47の審議会等に女性委員が参画いただいておりまして、委員

総数 1,066人のうち女性委員は 124名でございます。 11.6％となっている

ところでございます。本市におきまして、ほかにも地域社会づくりの一層

の推進を図るため、今後地域社会づくり推進委員会を各地区市民セソター

単位で組織しているわけでございますが、この委員にも女性委員をお願い

しているところでございます。
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今後ともこれら委員等に女性の積極的な参加をお願いするとともに、女

性の参加につきましても、先ほどお話にございましたように、一つの団体、

一つのサークル等に偏ることなく、各界各層における幅広い参加を求めて

いくことといたしたいと思います。行政施策の実施に女性の意見が反映さ

れるよう、さらに一層努力をしてまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと思います。

それから第4番目の町名の問題でございますが、ご指摘のありましたよ

うに、市内には、現在大字のつく町名、それから町の区域が飛ぴ地になっ

ているところがございます。これら町名およびその区域につきましては、

市民生活に直接強く結ぴつくものでありまして、その変更は、関係住民及

ぴ地権者の同意を前提に進められるぺきものであります。ゆえに、その変

更手続は、ご存じのように地方自治法に基づきまして、議会の議決を必要

とするもの、非常に厳格なものとなっておるわけでございます。

本市におきます町名及びその区域の変更手続等につきましては、これま

でも関係者の同意を要件に進めてきたところでございますが、種々の利害

関係から、非常に難しい点があるところでございます。今後とも町名及び

区域等に対する住民の方々のご意向、あるいはその歴史的背景を十分踏ま

えまして対応してまいりたいと考えますので、よろしくご理解賜りたいと

思います。

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇）

〇教育長（岡田久江君） 二つ目の婦人会館のことについてお答えいた

します。

婦人会館の建設について、本市におきましては、中部地区市民セソター

に四日市市の婦人会館を併設して活用をいただいております。また地域に

おきましては、各地区市民セソターや、それを補完する学校開放施設の事

業に多くの女性が参加され、生涯学習時代を迎えた今日、今後はますます
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増えることが予想されます。

これに対応するために、本年度より 2カ年で、市民の生涯学習の推進方

策について、市民の方々にもご参加いただきながら、総合的に検討してま

いりたく、四日市市生涯学習推進検討委員会を近々発足するよう、目下準

備を進めているところでございます。この委員会の重要検討課題といたし

まして、生涯学習セ｀ノター構想の研究を掲げており、婦人会館の機能であ

る各種の学習や交流、あるいは情報提供、学習相談活動等々、生涯学習セ

ソターの機能と重なるものがございますので、ご指摘の趣旨も踏まえまし

て、十分検討してまいりたいと存じております。

続きまして、交通安全の中の一部、教育の関係したところを先に申させ

ていただきます。

先ほどは、常滑市におきまして、大変交通安全対策について熱心に取り

組んでおられることを目の当たりにごらんになりまして、議員の方、ある

いは行政の方、学校などが貴重な毎日の積み重ねをしておられるという実

例を伺いまして、大変感銘を受けましたところでございます。

当四日市市におきましても、交通事故は残念ながら年々増えてまいって

おりますが、けがの程度はかすり傷などが大変多うございます。しかし昨

年は一人の死亡者が出たりいたしまして、大変心を痛めております。

学校におきましても、 PTAや学校、あるいは地域の方々でいろいろ交

通指導はやっていただいておりますが、具体的に学校の中でやること、そ

れからまた警察官を招いての安全教室、あるいは正しい歩行やら自転車の

安全な乗り方、そういうようなことも実施いたしておりますし、指導者の

研究面で、学校の安全担当教員の研修、あるいは推進校の指定、あるいは

情報の交換、あるいは発表会などもいたしておりますが、大変警察にご厄

介になりながら、そういうことをやっております。

また、作品展とか弁論大会、そういうこともやっておりますが、先ほど

のお話にもありましたように、大変活性化をしてやっておられるお話も参
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考にいたしまして、今後とも安全教育の面に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 市民部長。

〔市民部長（米津正夫君）登壇）

〇市民部長（米津正夫君） 2点目の交通安全対策について、まずご答弁

申し上げたいと思います。

市内の交通事故につきましては、昨日もご答弁申し上げたところでござ

いますが、昨年1年間で交通死者が18人と過去最少であったわけでござい

ますが、ことしに入りまして急増し、既に昨年を上回り19名となっておる

わけで、極めて憂慮すべき事態と受けとめておるところでございます。

また、 5月末の人口10万人当たりの死者数は、三重県が全国ワースト第

1位でございまして、また人口10万人以上の都市が全国で 209あるわけで

ございますが、本市はその中で第9位というような状況にあるわけでござ

います。このままの状態で推移いたしますと、ワーストのさらに上位にラ

ソクされることが懸念されるものでございます。

その交通事故の主な特徴につきまして、若干お触れいただいたわけでご

ざいますが、ご指摘のとおりスピードの出し過ぎとか、若者と高齢者の事

故が多いこと。また車両単独事故が多いこと。夜間に多く発生しているこ

と。また、シートペルトの不着用乗車が非常に多いということになってお

ります。

市では、去る4月に交通マナーアップ春の集いを文化会館で開催いたし

まして、市内の若者を中心に、約 600名の方々とともに交通安全の意識高

揚に努めたところでございます。また、 7月3日から10日間にわたりまし

て、本市独自の事業として、市内40小学校区の通学路を中心に、警察とか

PTA等のご協力をいただきまして、通学路交通安全キャ｀ノペーソを実施

し、運転者への交通安全の訴えと、児童生徒等の安全の確保を図るほか、

ボラ‘ノティア団体としての交通安全母の会の結成促進とその育成に努めて
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まいりたいと考えておるところでございます。一方、高齢者対策について

でございますが、秋に老人クラプの方々を対象とした運転適正検査や研修

会等を開催する予定でおります。

自動車交通はますます進展し、市民を取り巻く交通環境は厳しさを増し

ておるわけでございまして、市といたしましても、交通安全施設の整備を

含め、広く交通安全思想の普及に努めておりますが、やはりこれは市民1

人1人が常に交通安全に心がけなければ達成し得るものではございません。

既に市内各所に掲示しております啓発ポスターにもうたわれております「

交通安全は、まず我が家から職場から」のスローガ‘ノのように、交通マナ

ーアップの意識が広く浸透するよう、官民一体となって努めてまいりたい

と考えておるところでございます。

そこで、先ほど常滑市の職員の交通安全の取り組みにつきましてご紹介

をいただいたわけでございますが、官民一体となって交通安全に取り組ん

でおられることが大変参考になったわけでごさいます。

それで、若干感想ということでございますが、いずれにいたしましても、

交通事故をなくすためには、やはり市民1人1人が正しい交通ルールとマ

ナーを身につけて、そして実践するよき交通社会人になることが要請され

ておるわけでございます。そのためには、やはり安全とか、車につきまし

ての正しい知識を身につけていただいて、自分本位ではなくて、相手に対

する思いやりの気持ちを持って行動することが大切であろうというように

思っておるわけでございます。この思いやりの気持ちにつきましては、決

して他人から与えられるものではないわけでございまして、命の大切さを

再認識をいたしまして、家族ぐるみで身近な交通安全問題について考え、

話し合い、そして隣近所、あるいはさらに地域社会の方々へとその輪を広

めていくことによって、自分でつくり出していくものであろうというふう

に考えておるわけでございます。

そこで、特に市民部におきましては、交通安全対策室を所管する部局で
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もございまして、日ごろから公私を問わず、交通安全とマナーアップにつ

いて啓発に努めておるわけでございます。一例を挙げますと、毎月11日は、

ご承知のとおり交通安全の日に指定されておるわけでございますが、警察

当局を初め、交通安全協会の役員の皆さんとともに参加して、早朝指導に

も参加をいたしておるということでございます。また、そのほか春夏秋、

そして年末年始の交通安全週間の初日におきましても、早朝指導を初め、

チラシの配布等街頭啓発にも努めておるところでございます。

いずれにいたしましても、私ども市職員にとりましては、市民の模範と

して、よき交通指導員として行動することが必要であろうというように、

今後もその旨、そういう方向で進んでまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

続きまして、交通災害共済事業の対象範囲についてご質問をちょうだい

しましたので、ご答弁を申し上げたいと思います。

本市の交通共済事業につきましては、昭和43年10月から実施しておりま

して、現在22年目を迎えておるわけでございます。

この共済制度は、道路交通法に基づく車両を対象としております。ご指

摘の車いすとか手押し車等につきましては、法令上は歩行者とされておる

わけでございまして、それらの単独または歩行者などとの事故につきまし

ては、交通事故として取り扱われていないのが現状でございます。しかし

ながら、この制度は市民相互の助け合いの制度でもあり、市民福祉に寄与

することを目的としたものでございます。このことを踏まえながら、現在

共済制度への加入率が低下傾向にありますので、健全な事業運営を図るた

め、専門家等の意見を聞き、調査研究をいたすことといたしており、この

中で検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。

次に、 4点目の中の市民生活便利帳についてご答弁申し上げます。

社会の進展に伴いまして、市民生活が複雑多様化する中、行政サービス
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の内容も質、量とも増大しつつあります。市政の動きや行政サービスの内

容を適切に市民に提供することはますます重要になってきております。

市におきましては、 「広報よっかいち」を毎月 2回発行し、各種の情報

をきめ細かくお知らせするほか、グラフ四日市や市勢ハソドプックなどを

作成して、市民の皆さんの利便を図っているところでございます。また、

各部におきましても、健康づくりカレソダーや、ごみの収集日程表、窓口

のしおりなどを通じ、市の業務内容や事業実施の日程をお知らせいたして

おるところでございます。

しかし、市民の皆さんが行政サービスを受けるための情報につきまして

は、各所属ごとに必要に応じて発行しているために、利用するには多少不

便があると思料されます。したがいまして、戸籍、税、年金などさまざま

な行政サービス案内から、市の制度や施設の紹介まで、暮らしに役立つ情

報をまとめた市民生活便利帳は、ご指摘のとおり、市民生活を送る上で大

変便利なものと考えておるわけでございます。ただ、内容が年々変わるも

のも含まれておるわけでございまして、どういったものが一番いいか研究

をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長（山本 勝君） この際、理事者にお願いしておきます。時間が迫

っておりますので、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。

消防長。

（消防長（島村隆君）登壇〕

〇消防長（島村 隆君） 議長さんのご了解を得ましたので、まずごあい

さつを申し上げます。

新しい消防長の島村でございます。四日市市発展のために誠心誠意努力

をしてまいりますので、ご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

それでは簡潔に、救急医療の問題についてご答弁を申し上げます。まず、

ご質問の1から5までの救急業務の概要についてでございますけれども、
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平成元年中四日市消防では、： 5,298件の救急出動を行っております。

救助した人員、搬送した人員というのは 5,432人でございます。 1日平均

15件であります。ちなみに平成元年中の 1年間の火災の発生件数は 100件

でありますので、いかに救急出動件数が多いかということがおわかりいた

だけようかと思います。 5年前の昭和60年が 4,500件でありまして、その

後毎年 100件から 200件ぐらい増えておりまして、昨年平成元年が 5,300

件になったということでございます。

内容的には、件数として最も多いのが、急病でありまして 2,300件、次

いで交通事故の 1,850件、この二つで全体の約8割を占めております。

それから、救急出動の要請が 119番などで消防本部へ通報されてまいり

まして、救急車が出動する、現場で患者を収容して病院へ搬送する、それ

までの所要時間でありますけれども、平成元年中の平均が18分40秒であり

ます。 2紡辻屈内に病院へ収容したのが全体の約7割近くを占めております。

それから転送状況についてでありますけれども、平成元年中の転送件数

は 117件で、搬送件数の約 2.2％ということで、わずかな数字でございま

す。それなりの理由があるということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。

こういった出動要請に対する四日市消防の対応でありますけれども、救

急自動車4台を擁しておりまして、出動に当たっては3名1組を確保して

救助活動を行っておるということでございます。中消防署と北消防署、南

消防署、中消防署の西分署にそれぞれ救急車1台を配置しております。

次は、大きな第2点ということになろうかと思いますけれども、プレホ

スピタルケアを実現させるためのいろんな救急救護の具体的な事例の紹介

がございました。

ドクターカー、それからラソデプーシステム、パラメディック制度、そ

れぞれ内容については私ども承知をいたしておりますけれども、具体的な

事例の松本市のドクターカーにつきましては、松本市内に所在をする信州
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大学医学部の協力を得て実施をしておるということでございまして、我が

国にとっても特異なケースであろうということでございます。

このドクターカー、それからラソデプーシステム、ともに幾つかの条件

が整わないとなかなか実現は難しかろうというふうに思っております。そ

ういった意味で、当四日市の場合、現状ではお医者さんの確保が非常に難

しい、また財政負担が大幅に伸ぴるであろうと、こういった問題があろう

かと思っております。

それからパラメディック制度につきましては、医療行為まで含んだ活動

をしておるということでございますけれども、我が国では、ご指摘のよう

に医師法との関係もございまして、直ちに導入するというわけにはまいら

ないというのが現状でございます。

いずれにしましても、こういった救命率を向上するための諸施策につき

ましては、お話がございましたように国会でも審議をされておりますし、

また、最近では厚生省と自治省との間で前向きな議論をされておると、か

なり進展をしておるという情報も伺っておりますので、私どもとしてはそ

の経緯、結果に注目をしているところでございます。いずれにしましても、

近い将来全国的な問題としていろいろな改善が必要であるというふうに考

えております。

最後の当四日市市の救急隊員の資質に関してでありますけれども、それ

なりの資格を持った救急隊員で編成しておりますし、市立病院あたりの協

力を得ながら毎年研修を重ねておるということでございます。これからも

努力をしてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（山本勝君） 建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇〕

〇建設部長（竹村二郎君） 諏訪町の横断歩道橋の問題でございますが、

利用者が少なく、無用の長物ではないかといったお話でございましたが、

今日の交通事故のそういった激増の状況を考えますと、これをなくするわ
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けにはまいらないと思います。

管理者であります建設省に対しまして、今後市といたしまして、もう少

し歩行者の利用を考えた構造に、また都市景観上、もう少しいいものに改

造していただくように要望してまいりたいと、このように考えております

ので、ご理解賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） ご指摘のございました公衆便所につきま

しては、現在、近く下水道部の方で調整池の工事を着工いたすことになっ

ておるわけでございますが、この工事の進捗に合わせながら、景観面を配

慮して再整備を行ってまいりたいと、このように考えております。

〇議長（山本．勝君） 毛利道哉議員。

〔毛利道哉君登壇〕

〇毛利道哉君 ご答弁ありがとうございました。

いずれにしましても、交通安全の問題は人問の生命、地球よりも重いと、

こういう思想が一番大事じゃないかと思います。それには、やはり小さい

ときからの安全教育というのは非常に大事じゃないか。よき種はよき苗と

なり、よき花を咲かそう。よき少年はよき青年となり、よき社会人となる

と、このように思うわけでございます。

いろいろご答弁いただきましてありがとうございました。以上で終わり

ます。

会 議 録

第 4
 
日

（平成 2年 6月20日）

〇議長（山本 勝君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。

午後4時7分散会
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議事課長補佐

議事係長

主

主

事

事

福島和幸

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長（山本勝君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 35名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第4号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 一般質問

〇議長（山本 勝君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

水野和子議員。

〔水野和子君登壇〕

〇水野和子君 おはようございます。通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。

初めに、子供たちに豊かな給食を、食の問題でございます。

最近、子供たちの問題をとらえて、困った個食と言われています。家族

がいないか、いつでも一人で食べる弧食、家族が別々なものを食べる個性

食、ファミリーレストラソで食べる戸外食、外食のことでございます。子

供中心の献立という子供食、 1日3回きちんと食ぺなく、 5回とか6回も

食べる 5回食という五食でございます。自分の好きなものを気ままに食べ

る子供たちの姿と、食事に対する哲学がなくなった家族の姿でございます。
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東京都多摩市の教育委員会が行っている調査では、 1割以上の子供が高

コレステロール症などで食事指導を受けているという結果が出ています。

子供の成人病と言われるようになってから既に10年たちました。今のまま

の食生活が続けば、小中学生でも脳溢血で倒れるとか、生殖上の異常が出

てくると言われております。なぜこれまでに子供や家庭の食が崩されてき

てしまったのでしょうか。戦後40年にわたって学校給食がパソ食を中心に

行われてきたことが大きく影響してきたとも言われております。また、冷

凍加工品の開発に伴ってハソバーグなど洋風の調理品が学校給食や家庭で

大量に使われてきました。つまりアメリカの小麦戦略によって日本の伝統

的な食文化は崩れてきたのでございます。パソ食とパソ食に合う副食が普

及され、日本人の舌も変えられました。

1987年9月にNHKが、 「子供たちはなぜハソバーグが好き」という番

組の中で、味覚ができる12歳までに子供の舌をつかむことが、食品産業の

戦略となっていることが報道されました。 12歳といえばまさしく給食を食

べている世代でございます。だからこそどんな学校給食なのか、その内容

が問われることになります。つまり、お米を中心とした日本的文化を大事

にした学校給食の追求をするのか、加工品や輸入物を受け入れていくよう

な給食にしていくのかという選択です。

食べ物は、本来安全でなければなりません。輸入食品には、食品の安全

という点で重大な問題があります。まず、残留農薬の危険があるという問

題です。収穫後も貯蔵のために農薬がかけられます。さらに船で輸送する

のに殺虫剤や防ばい剤、カビを防ぐものでございますが、これを散布しま

すし、港に着いてからもまた消毒をされます。こうした何回もの消毒の結

果、輸入品は残留農薬が日本産より多いという結果がでてきます。亜熱帯

の穀物や豆、香辛料には、発がん性の猛毒なカビが発生しやすいことや、

ビルマの豆に青酸が多いものがあるとか、東南アジア産は、最近も問題と

なったコレラ菌が付着しやすいことがあります。抗生物質や添加物も心配
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です。

千葉県では、千葉の子供たちに千葉産の魚をと、魚食普及費をつけ、イ

ワシ、アジ、サソマなど、学校給食でも普及する努力をしておりますし、

北九州市や久留米市でも、輸入品を減らして地元の農産物を優先させる取

り組みもされております。将来を担う大切な子供の心と体をはぐくむ学校

給食の役割から考えれば、輸入食品を減らし、安全性のわかっている日本

の農水産物を使うことが大切だと思いますが、いかがですか、お尋ねをい

たします。

次に、学校給食でございます。昭和31年5月に文部事務次官から各都道

府県の教育委員会と各都道府県知事及ぴ小中学校長あてに、 「学校給食法

の一部を改正する法律などの施行について」という通達が発せられました。

これらの改正の要点の第1は、従来学校給食法の適用範囲が小学校などの

みに限られていたのを、今回の改正により、中学校などを含むすぺての義

務教育、諸学校に拡大したこと。 r改正の理由としては、心身ともに旺盛な

発達段階にある青年前期に、この生徒たちに対して適切な学校給食が実施

されることが、義務教育の完成を目指す上でも重要であること、及び地域

社会の食生活の改善に寄与する面からも、小学校の場合にも増して効果が

期待されることなど、また中学校における学校給食の目標は、特に中学校

などにおいて学校給食を実施する湯合は、中等教育の教育計画の一環とし

て行うと明記してございます。この点、教育長はこの通達をどう受けとめ

られているのか、お尋ねいたします。

昭和邸年9月には学校給食問題検討会が発足し、たぴたび研修もされ、

アソケート調査もされているそうですが、聞くところによりますと、父母

の78%、圧倒的多数が賛成とお聞きしました。これは事実でございますか、

明らかにしていただきたいと思います。

さきの文部省の通達にもありますように、人生において非常に発育が行

われるのが大体満20歳ぐらいまでで、男子の場合、中学生の時期と高校生
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の初期までは非常に発育が旺盛な時期です。そういう時期に何によって身

体の実質が増殖、増加するのかといえば、それは食べ物以外の影響は考え

られません。発育の旺盛な時期ほど栄養のバラソスが体の機能にも及ぶと

見られます。加えて精神的ないろいろな悩みの多い時期でもあり、食事と

いうのが心のきずなにもなります。朝出て夕方まで長い学校生活、昼食以

外の何かを食べる可能性もありませんから、栄養面から見ても昼食の大切

さがわかります。 ＇三

子供にお弁当を持たせることが母親の最低限の愛情tこという意見もあり

ます。またお母さんの中にも、我が子のお弁当ぐらい自分でつくりたいと

いう意見もあります。我が子を思うその気持ちは大事でございますけれど

も、そのお弁当で子供たちの昼食の栄養が保証されているのでしょうか。

甲府市fl）付属中学校に通う子供たちが年間を通してどのようなお弁当を

学校にもってきているかという調査をしたところ、中学生に必要な栄養量

が何一つとして充足されているものがなかったという結果が出ています。

冬は冷たく、夏は生温かい。お母さんが手をかけてつくってくださったお

弁当でも、子供に必要なエネルギー量をお弁当の中に入れることは、並み

大抵の努力ではできません。

また、父子家庭や慟く母親が増えている中で、お弁当を持っていけない

子供たちは、ほかほか弁当やパソとジュースで過ごす場合もございます。

成長の盛んな中学生時代に、どうしても欠陥の起きやすい宿命を持ってい

るこのお弁当、ーこれを持っていくことを愛情論に置きかえ、給食無用論を

論ずることは、いただけない理屈だと思います。中学生時代の健康が末長

く築かれていくことは、四日市市にとっても大事なことであると位置づけ、

中学校給食実現のために最大の努力を払っていただきたいと思います。

次に環境問題に移ります。

ゴルフ場は、今開発の申請が出ているもの、もしくは予定されているも

のが3カ所あります。四日市の西南部、桜、川島地区は、既設のセントラ
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ルと建設中の東急ゴルフクラプ、それに予定されているヘラルドともう 1

社と、広大な自然破壊が行われることになり、自然破壊や治水などにとっ

て大変大きな変化が生ずることは疑いがありません。

先日も川島地区の別所谷や乱飛へお邪麗してまいりましたが、ある主婦

の方は、 「ウグイスが鳴き、山菜とりができたのに、この自然がなくなる

なんて耐えられない」と嘆いてみえましたし、多＜の農民や住民の方々も

反対を表明しておられます。広い範囲にわたって樹木を伐採し、山を崩し、

芝を一面に張つて自然破壊をしてしまうゴルフ場の建設は、もうこれ以上

許すことはできません。

にその上、農薬公害も深刻な問題とな4っています。私も去る 3月21日に三

重用水菰野調整池周辺の見学と学習会に参加してまいりました。ご承知の

ように三重用水も、＇三重用水菰野調整池の水が平成 3年5月から飲料水と

して私ども四日市市民に供給されます。ところが、何とその貯水池の調整

池のすぐ上に東急ヵソトリークラプの調整池があり、その排水が三重用水

の調整池に流れ込むようになっていたのには驚かされました。農薬に汚染

された水が、私たち四日市市民の飲料水となって口に入るのでは心配でた

まりません。私は、環境破壊や著しいゴルフ場の建設について、次のこと

を要望しお尋ねいたします。

—つに応~大規模な自然破壊をするゴルフ場をこれ以上つくらせないた

めに、今後開発計画を計画されている 3つのゴルフ場について、市長とし

て、県に開発計画を凍結するよう意見具申をしていただきたいと思います

が、いかがでございますか、お尋ねいたします。

さらに、市民の命と安全を守るために、市内はもとより隣接する菰野町

の既設のゴル4フ場の農薬使用の状況、その影響などの立ち入り調査を含む

環境保全協定による厳重なチェック、管理をすべきだと思いますが、いか

がですか。

なお～ゴI→レフ場開発について広範な自然と緑を崩されるわけですから、
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市が設置を構想されている緑化基金には、開発者の応分の負担も当然だと

思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

次の東芝のハイテク工場の質問については、割愛をさせていただきます。

次に、固定資産税の評価替え中止などについて質問をいたします。

3年前に東京都に始まった地価高騰の大波は今や全国に広がり、国士庁

が3月23日付官報で発表した今年1月1日現在の公示価格を見ても、四日

市では昭和49年以来の大変な高騰になっています。来年に予定されている

固定資産税の評価替えは、地価暴騰を反映して評価額は大幅に引き上げら

れようとしています。地価高騰に何の責任もない市民に、評価替えを口実

にした大増税を押しつけることは許されません。しかも、時価方式によっ

て銀行や百貨店など、相当な収益を上げるところと庶民の住宅をも一律に

課税する不公平も改めなければなりません。

新聞報道によりますれば、 5月末発足した土地政策審議会の企画部会が

13日に開かれ、 7人の委員のうち4人までが時価方式から収益性に応じて、

銀行やオフィスビルは高く、、一般商店は低く、庶民の住宅用地はさらに低

くする収益還元方式に賛成されたようです。もちろんこの企画部会が直接

固定資産税問題を論議されるわけではありませんが、重要な指摘と言わざ

るを得ません。私ども日本共産党北勢地区委員会も、来年の固定資産税の

評価替えについて申し入れをしたところでありますが、次の点をお尋ねす

るものでございまず。

一つには、かつて1967年には評価替えを見送った例がありますが、来年

の評価替えを見送る英断を希望しますが、いかがですか。

二つには、先ほども触れました固定資産税の仕組みを不公平な時価方式

から収益還元方式へ転換すべきだと思いますが、いかがですか。

3番目は、東京都では1988年以来、小規模宅地に限って都市計画税を2

分の 1に減額しています。この四日市でも同じように減額することができ

ると思いますが、いかがでしょうか。-
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最後は、市街化区域内農地の宅地並み課税は行わないように国に強く求

めていただきたいと思います。

次は、市営住宅の駐車場と車庫証明についてでございます。

最近はモータリゼーショソ化が一層進んできています。以前は 1家庭1

台の自動車であったものが、今では1家庭2台から3台と増えてきていま

す。そのことによって駐車場不足により路上駐車も年々増えてきています。

住宅地での路上駐車が増えて事故の原因となったり、市中心部での路上駐

車により交遥渋滞や事故の原因となることから、警察も来年度から車庫規

制を厳しくして、路上駐車をなくする方向を明らかにしました。最近の市

営住宅の建設に当たっては、駐車場は設置されていますが、車庫証明は出

されていません。過去に建設されている市営住宅では駐車場が設置されて

ないため、市営住宅の路上や周辺道路に駐車しているのが実態でございま

す。市営住宅入居者は、自動車を持ってはならないということでもありま

せん。既に生活の一部となっています。そういう点で市営住宅入居者にも

駐車場の確保とともに、車庫証明を出せるようにすることは、市営住宅入

居者からも強く要望が出ているところでございます。私ども日本共産党も、

かねてから要求をしてきたことでもございます。車庫規制が厳しくされよ

うとしているこの機会に、市営住宅でも駐車場の確保とそこでの車庫証明

を発行できるようにすべきでありますが、どう具体化されようとしている

のか、お尋ねをします。

以上、第1回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） ご質問の1番にお答えいたします。

子供の食の問題につきましては、子供たちがスナック菓子やあるいはハ

ソバーガー、ドーナツなど、カロリーと脂肪の多い食物を好んでいるのは

全国的な傾向であり、また先ほどのお話の中にもございましたように、食
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環境は問題が多いと考えております。すなわち現代は昔と違いまして食べ

物がはんらんし、あるいは自由に好みのものが簡単に手に入る社会環境と

言えます。家庭においても子供の嗜好に迎合し、またイ‘ノスタ‘ノト食品や

加工食品等を多く用いることが増え、従来とは違う食形態になっていると

聞いております。

したがいまして、学校給食におきましてもこの実態を認識して、少しで

も改善するために、野菜類やあるいは魚介類、豆類を多く使用した手づく

りの献立を実施しております。学校給食に関する教育の一端を担当し、ま

た教科指導あるいは特別活動における給食指導において、自分の食の管理

ができるように指導しており、特に小学校の低学年では、マナーや栄養面

での指導をより効果的になされていると考えております。

また、先ほど昭和31年に学校給食法の一部が改正されて幅が広がったと

いうことがございましたが、ご承知のとおり、学校給食法は義務法ではな

くて奨励法であります。当教育委員会といたしましては、中学校給食につ

いての文部省の指針は十分に踏まえているつもりでございます。その是非

をめぐる本市での問題点を明らかにして、現在給食問題検討会で検討をし

ていただいている最中でございます。．

しかしながら、学校給食の食形態の改善に果たすことのできる役割は限

られており、やはり家庭における役割が最も大きいと考えております。こ

の啓発を図るため教育委員会では、毎月の献立表あるいは給食だより、あ

るいは試食会等を通じまして、家庭に呼ぴかけを行っているところでござ

います。

次に、学校給食の問題でございますが、さきに伊藤雅敏議員にお答えい

たしましたとおり、現在学校給食に関するアソケートについて、おおむね

の取りまとめが終わっている段階でございます。今回のア‘ノケートは、市

内の小中学校から小学校6校ヽ中学校3校、それを商業地域、周辺部、団

地部といった地域別に抽出いたしまして実施いたしたもので、対象者は小
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学校の2、4、6年生、中学校では全学年の児童生徒、それから保護者、

教職員の三者で、合計 6,589人を対象者にいたしました。

お尋ねの学校給食の是非の数字でございますが、先ほども一部お話の中

にございましたが、実数を申しますと、小学校では児童の賛成は 19.8%、

反対は59.7%、それから保護者の賛成は71.3%、反対は16.5%、教職員の

賛成は24.9%、反対は41.6%、これが小学校でございます。

次に、中学校では、生徒の賛成は30.9%、反対は69.1%、保護者の賛成

は78.1%、反対は13.8%、教職員の賛成は13.4%、反対は78％という結果

になっております。合計して 100％にならない残りの部分というのは、そ

の他の意見で「どちらでもよい」または無回答のものでございます。

現在、申し上げました数値も含めて、集計結果の数値がどのようなこと

を意味しているかというようなことにつきましては、給食問題検討会にお

きまして分析、検討を進める段階でございまして、今後につきましては、

学識経験者を含めた専門委員会を設置し、さらに分析を進めながら議論を

．一 重ねていただき、中学校給食実施の是非について総合的に検討していただ

き、その報告に基づいて給食問題検討会で結論を得る予定でございますの

で、よろしくご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） ゴルフ場の開発問題につきましてお答え

を申し上げます。

昭和61年7月に三重県がゴルフ場のホール規制要綱を廃止いたしまして

以来、ゴルフ場の開発ラッシュが出てまいりまして、本市におきましても、

既にオープソいたしましたものが1カ所、工事中のものが1カ所、さらに

計画中のものが3カ所あるわけでございます。一点目の、開発を凍結でき

ないかといったご質問でございますが、現在計画中の5カ所のうち、市の

士地利用構想上支障がない、現在協議中の3カ所の計画につきましては、
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既に県の承認を得て用地買収中のものでございまして、去る 3月議会にお

きましても、堀内議員のご質問にお答え申し上げておりますように、規制

は極めて困難でございます。しかしながら、本市といたしましては、自然

環境保全や合理的な土地利用といった観点から、今後新しくこれ以上のゴ

ルフ場開発を行うことにつきましては、県の指導要綱の改正の方針もござ

いますので認めていかないと、こういった方針でございます。

なお、現在協議中のものにつきましては、県と十分連携を保ちながら、

厳しく審査、指導をいたしてまいりたいと、かように考えておるわけでご

ざいます。

2点目の緑化基金の造成につきましてでございますが、昨日、山路議員

のご質問にもお答えを申し上げておりますが、平成3年をめどに検討をい

たしておるところでございます。募金方法としましては、各市の状況を十

分調査をいたしている状況でございますので、今後募金につきましては、

基本的には広く市民各位に協力を呼びかけてまいると、こういった考え方

も持っておるわけでございまして、お尋ねのゴルフ場につきましても、そ

の対象として考えてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。

なお、環境保全協定を締結する考えはないかというお尋ねもあったわけ

でございますが、現在環境部を中心にいたしまして、関係部局におきまし

て検討をいたしておるところでございますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（山本勝君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） 固定資産税の評価替えに関連しましてお答え

を申し上げたいと思います。

今、水野和子議員からのご質問の中にございました共産党北勢支部委員

会の方からは、既に私の方に、今回の固定資産税の評価替えを行わないこ

とを骨子としたようなお申し入れをちょうだいしておるのは事実でござい
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ますが、この固定資産税の評価替えと申しますのは、既にご高承のように、

固定資産税が土地、家屋あるいは償却資産の持つ価値そのものに着目をい

たしまして、その資産価値に応じて賦課する税金でございます。平成3年

度はこの固定資産税の評価額を見直す基準年度に当たっておりまして、し

たがいまして、現在私どもでは、前回の基準年の甚準日でございます昭和

61年の7月1日現在と、今回の基準日の平成元年7月1日時点との価格変

動を含めた調査等を行っておるところでございまして、このもとには地方

税法におきまして評価に当たっては、あくまで評価甚準というものが自治

省の方で示されます。これに従って行うべしということが法律に定められ

ておりまして、評価基準を定められるにつきましては、中央固定資産評価

審議会で国段階での調整が行われて基準が定められ、県及び市町村段階に

おいて適切な評価をするように求められておるものでございます。

総じて、現在土地政策のあり方が大きく二つの点で議論をされようとし

ております。第1点は、土地税制によって土地のいわゆる有効利用を促進

する形をいかにしていくか。もう 1点は、土地利用そのものがどうあるペ

きかということの議論がなされておりまして、特に土地税制に絡みます議

論といたしましては、先般、政府税制調査会の土地税制小委員会がまとめ

た中間報告の骨子なるものが新聞に報道されております。これによります

と、土地税制の見直しの視点あるいはこれを大きく三つに分けまして、保

有課税、それから譲渡課税、取得課税、こういった三つの段階におけるそ

れぞれの土地税制をいかにすべきかというふうに仕分けがされております。

保有課税のうちには、今お尋ねをいただきました固定資産税そのものも含

まれるわけでございまして、ただ、固定資産税におきまして土地政策の一

環として考えることには限界があるというふうな意見も出されておりまし

て、あくまで評価水準の均衡化、適正化を図ること、加えて、近時議論の

対象となっております固定資産評価額の基準値などの路線評価の公表とい

ったようなことについても配慮すべしというふうなご意見も出ております。

-162-

また一方では、居住用財産については、一定の配慮が必要であるという

ことも言われております。しかし、有効利用促進などの目標が妨げになら

ないように留意しながら、居住用財産については一定の配慮が必要であろ

うというふうな意見がつけられておるところでございます。

具体的にお尋ねの、今回の固定資産税の評価替えを中止するようにとい

うことでございます。この前提として1967年、昭和42年でございますが、

評価替えを見送ったことがあるんだから、今回もその例にならってという

ふうなご意思でございますが、実はこの昭和421¥の評価替えを見送ったと

申しますのは、その前の39年の評価替えの時点におきまして、従来それ以

前にとられておりました評価方法が大幅に改正されまして、現在評価の基

準となっております売買実例価格を基準としたような評価方法に変えられ

た。そのために当時、評価額が大きく 6倍ほどにはね上がったという39年

の経過がございまして、ために6倍に上がるということは、市民生活、な

かんずく経済にとって大きな変動を来しますので、これを負担調整率でも

って一定の幅で毎年上げていこうということで、対前年 1.2倍という負担

調整率が定められまして、 3年を経過した。しかし、 421¥になりましても、

1.2を3年経過しただけでございますので、 5倍、 6倍というのには追い

つかないということで、評価替えそのものは据え置いて、その後における

負担調整の継続でもって措置がとられた。したがって、事実問題としての

評価が行われなかったという経過でございまして、これらはいずれも国の

政策の中で、その示達によって各市町村が対応したものでございまして、

あくまで評価基準にならったものであるわけでございますので、今回これ

を本市独自でもって評価替えを中止するということについては、できない

というふうにお答えせざるを得ないわけでございます。

それから、第2点目の土地の評価につきまして、収益還元方式でやるべ

しと。売買実例価格でもって、銀行評価のような形をそのまま取り入れる

のはよろしくないんではないかというご意見でございますが、収益還元方
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式といいますのは、あくまでその土地を使ってどういった利益を得られる

かということでございまして、これらについてはいわゆる土地の評価に対

する均一化、均衡をとるという意味で非常に難点を持っておるものでござ

いまして、現在の評価方針でもっては、こういう方法はとられていないと

いうことでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

また、第3点目で、東京都におきます都市計画税を、一般居住用財産の

土地において2分の1に減額しておるということでございます。いわゆる

東京都におきましては、不均一課税の結果こういうことになっておるわけ

でございまして、本市におきましては都市計画税、市街化区域におきます

税率 100分の 0.2でございますが、東京都の場合には23区は 100分の 0.3

を採用いたしておりまして、これを2分の1に引き下げるということで、

現実には0.05本市よりは低い結果にはなっております。いずれにいたしま

しても、都市計画税と申しますのは目的税でございまして、市の公共ゞ都

市計画施設等の整備に向けて充てられる財源でございますために、東京都

のようにほとんど23区全体が市街化区域に包含されておるような地域と、

本市のような場合とは、若干質を異にするんではないかというふうに考え

ておるところでございます。

また、第4点目で、市街化区域内農地の宅地並み課税は行わないように

ということでございますが、これにつきましては、かつて市街化区域農地

の宅地並み課税の制度が取り入れられた際から、一部に反対をされておる

向きは十分承知をしておるわけでございますが、この点につきましては、

さきに申し上げましたような土地税制全体に絡まる問題としての考え方の

見直しといったようなことも含まれておるようでございますが、方向とし

ましては、やはり是は是、非は非としたような形での宅地並み課税の継続

といったようなことが考えられておるんではないかというふうに考えてお

るところでございます。

なお、ご質問の中には直接触れられなかったわけでございますが、お申
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し出の中に、路線価の公表、あるいは内容通知制度の導入等の文言も含ま

れておりますのでつけ加えさせていただきたいと思います。これらにつき

ましては、自治省の指導等もおいおい具体的になされるということを待た

ざるを得ないところもあるわけでございますが、本市としましてもそれに

先駆けまして、特に内容通知等につきましての方法を現在検討に入ってお

るところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君）• 水道事業管理者。

〔水道事業管理者（奥山武助君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥山武助君） ゴルフ場の開発に伴います三重用水の

水質の問題についてお答えをいたします。

この菰野調整池の上流に、東急建設が開発を行っておりますゴルフ場に

関する農薬関係についての汚染が懸念されるというようなご指摘を受けた

わけでございますが、次のように考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

まず第1点でございますが、三重県が平成元年3月に制定いたしました

農薬の適正使用、環境の保全、災害の防止の3点を柱とする「ゴルフ場の

維持管理に関する指導要綱」によりまして、農薬などの流出監視が図られ

指導されること。

2点目といたしまして、昭和62年8月に、水資源開発公団と東急建設株

式会社が、三重県知事並ぴに菰野町長を立会人といたしまして締結されま

した基本協定書によりまして、水質の保全に関して協定内容に織り込まれ

ていること。

3点目といたしまして、去る 5月17日付で厚生省から出されました「ゴ

ルフ場使用農薬にかかる水道水の安全対策について」の中で、 21種類の農

薬を選定いたした暫定的水質目標値が設定され、許容濃度基準ができたこ

とにより行政指導ができること。

し 4点目といたしまして、先月の5月30日、四日市市環境保全審議会の当
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ゴルフ場建設現場視察に同行いたしまして、厚生省から出されました水質

目標値を遵守するよう要請いたしましたところ、今後の使用農薬等は水資

源開発公団との協定に基づき、既に防除計画書は提出済みであり、毒性の

低いものを使用し、厚生省の目標値は守った上、使用回数を極力押さえる

との回答が得られましたこと。

5番目といたしまして、県営用水供給事業からの受水は原水受水ではな

く、飲料水として浄水された水であり、また適切な飲み水として十分チェ

ックされた水を受水するものであること。

以上の観点から、市民の皆様には、安全で安心して飲んでいただける水

の供給は必ずできるものと確信をいたしております。

〇議長（山本勝君） 建設部長。

〔建設部長（竹村二郎君）登壇）

〇建設部長（竹村二郎君） 第4点目の市営住宅の駐車場と車庫証明につ

いてのご質問にお答え申し上げます。

一昨日も喜多野議員の三重団地内の諸問題について申し上げましたとお

り、それぞれの団地内の市営住宅は、当時の社会情勢を踏まえて住宅の構

造：また敷地のレイアウトをいたしたものでございまして、今日のこの急

激な車社会の到来を考えての配慮はございませんでした。市営住宅内の空

き地スペースを駐車場にして車庫証明をと、こういったご意見でございま

すが、この空き地スペースは、子供たちの遊び場とか、また高齢者の方た

ちの憩いの場と、こういったような多目的な利用、活用もされておりまし

て、また同じ住宅内におきましても車を使われない方もおりますので、こ

の空き地スペースを公平に利用いただきます点から考えますと、現時点で

駐車場に絞って利用することには、多少問題もあろうかと思います。また、

それぞれの団地内の事情、お考えもございますので、今後は他の公営住宅

の駐車場に対する対応、対策等、こういったものも参考にいたしまして、

本市の考え、方針も決めてまいりたいと、このように考えておりますので
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ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（山本勝君） 水野和子議員。

〔水野和子君登壇）

〇水野和子君 ただいまご答弁いただいたわけでございますが、給食の問

題についてもう一度お尋ねをしたいと思います。

昭和29年に成立した学校給食法は、その第1条で、 「学校給食が児童及

び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与する

ものであることにかんがみ、学校給食の実現に関し必要な事項を定め、も

って学校給食の普及充実を図ることを目的とする」と定めております。そ

して、 「食事について望ましい習慣とか、明るい社交性、ー栄養改善、健康

の増進、食糧の生産、配分、消費について正しい理解を養う」ことを挙げ、

「国及び地方公共団体は、音，学校給食の普及と健全な発達を図るよう努めな

ければならない」と定めています。

先ほども教育長が、これは義務法であるというふうに言われたんですけ

れども、 29年からこういう義務法が出ておるわけです。そして先ほども言

いましたように31年5月には、中学校にもこれを普及させるようにという

通達が出ておって、その後35年ほどですけれども、そのままにしておかれ

たこと自体も、非常にこの四日市市の長として、市長さんはどう思ってお

られるのかという思いがいたします。

そして教育長は、家庭の役割が多いと言われたんですけれども、現在女

性の進出が目覚ましく、また生活面におきましても、女性が働かなければ

やっていけないという状況の中で、この中学校給食というものが本当に子

供たちの栄養を充足するものであるという立場に立つならば、今すぐにで

も中学校給食をしなければならないのではないかと思います。

高崎市の中学校では、これは中曽根首相のおひざ元で、前の議会で一般

質問させていただいたときにも私はここで例として出させていただいたん

ですけれども、ここは3年がかりで中学校全部が自校方式で給食を実施さ
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れたところでございます。そこの校長先生がおっしゃいますのには、 「生

存のための食だったらセ‘ノタ一方式でいいが、生活のための食、自校方式

が絶対いい。愛情弁当とか食の個性化など、お母さんが言っているのをた

びたぴ聞くが、あの小さな弁当箱にバラソスのとれた食事が入ると本当に

思っているのですか。お弁当を持ってこられない子供たちもいるのに、ご

く少数の豊かな弁当の子供がおいしく食ぺれるとでも思っているのですか。

豊かな食事とは、温かいものは湿かく、旬の味があって、みんなで歓談で

きるのが食ではないでしょうか」と述べています。

また、千葉県の睦沢町の中学校の元教育長の鵜沢先生は、 「給食は教育

です。ただ食べさせればいいというのではなく、あくまでも子供を育てる

エネルギーです。そのためには冷凍食品や加工品でなく、心を込めた手づ

くりです。調理員や栄養士は、教師に準ずる教育者であり、子供をよくす

るための仕事です。したがって、自校方式でなければ教育の本質は失われ

ます」、こんなふうに言っておられます。

先ほどアソケートの結果が、子供の反対が何％あったとか、先生の反対

が何％あった、だからこれはできないんだ、こんな問題ではないと思いま

す。先生が反対されているのは、先生の仕事が忙しくなってくる、条件整

備のおくれの問題、そして栄養士の方々をもっと多く増やす。基本的生活

習慣の確立のできる子供に育てることが指導の目的でございます。また、

教員養成の過程で食の教育が行われてないことが、先生たちの反対される

理由ではないかと思います。ぜひともやるという方向で、問題研究会の中

でも努力をしていってほしいと思います。マ

次にゴルフ場の問題ですが、水道局長のお話によりますと、 5つの目的

できちんと、必ず安心して欽める飲料水を供給するということでございま

す。住民が突然行ってその水を分析できるような、そういう立入調査権も

認められるような協定にしていっていただきたいと思います。

基金の問題ですけれども、今後広く対象として考えていきたい、その中
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の一つとして、ゴルフ場も対象にしていきたいと言われておりますけれど

も、やはり広大な緑をつぶすわけでございます。ぜひともそれの代替とし

て多くの基金を求めることは、当然のことだと思っております。

市営住宅の車庫証明の問題ですけれども、子供さんや老人たち、また車

を持っていない方たちの配慮も必要だとは思いますが、現時点で本当に車

庫証明が出なくて困っていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。今後公

営住宅を参考にしながら本市の方針を決めていきたいと言われております

けれども、早く対応していただきますようにお願いをいたします。

固定資産税の問題につきましては、私どもの申し入れが出ておりますの

で、後日、また申し入れの回答をいただきにまいりますので、よろしくお

願いいたします。

以上、私の第2回の質問を終わらせていただきますo

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇）

〇教育長（岡田久江君） 先ほどはいろいろなご提言、お示しがございま

したが、私は、目下検討中の件が多うございますので、数値のみを申し上

げて、それの是非について申し上げたつもりはございません。いずれにし

ましても、目下検討中でございます。

なお、私の発音が悪かったのかもわかりませんが、先ほど学校給食法は

義務法というふうにおっしゃいましたが、奨励法でございます。その辺は

私の発音が悪かったのかもわかりませんが、よろしくお願いいたします。

〔「関連」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本勝君） 橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇）

〇橋本茂君水野和子議員が質問された第1点目の学校給食、とりわけ

中学校給食の問題で、わざわざ学校給食法の一部を改正する法律が施行さ

れる段階での通達について引用して、教育長、どう受けとめておられるか
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ということをお聞きをしました。十分に踏まえているつもりとだけしかお

答えがなく、非常に私は、これは回答になってないというふうに思うので、

改めて関連質問させていただきたいと思います。

先ほど水野和子議員も読み上げられましたように、この奨励法といえど

も、この中身をどうとらえてみえるのか。義務教育の完成を目指す上で、

心身ともに旺盛な発達段階の子供たちに、学校給食を中学校でやること非

常に重要だという趣旨で、徹底をしてほしいということで昭和31年に出さ

れました。それから、先ほども水野和子議員が申されましたように35年た

ったんですが、四日市でこれ、取り組んでこなかったわけですね。ですか

ら、これは今の教育長だけの責任じゃない。歴代の教育長あるいは市長の

責任かと思いますけれども、義務教育の充実という点で非常に不熱心だっ

たと、概括的に言えば、言わざるを得ないわけですね。充実ということに

ついて不熱心だったんじゃないかと指摘せざるを得ない。だから今、議会

の内外で問題になっているからこそ、去年から検討会をつくって本格的に

やろうという動きになってきたという経過があるわけです。ですから、あ

くまで、やらないんなら、検討会やる必要ないですよ。あくまでこれはや

らなきゃいかんという立場に立ってみえる、そういう35年の反省の上に立

って、教育長も市長も、検討会を置こうじゃないかと、そして実施をしよ

うじゃないかという点でのいろいろな問題がある。

私どもは、先ほど水野和子議員が申し上げたように、長年の小学校給食

の中で自校方式で確立してきたよさ、また四日市の給食はおいしいという

定評がある。ここを踏まえてやっていくということを、我々は当然踏まえ

て、学校給食関係者の皆様のご努力を、その延長をやっていこうという点

で主張してるわけですけれども、まずセソタ一方式だとか、いろんな多様

な方式、そういう議論はあるでしょう。しかし、実施について強力に進め

ていく、そのためのアソケートじゃなかったわけですか。

そして先ほどの結果の評価はいろいろありましょうけれども、父母の方
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が8割近く実施を望んでおられるということ、これは本当に重視すべき問

題じゃないかというふうに思うわけです。そういう点で過去35年を踏まえ

て、教育長はどうされようとしているのか、改めてお聞きをしておきたい

と思います。

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） これからやろうとしているからア‘ノケートをと

ったというふうにおっしゃったんですが、アソケートの数は先ほど申しま

したが、それを含めまして、全部検討会の方で検討をしていただいている

段階でございます。

35年間ということをおっしゃいましたんですが、この数値というものの

、検討がまだなされておりません。いずれにしましても、別にさぼっている

わけではなく、四日市には四日市の方法もございますし、一生懸命に取り

組んでいるということで、やるためにとか、やらないためにとか言う前提

はございません。この数値を調ぺたことは事実でございます。

〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前11時3分休憩

午前11時16分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引続き会議を開きます。

まだ橋本茂議員の時間が少し残っておりますので、再質問を許します。

一橋本茂議員。

〔橋本茂君登壇）

〇橋本茂君締めくくりの発言をさせていただきます。

義務教育の充実という点で中学校給食の実現、それから推進、これは先

ほど教育長は、サボタージュではないと弁解をされておりましたけれども、

やはり一層前進、充実をさせるという点から取り組んでいただくというこ
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とによって、弁解を実践でもって示していただくということでの強い要望

と期待を表明させていただいて、質問を終ります。

〇議長（山本勝君） 佐藤晃久議員。

〔佐藤晃久君登壇〕

〇佐藤晃久君通告に従いまして質問をさせていただきます。

先ほども水野和子議員から質問の中でゴルフ場問題が出されておりまし

たので、重複するかと思いますがよろしくお願いをいたしたいと思います。

ゴルフ場プームにのって増え続けるゴルフ場は、営業中、造成中、申請

計画中、合わせて全国で三千力所近くにも上り、営業中、造成中面積は、

国土の0.54％と言われております。ほぼ東京都の面積に匹敵することが新

聞の報道で出ております。しかし、農薬使用による環境汚染や造成による

自然破壊なども問題化しており、建設ストップなどを求める住民運動も約

190件に上っています。

集計によると、全国で営業中のゴルフ場は1,709カ所で、造成工事中が

315カ所、申請計画中は 910カ所。営業中のゴルフ場が最も多いのは、北

海道の 131カ所であります。次は兵庫 116カ所、千葉 104カ所の順になっ

ております。造成中が特に多いのは、茨城、兵庫、北海道、岐阜、三重と

いうことになります。三重、岐阜の両県下は各13カ所で、愛知県では4カ

所が造成中とのことであります。

この第三次ゴルフプームが始まった1985年以降営業開始したのは 242カ

所、列島改造プームにのって各地で士地を買い占め、乱開発が進んだ75年

から79年の 396カ所、高度成長期の70年から74年の 325カ所に次ぎ多いわ

けであります。申請計画は空前の数に上り、ゴルフ場の造成ラッシュをも

たらした要因の一つは、言うまでもなく87年度に成立した総合保養地域整

備法で、このリゾート法は内需拡大のため財政上の優遇措置に加え、農地

の転用許可基準の緩和、保安林指定解除手続の簡素化などによって、ゴル
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フ場ラッシュになったと言われています。→
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三重県下の状況は、 6月5日の新聞の報道によりますと、営業中が45カ

所、工事中が13カ所、協議済みが31カ所、これ以外に事前協議中やら、‘環

境アセスメソト通知済みが 118カ所、面積では 5,350ha、計画中を含めれ

ば3万 590haであります。県土の中で見ますと、面積は5.29％の土地、三

重県は突出したゴルフ王国と言われております。

そこでお尋ねをいたしますが、先ほども水野和子議員がこの観点で質問

をいたしたと思いますけれども、私は、営業中、造成中、協議中、計画中、

または環境アセスメソトの通知を入れると何力所になって、市の面積の何

％になるのか、また、市は申請されているものにどう対応されているのか、

お聞きをいたしたいと思います。

次は、農薬使用についてであります。

全国的にゴルフ場をめぐる農薬散布の問題が今日クローズアップされて

おりますが、市当局は農薬使用を禁止する考えはないか、お尋ねをいたし

たいと思います。

ゴルフ場の芝生の手入れには、安全基準の2倍ないしは3倍を超える量

の除草剤、殺菌剤などの農薬が使われています。農業従事者には農薬取締

法に基づく安全基準がありますが、ゴルフ場には法的規制もなくう、野放し

の状態になっていると思います。農薬使用に関する安全基準要綱をつくっ

て規制をしたらどうかと思いますが、お考えを聞かせていただきたいと思

います。

次は、隣接するゴルフ場、次から次へとゴルフ場がつくられますから、

ゴルフ場の複合的汚染が心配されるわけでありますが、市当局としてどの

ようにチェックされているのか。今後どういう対応をされるのか、お考え

を聞きたいと思います。

最後になりますが、三重用水の関係でございます。

先ほども水野和子議員の質問に対して回答されておりますが、飲料水の
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影響は安全であるというふうに回答が出されたと思います。そういう中で

市当局として、市民にも協定書を公開するようにできないか、お尋ねをい

たしたいと思います。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇）

〇都市計画部長（前川鉦一君） ゴルフ場の問題につきましてお答えを申

し上げます。

ゴルフ場開発に対して何らかの歯どめがかけられないかといった点につ

きましては、先ほども水野和子議員の方からご質問をいただきまして、お

答えもさせていただいたところでございます。本市のゴルフ湯の現状を申

し上げますと、既に開設済みのものが3カ所、現在工事中のものは1カ所、

国土利用計画法に基づく大規模土地取引に関する事前指導要綱による承認

済みのものが3カ所、それから平成元年9月14日付で三重県の「ゴルフ場

等の開発事業に関する指導要綱」これの一部改正に伴う、いわゆるゴルフ

場開発規制以前に環境アセスメソト実施に関する通知書が出されておりま

すものが4件、これはダプっておりまして、箇所数では2カ所でございま

す。

市域面積にいたしますと、すべて出されておるもののトータルといたし

ましては約 4.1％ということでございます。このうち、先ほども水野和子

議員のところで申し上げましたように、いろいろと市の土地利用計画との

整合性といったことから、いろいろ抵触するものにつきましては、お話し

合いもしておりますので、実際には私どもの予測としましては、計画中の

ものは3カ所ほどにという方向で、そうなりますと面積としましては 3.4

％ぐらいになろうというふうに予測をいたしておるわけでございます。

以上申し上げましたように、県の土地利用対策委員会の承認を得て事業

が進められているものがあるわけでございまして、現行法のもとでは規制
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は極めて困難でございます。したがいまして、開発区域及びその周辺にお

ける環境の保全並びに災害の防止を図るといった点につきまして、もう少

し具体的にご説明を申し上げたいと思うわけでございます。

平成元年9月に、三重県が「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」

の一部改正を行ったことはご承知のとおりでございまして、これは環境の

保全に関しまして、事業計画の策定基準といたしまして、上水道の水源地

等に支障を及匠さないこと。

設計基準といたしまして、樹林地を開発区域全面積の従来40％でござい

ましたものを、 50％以上確保すること。

それから、開発区域の外周は、防災効果を維持するために緩衝帯として

従来20mでございましたものを、幅30m以上の樹林帯を保存するといった

こと。ただし、人家、公共用施設等に接する場合におきましては、 40m以

上を保存するといったこと。

公害防止として、開発区域内から排出される雨水は、下流の生活環境及

ぴ水産資源に支障を及ぼさないよう、魚類等を放流した池、いわゆる監視

池でございますが、これを計画するといったこと。

こういったことが追加されておるわけでございます。今後の開発指導に

つきましては、こういった点を十分審査していく考えでございます。

また、平成元年3月1日より施行されております三重県の「ゴルフ場の

維持管理に関する指導要綱」に基づきまして、ゴルフ事業者が毎年2月末

日までに殺虫剤、防草剤のこういった防除計画書、農薬の使用状況あるい

は排水口における水質検査結果、それから残地森林、こういったものの維

持管理状況、あるいは調整池の維持管理状況、こういう前年のゴルフ場維

持管理状況について、関係市町村長を経由して知事に報告することになっ

てまいったわけでございます。市といたしましても、今後とも現在のゴル

フ場の置かれております立場を十分考えながら、ゴルフ場が迷惑なものに

ならないよう、周辺の環境と十分調和のとれたものになるよう、県の指導
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要網を遵守させますとともに、市といたしましても強力な指導を行ってま

いりたいというふうに考えておるわけでございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（山本勝君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） ゴルフ場の問題をもう少し広域的にとらえて

いくべきではないかといった、そういったご趣旨のご質問だと理解をさせ

ていただくわけでございますが、ご指摘のようにこれまでのゴルフ場の、

特に環境への影響につきましては、ご承知のとおり、その個々のゴルフ場

についての対策とチェック、そういう形で対応いたしておるのが現状でご

ざいます。したがいまして、今後、単に四日市だけのゴルフ場だけではな

くて、隣接市町村に設置されておりますゴルフ場を含めた広域的な面から

の環境への影響について、どうしていかなければならないかということを、

今後対策として考えていかなければならぬ、そんなふうに実は思っている

わけでございます。当面、市といたしましては、個々のゴルフ場と環境保

全協定を締結する準備をしているわけでございまして、現在関係部局によ

りまして検討を重ねておりまして、本年中には、事業者等の間で環境保全

協定が締結できるようにいたしたい、このように考えているわけでござい

ます。

なお、今後の取り組みについてでございますけれども、私どもといたし

ましては、特に関係が深い菰野町さんと寵ちにそういったことについての

協議を進めてまいりたいと思っているわけでございます。さらにより広く

統一をいたしました指導も極めて重要だ、このように考えているわけでご

ざいますので、今後北勢地域一体となった協議会の設置について、関係の

市町村に呼びかけ、協議会の設置をぜひやっていきたい、このように考え

ているわけでございます。同時にまた県に対しましても、検討機関の設置

について強く働きかけてまいりたい、このように思っておるわけでござい
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ますのでご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 佐藤晃久議員。

'〔佐藤晃久君登壇〕

〇佐藤晃久君 答弁いただきましたが、最初の開発行為の関係です。全国

的にここ 1年というのは、市長もご存じだろうと思いますが、指導要綱な

りそういう中から全国的に変わってきておるというふうに思います。そう

いう中で開発行為ですが、先ほども答弁をいただきましたが、この辺をも

う一度教えていただきたいというふうに思います。

工事中が1カ所ヽ大規模の土地取引に関する事前指導要綱による承認済

みが3カ所、平成3年の環境アセスメソト実施の通知書が出ているのが4

カ所ということで、全部で市城面積の約 4.1％というふうに言われました。

最終的には 34％ということですが、この中で環境アセスメントの通知ま

でいきますと、約1年ぐらい期間がかかるというふうに言われております

けれども、この中で具体的に聞きたいんですけれども、確かに今オープソ

されておるのは3カ所であるわけで、もう一つは桜台の力‘ノトリークラプ、

これが造成中ということですね。そういう中で私がお聞きしておるのは、

もう少しあるようなことを聞くわけでございますけれども、この中で取り

下げというのが、大規模に対する取り下げというのが先ほども報告されま

したけれども、一体取り下げというのがどういう形で取り下げられたのか。

それはなぜかと言いますと、環境影響評価準備書という、こういう膨大な

文書があるわけです。確かにこれ、説明会に行くと、これで説明されるわ

けだそうですけれども、こういう環境影響評価準備書を提出して、提出す

る段階でこれが取り下げになっておるのか。または事前協議の申請書の段

階で取り下げになっておるのか、もっと言いかえれば、土地利用の関係含

めて、市当局の中でこれが取り下げられておるのか。一度その辺を聞かし

てもらいたいというふうに思うわけでございます。

開発行為の関係で、ここ 3カ月ぐらいですけれども、津市では、開発業
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者から出された建設設計書を三重県に提出する際に、市長の意見書をつけ

ますが、これを反対ということで出されたのは、ご承知であろうと思いま

す。津市だけではなしに、三重県では河芸町、これも県に対し意見書を出

すときに反対であると。内容的には、農薬散布による地域環境、人体へ

影響、土地利用計画との整合性を考えて、反対の意見書を出したというふ

うに聞いております。また、ちょっと離れておりますけれども、大町市で

は、最近のことですけれども、ゴルフ場開発を断念したということであり

ます。私の言いたいことは、こういうふうに開発計画書が上がってくる中

で、やはりもっと行政側が、先ほども答弁ありましたけれども、土地利用

計画との整合性を含めて考えていかなければ、先ほども最終的には 3.4%

とか言われましたけれども、ならないであろうかというふうに思います。

次は、農薬使用の関係でございますけれども、これは全国的に最近変わ

っておるわけでございますけれども、三重県の段階では変わってきておる

のは、これもご承知だろうと思います。菰野町が行政の立場で農薬のチェ

ック、これは聞きますと保健環境課を中心として行政チェックをするのを

明らかにしたというのが言われております。また桑名市では、これはきの

うの新聞でございますけれども、員弁郡5町含めて環境保全推進会議をつ

くっていきたいということで、新聞で報道をされておりましたけれども、

何といっても農薬使用は、私らが目に見えないことでございます。やはり

先ほども言いましたように、指導要綱で規制をしていくことに尽きるんで

はないかというふうに思います。

これと愛知県の関係では、例としてここに出てきておりますが、農薬散

布汚染による農作物のための規制を、これも報道されております。そうい

う中で、先ほど言いましたように第1点目の関係を、もう一度報告してい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇J
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〇都市計画部長（前川鉦一君） 最初の、どんな理由で取り下げをしたの

かといったお尋ねがございましたので、お答えを申し上げます。

四日市の考え方といたしましては、市民の生活環境と産業振興、これの

両立を目指す形で21世紀を展望し、ご存じのような四全総の実施法でござ

います多極分散型国土形成法、これに甚づきますパイテクプラネット構想、

こういったものも打ち出されておるわけでございまして、こういった上位

計画を踏まえて、現在総合的な土地利用計画の策定を進めておるところで

ございます。したがいまして、こういった市の方針に従いまして、ゴルフ

場開発の問題につきましても、これまで関係部局とも十分調整を図ってま

いりながら検討を行ってきたところでございます。その結果、先ほども申

し上げましたようfょことから、市の将来計画に支障があると思われるもの
につきましては、開発者側の理解、協力を求めると、こういった形で話し

合いを進めさせていただいておりまして、＊一部取り下げの方向、あるいは

そういうご理解をいただいてこちらの考え方に沿っていただく、こういう

ような状況が出てまいっておりますので、先ほど申し上げたような数にな

るわけでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思うわけでご

ざいます。

〇議長（山本勝君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 最初のご質問の中で、農薬を使用することを

禁止する考え方はないかという、こういうお尋ねがあったわけでございま

す。農薬使用の禁止については、率直に申し上げて基本的には大変難しい

というふうに考えておるわけでございます。したがいまして、先ほど来ご

答弁を申し上げておりますように、三重県の「ゴルフ場の維持管理に関す

る指導要網」、これに甚づきまして対処していくというとこになるわけで

ございますけれども、同時に私どもとしては、今申し上げましたように、

本年中に環境保全協定を事業者との間で締結をするということでございま

-179-



すので、そうした中で農薬使用についてはできるだけ低毒性、あるいはま

た農薬の使用量を減らしていくという、こういったことについて協定の中

で具体的に対応してまいりたいと、そうした中で万全を期してまいりたい、

このように考えているわけでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

また、環境保全協定の中身についての公開についてもお尋ねがあったわ

けでございますけれども、この点につきましては、今後そういったご趣旨

を踏まえまして、事業者との間で具体的に協議を進めてまいりだい、その

ように思っておるわけでございますので、あわせてご理解をいただきたい

と存じます。

〇議長（山本勝君） 佐藤晃久議員。

〔佐藤晃久君登壇〕

〇佐藤晃久君 答弁いただきましたけれども、最近農薬を使わなくてもこ

れができるというのが、新聞で報道をされております。鳥取県の米子市で

は、市営ゴルフ場に堆肥を使ってゴルフ場ができておるというふうに聞い

ております。そういうことなり、千葉県も、これは全国的に探しましたけ

れども、千葉県もしかりだと。それですから、日に日にそういうふうに業

者なり行政側が考えて、今日にきておると思います。ですからぜひとも農

薬を使わないゴルフ場にしてもらうことをお願いを申し上げて、私の質問

を終わります。

〔「関連」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本勝君） 前川辰男議員。

〔前川辰男君登壇）

〇前川辰男君 関連の時間がありませんので、市長に2点だけただしたい

と思います。

明らかにしなきゃならぬ点がたくさんありますが、いずれも今までの理

事者側の答弁というのは、今ある現状の中での説明であるわけです。これ
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は県の指導基準ですか、そういうもの。ところがこれ幸いにして、加藤市

長、それから片岡助役、ーこれは20年前に公害問題で随分苦しみながら今日

の時代を切り開いた責任者の一人でもあるわけですね。ちょうどあのとき

と比ぺてみれば、公害の対策の夜明け前だったんです。今ゴルフ場問題と

いうのは、やみの中にあるわけです。既存のそういうふうな指導要綱等で

処置して、それでうまくいくのなら、何も社会問題は起こりません。そう

でしょう。今、津の市長が市民のために立ち上がろうとしてるんですよ。

そこまで追込まれているんです。そうすれば公害問題で貴重な体験をされ

た市長、片岡助役、先頭に立って、新しい時代を切り開くために努力をし

ていただきたい。その覚悟を聞きたいということが一つ。

それからもう一つは、それはなぜかというと、一つ一つのゴルフ場につ

いての検討ですね。これは一つの点であるわけです。それがたくさん集ま

れば面になるわけです。この面になったときの相乗効果というのは、大変

恐ろしいものになってくる。このことの一つは、先ほどから出ております

東急のゴルフ場、 70％今つくられておるそうですが、これが一昨年、市長

の方から環境保全審議会に諮問がありました。僕は会長として答申をした

わけです。その中に、できるだけ緑を残しなさいと。現状の中でやるよう

にということが具体的にも出てたはずですが、みごとにこれが裏切られて

るわけです。これは一体何なのか。私どもは市長に答申して、ここで審議

会の立場は一応終わるわけですが、今度は市長は、それを受けて関係者に

そのことをきちんと伝えなきゃならない。ところが、伝わっておるのか伝

わってないのか、それを聞きたいんです。もし伝わっておるにもかかわら

ずそれが違反をされたときに、一体市はどうするのか。強い態度で臨まな

きゃならないと思いますので、その2点、これをお伺いします。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ゴルフ場の問題につきましては、私も大変心配を
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いたしておるところでありまして、当局に対しましては、 「はっきりと申

請者に物を言いなさい」という指示を2回ほど出してあります。

なお、環境保全審議会のご答申につきましては、私はそれもそのまま当

局の方に流してありますので、私自身は、やはり農薬はできるだけ避けた

いという方向で考えておるということをお答えを申し上げておきたいと思

います。

〇議長（山本勝君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇J

〇助役（片岡一三君） ゴルフ場問題につきましては、先ほど来、関係部

長からお答え申し上げましたように、事農薬に限らず、自然環境を保全す

る、また合理的な土地利用ということから、これ以上四日市にゴルフ場は

要らないんではないか。既存も含めまして、現在建設中、さらには申請さ

れているものもありますが、その農薬使用につきまして、我々としては厳

しくチェックもしていくつもりでございますし、環境保全審議会のご意見

もちょうだいいたしていることでもございますので、今後万全を期してき

いたい、このように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。

〇議長（山本勝君） 前川辰男議員。

〔前川辰男君登壇〕

〇前川辰男君 どうも私の質問に答えてないような感じがするんですが、

総量規制をやらなきゃならない時代だと思うんです。もう時代というより

も、時間だと思うんです。それに対して、これは市がやるわけにいかない

かもしれませんが、国に対し、県に対し、強い要請をしていかなきゃなら

ぬ。その覚悟を市長に聞きたい。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 当然だと思いますので、それは県の方にも厳しく

お願いをするというつもりでございますので、ご了承賜りたい。
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〇議長（山本勝君） 暫時、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後1時2分再開

〇議長（山本勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正数議員。

〔伊藤正数君登壇〕

〇伊藤正数君今議会、最後の質問者になりました。連日でお疲れであり、

最も気分の緩やかな昼下がりでございますので、ひとつどうかよろしくお

願いいたします。

また、質問の内容に重複する点があろうかと思いますが、ご理解をいた

だきますようにお願いをいたします。

通告に従って質問いたします。まず最初に、丹羽文雄記念館を建設いた

だき、四日市文化の中核施設と位置づけられるようお願いいたします。先

生の我が国文学へのご貢献を永久かつ全国的に広く顕彰するとともに、普

遍的な記念館の概念を覆して、先生の膝下でともに学ぶ気風のみなぎる生

涯学習の場を育て、魅力と活力ある産業と文化のまち、四日市の象徴とし

て実現していただきたいと思います。

この事業に関しましては、過去に心ある方々によって提唱され、昭和60

年度予算に郷土作家記念館の調査研究費が計上され、 4名の調査委員によ

るそのまとめも公表されている過去の問題かもしれませんが、今日では丹

羽文雄記念室が手狭でありますので、早晩これの解決を図るべきでありま

しょう。

当市が生んだ唯一の文化煕章受章者であり、名誉市民に列した先生の文

学上のご功績は抜群、したがって情報過剰の今日、郷土作家記念館ではア

ピールするバイタルが乏しいので、提言の命名で建設いただき、他の郷土

有名作家も丹羽文雄先生とともにこの施設で顕彰されれば、広く全国的な
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来館の方々にもご紹介ができるのではないかと思います。このように申し

上げますと、対案として現図書館をそれに充当して、図書館を別の場所に

移転せよというご意見もありましょうが、今日のような車社会では、十分

な駐車場を持たない施設は施設としての適格性を欠きますので、図書館の

移転も交通上の利便と駐車場の十分な確保、さらに環境のよりよい場所に

移転させるようお願いいたしたいと思います。

提言の記念館ともども、当市文化の中核施設として文化レベルの向上の

振興に果たすべき機能を高め、文化不毛のそしりを払拭しなければなりま

せん。

私も行政視察で、岩手県花巻市の宮沢賢治記念会館ほか、この種の施設

を見てまいりましたが、自治体の財政規模以上の投資で、広い敷地に目を

見張るような施設を羨望の眼で見せていただきました。今日の市民が大切

な後継者の子孫に誇りを持って譲ることができるこの記念館の建設と図書

館の移転を心からお願いして、市長のご所信をお伺いいたしたいと思いま

す。

続いて、学校教育の施設関係で、｀プレハプ教室の解消、空き教室の利用

目的転換についてお尋ねいたします。

最も身近な桜地区の小中3校に、ここ10年ばかりの間プレハプ教室を見

なかった期間は珍しく、新築、増築に追われたご苦労は十分察することが

できます。それだけに目の当たりに厳しい暑さと耐えがたい寒さの中で学

習している子供たちの姿に接しますとき、完備された教室との学習環境格

差に耐えがたい思いがいたします。現在も改築中の三浜小、中部中、富洲

原中はやむを得ないとしても、川島小には 162而が図書館としてあり、プ

レハプ解消に努力されているのか＼理解に苦しみます。

この状況は、過去のものも含めて学習条件の不公平をもたらす。学習効

率を低下させ、市費の浪費につながる措置であると思います。公式論で申

し上げれば、プレハプ教室を必要としない建築の促進というー語に尽きる
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わけでございますが、この公式に当てはめることのできない阻害する原因

はどこにあるのか。推測できる要因としては、学級数の確実な把握、国庫

補助申請の時期等が考えられますが、もし教育行政の自助努力でプレハプ

校舎の解消が可能ならば、教育施設行政をその方向へ進めていただくよう

お願いいたしたいと思いますが、この辺の事情を承るとともに、就学児童

減とは言え、もし明年度プレハプ教室のご計画がございましたら、全面改

築の学校を除いて承っておきたいと思います。

なお、これと表裏する課題として空き教室の利用問題がございます。最

初にお伺いいたしておきますが、現在の総学級数を基礎に必要普通教室と、

必要基準特別教室を除く何教室が空き教室になっているか、また空き教室

はその校独自の利用目的、地域への開放、その他の利用（ただし不用机等

の倉庫代用は含まない）、及ぴ全く遊休の教室数内訳はどうなっているか。

また、教育委員会はこれらの空き教室の利用についてどんな指導をしてお

られるか。さらに、今後どう利用するのが当市の教育振興にプラスするの

かご計画があれば承りたいと思います。

以前に私もラソチルームに触れましたが、 3校で実現を見ております。

したがって、空き教室はランチルームに改装設備いただき、教育的かつ衛

生的な給食教育の環境を整備願うとともに、今日の子供たちは将来の国際

社会、情報社会の担い手となり、，未来に向けて夢豊かに伸びていくのであ

りますから、学校生活も今日的課題に対応させる環境は極めて望ましいこ

とだと思います。この点学校が海外と交流した大正時代、テレビを教育に

取り入れた昭和にして、この両面とも学校教育では後退し、当市の友好親

善事業でも、子供たちの出番の少ない点を素直に反省してよいと思います。

これらの教育的な方法は専門の教育委員会と教育現場に期待申し上げ、指

導する教室の活用に対する施策をお伺いいたしたいと思います。

次に、開発と水の被害について二、三点お尋ねいたします。

まず、農林水産部所管事項から申し上げますが、小山田地区西山町に農
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村モデル環境整備事業として立派な広場を造成され、地区住民が有効に利

、用を図っておられますことは、私もお願いしてきたスポーツ広場の確保と

あいまつ事業で、心から喜んでおります。．ところが、この広場の真下にあ

る茶園が大雨の都度冠水するようになり、たびたぴの被害で茶の生産量と

質が低下したので、この茶闊をあきらめ、約lmの土盛をして、・今野莱閑

に転換されており、地権者は市役所は農地を守ってくれる立場であるのに、

逆の農家泣かせだ、土盛したのり面もやがて崩されるので、黙っておれな

くなったと訴えております。この被害は、明らかに開発との因果を否定す

ることができない事例で、行政は事情に応じた対応をしてしかるべきであ

ると思います。 ― 

これに類似した水田の冠水被害が水沢地区の足見川流域にもあり、開発

の陰で泣かされている複数の農家がございますが、相手が道路公団でござ

いますので、説明は省きます。

このような事例の現地を見ますと、前者は山林を広場にした場合の雨水

との関係、また後者は雨水の流れを遮断した関係で、被害と加害が同居し

ているわけでございます。開発前の防水診断がいかに大切かを身にしみて

学び取りました。

今日当市において三重地区のハイテク団地、桜地区の住宅団地、ゴルフ

場の造成など、大小多くの開発工事が取り進められておりますが、後日開

発の陰で事例として取り上げたような因果関係を招かないように防水診断

が開発の計画段階でされているのか。特に、大雨に対する周辺地の防水診

断は、いつどんな方法で行い、対策したのか、答弁をいただきたいと思い

ます。

また、今後開発が予定されている地域に対しては、降雨量との関係をど

んな方法で調査、診断するご計画か、貯水池依存だけでは対応できない、

周辺地保全に遺濶のないよう、開発行政を推し進めるべきです。

さきに事例で申し上げましたモデル環境広場でも側溝配水管が整備され
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ていても隣地は大きな被害を受けております。十分調査の上、しかるべく

措置されることが条理ではなかろうか、この所見だけを申し上げておきた

いと思います。

次に、提言事項に対する対応及び措置に関するお尋ねをいたします。

、お尋ねする順序は、取り上げていただいた提言順を踏まえ、タイミソグ

を失してはならない事項は例外として伺ってまいります。

まず、昭和62年6月議会で、青少年野外活動セ‘ノター及びアスレチック

等を含む一帯をリゾートゾーソとし、市民に緑と憩いのスペースをお願い

したご答弁で、自然豊かなレジャーゾーソであり、市民からもいろいろな

意見が出されているが、 60年6月に四日市観光懇話会が発足して、これら

施設のネットワークの構築について検討を加え、現在報告書の取りまとめ

を行っておりますと拝聴しております。当時はこれが初質問で、提言理由

も不備でございましたが、お願いした理念は、創造と教養、人間と自然の

共存、健康と文化の豊かな人間らしい自由時間をより多く充足する、いわ

ゆる高齢化社会、今日が既にこの社会の始まりですが、これに対応する市

政と施設をこの好適地にお願いしたのでございます。ただいま指摘したゾ

ーンにゴルフ場を建設中で、アメニティーな場所はだれしも欲しいわけで

す。私の提言に対する今日までの対策の経過と計画の状況をお聞かせ願い

ます。なお、当時の質問で、県道四日市土山線の国道昇格、国道 306号の

拡幅は市のご努力により大きく前進している点を感謝しております。

さらに、 63年3月議会で、近鉄四日市駅前の交通の現状見直しと中央通

りの景観の検討、並びに市民とのふれあいについてお願いし、具体的な計

画まで承ることができるととらに、 9月ごろを目標に都市計画決定を行い、

早期に事業化を図ってまいりたいと考えておりますとご答弁をいただいて

おります。当市の玄関口をどう構想し、悔いのない機能化に向けてご努力

中と存じますが、現時点における計画の概要を当事業推進上、支障のない

範囲で承りたいと思います。
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また同議会で、 1地区1総合グラウソドの設置をお願いし、ご答弁では

用地確保の問題等もありますが、各地域での未利用地、公共的な用地の活

用などを研究してまいりたいと思うとの前向きな姿勢で、困難な問題に対

応いただくご決意をうれしく思っております。

この時点でお尋ねしておきたい点は、各地区における未利用地、または

公共的な用地でスポーツ広場に好適であり、かつ転用可能な用地分布の現

状と、転用された実績について承りたいと思います。十分時間をかけて今

後とも継続的にご努力いただくよう要望申し上げます。

また、昨年3月議会で、ヘリネットワーク等ヘリポートを答申と提言し、

東名阪自動車道以西に立地との考え方もあり、この件は県に向けてアプロ

ーチしていく心組みと承りました。最近、県の方を調べたところ、他の市

町村からは働きかけがたくさんあるが、四日市はどうですかなということ

でございました。近々中、各自治体に向けて県で調査されるよし、この1

件へのご努力をお聞かせください。

最後に、桜地区の関係について2点お尋ねいたします。まず、桜財産区

の移管は、市長と住民の間で長年にわたり相互努力が払われ、そのご苦労

を多とするとともに、目的とする研究学園都市構想推進のため、円滑な処

理をお願いいたします。

この移管問題は、私も自治会長を勤めておりましたころで、東海環状テ

クノポリス構想の策定と相まって、当市に4年生大学を誘致する計画によ

って提起されました。この 1件がなお今日に及んでいる経過を反省いたし

ますと、ろいろいな事情がございますが、その一つには、桜財産区に対す

る理解と、昭和59年以降の自治会組織の改正に対する的確な認識に理事者

側、地区市民セ‘ノターも含めて反省すべき余地あり、この点まことに残念

に思います。

財産区に関する法律上の定めは十分ご承知のはずですが、移管業務に当

たる職員は例外なく、桜財産区に関する設立以降の永久保存文書、 Cこの中
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には桜村が市に合併した当時の市議会議事録等も含めて、これをお読みに

なられましたか。質問時間ではその中身に触れることはできませんが、こ

れらの古い公文書に生きている内容及び過程が、移管処理に果たす役割は

大きいと思います。

また、一方には昭和59年に自治会組織が改正され、この改正を受けて現

在はそれぞれが単位自治会からなる自主組織としての桜、桜台、桜花台の

三つの連合自治会と、この3連合自治会間の連絡調整を目的とする桜地区

連合自治会とで成り立っております。これらいずれの自治会組織も整備さ

れた規約を備えておりますので、各規約の中身と精神を十分認識尊重され、

今後万遺漏のないよう取り進めていただきたいと思います。もし、心当た

りがなければ指摘申し上げて、反省の資料にしていただきたいと思います6

財産区管理委員会の決議に至るまでは、その過程での自治会の働きは重

く、移管推進の鍵を握ると申し上げても過言ではないと思いますので、関

係の職員と地区市民セ‘ノターに格別の留意をお願いする次第でございます。

この2点についての理事者のご見解と、重要な時期にある今後の行政姿勢

を承りたいと思います。

次に、大変ご努力いただいている桜駅前広場と、智積養水保全公園の整

備についてお尋ねいたします。その第1点は、地権者へのご協力依頼と、

用地買収に着手される時期、第2点は公用地取得業務等に地区市民セ‘ノタ

ーが果たす役割は何か、この2点でございます。

この事業の推進については理事者側は熱意を持って整備の手順を決定い

ただき、着々と推進されている点、敬意を表したいと思います。本事業の

推進にご苦労を煩わせている中でも、特に地権者のご理解、ご協力をお願

いし、買収の決着までには相当の日時を要すると考えられ、早急に地権者

に接触する時期が到来していると思います。この場合及び環境技術移転セ

ソター用地買収の場合等に、地区市民セ‘ノターは地域振興の拠点として、

これら事業の推進上、地区住民の協力を最も得やすい立場にあるので、、そ
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の活動を期待したいが、市条例にうたってある抽象的表記でない、具体化

された任務の内容について承りたいと思います。

この駅前広場事業は交通問題の解決だけでなく、研究学圏都市の玄関と

しての住民の期待は大きく膨らんでおります。

以上、質問の要点は、広場用地買収に着手する時期、地区市民セ‘ノター

が果たすべき役割について承るとともに、特に当面の諸問題については、

地区市民セ‘ノターを含めて慎重に対処されるよう要望いたしておきます。

これで第1回目の質問を終わります。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 図書館の移転問題、同時に丹羽文雄記念館の新設

についてのご提言をいただいたわけでありますが、現在の図書館が規模を

拡大しようと思いましても、あるいは駐車場を確保しようといたしまして

も、現在の敷地内では少し無理であろう。さりとてまた隣接用地の確保も

困難な状況でありますので、適地への移転を検討しなければならないなと

いうふうに考えておるところでございますが、基本計画では最終年度でそ

．の調査をすることになっております。それまで待てるかどうかという問題

がありますので、なお改めてよく検討をいたして、図書館の移転等につい

ての調査を進めてまいりたいというふうに思っている段階でありますがヽ

同時に先ほどご指摘のありましたように、 62年度に郷土作家記念館のあり

方について種々研究をしていただきました。郷土作家と言えば丹羽文雄さ

ん、さらには田村泰次郎さん、伊藤桂ーさん、近藤啓太郎さんというよう

な方々が見えるわけでございますが、それらの作家の方々の書籍、あるい

は資料等も現在は丹羽文雄さんを記念しております図書館内に同時に収集、

展示をいたしておるわけでありますが、総数が約7,700点ということにな

っておりまして、スペース的に見ましても非常に手狭の感は逃れません。

したがって、これらのことを考えまして、先ほどお話のありましたように、
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やはりこれは別途の独立の館として設立をしなければならないというふう

に考えておりますので、図書館の移転問題とあわせて今後検討を進めてい

くということをお約束をいたしたいというふうに思っているところであり

ます。

以上、記念館については私からご答弁申し上げました。 I 

〇議長（山本勝君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） 続きまして、プレハプ教室と空き教室の活用に

ついてお答えさせていただきます。

学校施設整備の基本となるものは、将来にわたって学級数の把握であり

ますが、学級数は地域の社会状況によりまして著しい変化を伴います。ご

指摘の川島小学校内の団地建設による児童数の推計の予測は、総数では大

きな誤差はなかったのでございますが、 1年生と4年生という一部の学年

に児童が偏ったために、当初平成3年度から対応できれば、工事の計画が

できればと進めておりましたのですが、急逮図書室を普通教室へ変換する

工事を早めましたために、特別教室等が竣工する平成2年2学期までの間、

図書室をプレハプで代用しなければならないという結果になり、大変ご迷

惑をおかけしましたことにつきましてはおわぴを申し上げます。

なお、この川島小学校の新しい図書室を利用していただきますのは、 2

学期からでございますが、これをもちまして一応プレハプ教室の解消とい

う予定でございます。各学年の正確な児童生徒数の推計といいますのは、

川島小学校の例をとってみましても大変難しい点がございますが、団地の

分譲計画等のより正確な把握に努めまして、施設整備に万全を期していく

よう、今後さらに一層の努力をしてまいりますので、ご理解をいただきた

いと存じます。

それから、空き教室の利用でございますが、本年度の空き教室数の状況

を申しますと、小学校40校中10校で15教室、それから中学校では21校中6
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校で9教室となっております。普通教室の余剰については個々の学校によ

って差がございますが、例えば中部西小学校に国際資料館、、あるいは海蔵

小学校、羽津北小学校あるいは羽津中学校に陶芸教室、あるいは富田小学

校の郷土資料館などの国際理解教育や地域の特色を生かした教育などにそ

れぞれ工夫をして活用いたしております。

しかしながら、こういった空き教室の活用と同時に、例えばパゾコソ教

室といったような将来の教育課程、あるいは教育内容に即した長期的な学

校施設の整備計画も立てていく必要もあり、これらを総合的に判祈する中

で、ご指摘の空き教室の活用について十分に検討してまいりたいと存じま

す。

←なお、小学校につきましては、空き教室、＇、特別教室等を活用しながら、

平成4年度までに開放に必要な空調設備等の整備を全校において実施して

いく計画でございます。

最後に、スポーツ広場の確保について触れさせていただきます。各地区

における民間、公共の未利用地について調査、検討してまいりましたが、

いざスポーツ広場の適地としてどうかということになりますと、規模等で

なかなか条件的にも難しい問題が出てまいります。また民間の末利用地に

つきましては、昨今の土地事情もございまして、地権者のご理解を得るの

が難しい状況にございます。''' ' 

しかしながら、公共用地につきましては、平成元年度において河原田町

地内におきまして、建設省の所管いたします鈴鹿川河川敷を借り受けまし

て、野球場1面、ソフトボール場1面、グラウソドゴルフ場1カ所を整備

することができました。この7月より市民の皆様にご利用していただける

予定でおります。今後とも用地の確保につきましては、鋭意努力をしてま

いりたいと存じますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕
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〇都市計画部長（前川鉦一君） 開発と環境問題につきましてご質問いた

だきましたので、お答え申し上げます。

現在、本市におきましては、ご承知のように、自治体や民間による大規

模な開発が各地において計画あるいは実施をされているところでございま

す。ご質問の開発区域周辺地域への雨水による影響予測についてでござい

ますが、いかなる開発といいましても、災害とか、あるいはまた公害の原

因となってはならないというふうに考えておるところでございます。開発

行為における雨水排水対策につきましては、基本的に開発区域内に降った

雨7ょといったものはすべて各流域ごとに下流の河川の流下能力、これに応

じた形で調整池を設けまして、徐々に河川へ排水すると、こういうような

形での指導に当たっているところでございます。もちろん開発行為に伴う

流域面積の変更は、河川の整備計画に支障を及ぼす重要な原因ともなるわ

けでございますので＼原則的には認めておらないところでございます。

また、下流部の水路につきましても、未整備のものにつきましては、開

発に伴いまして改修するよう強く指導に当たっておるところでございます。

なお、開発区域周辺におきまして、高さの関係などから調整池へ直接導

入できない、例えばのり面、こういったようなものがあるわけでございま

して、こ ・ものの排水につきましては、例外として周辺地域に被害を

及匠さないといった範囲でのり地に排水路を設けるなどいたしまして、既

設水路への放流を認めておるといった状況で指導に当たっておるわけでご

ざいます。

降雨量の調査につきましてお尋ねがあったわけでございますが、開発区

域ごとの現地調査はいたしてはおらないわけでございますが、過去の降雨

データ、こういったものをもとにいたしまして、三重県が定めております

地域ごとの計画降雨量、こういうものに基づきまして、開発に伴う排水施

設、調整池の規模、こういったものを私の方としましては、開発者に対し

て強く指導をいたしておるわけでございます。
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今後の開発につきましては、ただいまご指摘をいただきました計画段階

での防水診断、開発と雨との関係についての調査診断、こういった点につ

きましては、今後十分ご趣旨を踏まえまして、十分でない点につきまして

は、さらに今後検討を加えるなどいたしまして、周辺地域に被害を及ぼす

ことのないよう厳しく審査、指導に当たってまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本勝君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） 過去における提言への対応のうちにヘリコ

プター構想のその後の取り組みについてまずお答えをさせていただきます。

昭和62年6月、既にご承知のとおり策定されました四全総におきまして、

国がヘリポート整備を地域航空の輸送手段導入の一環として位置づけられ

ましたことから、ヘリポート整備に取り組む自治体が増加してきておりま

す。これを受けて三重県におきましても、こうした背景を踏まえてヘリ輸

送を促進するに当たって基盤となるヘリボート整備のあり方や、あるいは

ヘリコミューターの効果等の問題につきまして、先般調査報告書を取りま

とめられたところでございます。それによればヘリポートは消防、救急等

の公共活動を初め、企業活動や、あるいはリゾート、イベ‘ノトなどへのヘ

リ活用の拠点となるものでございまして、地域の社会経済活動を支援する

社会資本整備の一環としてとらえることが必要である、こういうことで指

摘がされております。

ヘリポートの配置計画については、県下のヘリ運行の拠点となるいわゆ

るメーソヘリポートのほか、常時離着陸のできるサテライトヘリポートや、

あるいはヘリストップを計画的に整備していくことが望ましい。

また、ヘリネットワークにつきましては、その運行に問題点も多いが、

将来に向けて県内外とのヘリネットワークの構築を検討する必要がある、

こういうことでの指摘でございます。
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そこで、私どもといたしましても、将来鈴鹿山薦研究学園都市あるいは

また中部新国際空港やリニア中央新幹線とのアクセス手段、それから交通

網としてヘリポート及びヘリネッ→トワーク等の重要性は十分に認識してお

るところでございますが、現時点におきましては、ヘリは大量輸送ができ

ずに、また強く気象条件に左右されるため、あるいはさらにはコスト高と

なるということとあわせまして、安全面での問題点もあり、採算に合う需

要が望めないということで、ヘリコミューター事業が大きな壁に突き当た

っておるというのが現状でございます。

県におきましても調査報告書がまとめられたばかりでございまして、ま

だ具体的な事業計画の段階には至っておりません。そして、本市といたし

ましても、これまでいろいろと情報収集に努めてきたところでございます

が、ヘリポート及びヘリネットワークの抱える諸課題を考えてみますと、

なかなか早期の実現は困難な条件にあるのではないかというふうに思って

おるわけでございますが、将来の展望を踏まえまして、既に本市におきま

しても先ほどご指摘ございましたが、昨年3月25日付で中部新国際空港の

建設に関連をいたしまして、西部丘陵地帯からのヘリコプターによる輸送

の可能性に触れまして、本県において最も人口あるいは産業集積の高い本

市からのアクセスを優先的に考えてほしいということで知事あてに要望を

しておるところでございます。本件につきましては、今後とも引き続き情

報収集を行うとともに、県と連携を密にしながらこのテーマについて注視

をしていきたいというふうに考えておるところでございます。

それから次に、桜地区の諸問題のうち財産区の移管の問題に関しまして、

市の姿勢の問題についていろいろとご指導をちょうだいいたしました。こ

の桜財産区につきましては、鈴鹿山龍研究学園都市構想の一環といたしま

して、産業技術の中核圏を形成する重要なプロジェクトとして位置づけを

いたしておりますことにつきましてはご承知のとおりでございます。

この事業の推進に当たりましては、 SORの誘致展開後の取り組みとい
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たしまして、昨年6月来地区連合自治会ゞあるいは桜地区の地域開発対策

委員会、財産区管理会等々、再三にわたって協議をし、＼ご相談を申し上げ

てきたところでございます。その結果を踏まえまして、昨年の12月27日付

で桜財産区地域開発対策委員会長並ぴに桜地区連合自治会長名で、 「桜財

産区を鈴鹿山薦研究学園都市建設用地として貴職が推進されておる計画に

基づいてご活用いただくことに同意いたします」こういう文書をちょうだ

いいたしてきたところでございます。

そして、現在桜財産区用地の市への移管問題につきましても、引き続き

意見調整が図られている段階でございます。しかしその取り組みにつきま

して、不十分な部分があるとのご指摘につきましては十分に反省をさせて

いただきまして、今後とも地区市民セソターともより連携を密にしながら

対処をしてまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしまし

ても、貴重な財産を有効活用させていただくわけでございますから、さき

に申し上げました自治会を初めとする地元の皆様方のご理解を得ることが

何よりも重要でございます。そして、早期に財産区管理会の同意手続をい

ただけるように今後とも努力をいたす所存でございますので、よろしくご

理解のほどお願いを申し上げたいと思います。

それから、桜の駅前広場の整備につきまして、私の方からお答えをさせ

ていただきます。

この問題につきましては、本年度に入りまして、広場計画を推進するた

めの手法を含めまして、関係自治会と協議を進めさせていただいておると

ころでございますが、今後順次地権者の方々への計画説明、あるいは用地

交渉に入ることといたしております。いずれにいたしましても、地元のご

協力、ご理解を得た上で整備を進めてまいりたいというふうに考えており

ますが、その時期につきましては、 12月末までに対処していきたいという

ふうに考えておるところでございます。

それからまた、いわゆる地区の諸問題に関連いたしまして、地区市民セ
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ソクーと自治会とのかかわり、あるいは公共用地取得業務における地区市

民セソターの果たす役割ということでのご質問をちょうだいいたしました。

まず、地区市民セソターと自治会とのかかわりについてでございます。

自治会は、ご承知のとおり地域住民が世帯単位で加入する包括的な住民組

織でございます。組から単位自治会、それから連合自治会、地区連合自治

会への組織的な広がりを持っておりまして、それぞれが規約に基づき役割

を果たしておりますことはご指摘のとおりでございます。桜地区におきま

しても、→このような自治会組織となっておりまして、行政施策を推進する

に当たりまして，いろいろご協力をいただいておるところでございますが、

その事業や課題が地域全体に及ぶもの、あるいは町単位だけのものなど千

差万別でございます。

したがいまして、地区市民セソターではそれぞれのケースに基づいて地

区連合自治会にご相談をしたり、あるいは必要に応じて各連合自治会、ま

たは町自治会にご相談をさせていただきながら、地域住民との間にそごが

生じないように配慮をいたしておるところでございます。今後もこれらを

踏まえてより一層意を尽くしていく必要があろうというふうに存じており

ます。

次に、公共用地の取得業務における地区市民セソターが果たす役割につ

いてでございます。1 本年度におきましても、市内各地域で多くの事業を計

画しておりますが、各地域において事業を進めるに当たりましては、地域

住民の方々とのコミュニケーショソを図り、十分な意見調整を行うという

ことが極めて大切でございます。

したがいまして、この事業を主管する部局は、当然のことでございます

が、ご提言いただきましたように、地区市民セ‘ノターも主管部局と密接に

連携をとりながら、地域の中での諸問題について合意形成のための必要な

調整を行うことが重要な役割の一つであるというふうに考えておるところ

でございます。
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特に、地区市民セソターは地城行政の拠点施設として地域の諸問題や住

民ニーズを的確に把握して、地域の声を行政に反映させるということと同

時に主管部局の実施する事業を地域でサポートしていくことが強く求めら

れておるものでございます。この重要な役割を明確にするために、本庁各

部局が地域施策を計画実施する際には、地区市民セ‘ノターの意見を十分に

聞くこと、また地域施策の円滑な推進を図るために地区市民セ‘ノターは必

要な地元調整を行うべきことを、昨年11月に地域行政の推進に関する要綱

として定めて、その運用を現在行ってきておるところでございます。

また、地域で大きな事業を実施する場合におきましては、それぞれの地

区市民セソターの館長にもそのプロジェクトに参画をしてもらう、いわゆ

るプロジェクトの 1員として横断的な組織体制で一応臨んでおるというこ

とでございまして、用地買収の際には地元への説明会に出席をしたり、あ

るいは地権者と主管部局とのパイプ役になるなど、積極的にその役割を果

たしてもらっております。

しかし、時として地区市民セソターの役割は、いわゆる責任の度合いな

り、あるいは権限あるいはまた役割分担が不透明になってしまうおそれも

生じないとは限りませんので、その辺については今後とも十分に留意をい

たしまして、今後におきましても、本庁各主管部局と地区市民セソターが

一層連携を図って、地域施策が円滑に推進できるように努めてまいりたい

と存じます。

以上、建設部あるいは市民部の所管する関係部分を含めてお答えをさせ

ていただきました。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） 先ほどご一緒にご答弁を申し上げるとこ

ろを落としました。大変ご無礼をいたしました。

近鉄四日市駅前の広場の整備の問題につきましてお答えをさせていただ
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きます。

近鉄四日市駅前広場の整備につきましては、歩行者の方々の通行や、車

の乗降スペースの確保、さらには東西両地区の回遊性、あるいはバスやタ

クシー乗り場の整備、景観上の問題など、いろいろな課題があるわけでご

ざいます。したがいまして、早期に事業化を図るべく種々検討いたしてま

いったところでございまして、去る63年の 3月議会におきましてもご指摘

をいただいたところでございます。

ところがその後、ご承知のように駅西のアミューズフォーラム21の具体

化に伴いまして、駅東地域における商業者の方々より駐車場整備に関する

要望が出されてまいりまして、市議会におきましても、その請願が採択さ

れたところでございます。

したがいまして、その後駅前広場や駐車場などの都市基盤整備につきま

して、駅西開発や地区更新計画など、都市開発との整合を持たせながら、

総合的に検討を重ねてまいっているところでございます。

先日来、いろいろとご質問もいただいておりまして、ご答弁も申し上げ

ておるわけでございますが、駐車場の問題や地区更新計画につきましては、

それぞれの設けました調査委員会におきまして、おおむねの方向も示され

てまいっておるところでございますので、駅前広場の問題につきましても、

これらの結果を踏まえまして、早急に結論を出してまいりたい。中央通り

の修景整備につきましても、あわせこの施設整備の概要が定まった段階に

おきまして、方針を定めてまいりたいというふうに考えておるわけでござ

いますので、いましばらくお時間をちょうだいいたしたいと思うわけでご

ざいます。

〇議長（山本勝君） 商工部長。

〔商工部長（佐々木龍夫君）登壇）

〇商工部長（佐々木龍夫君） 観光懇話会の提言を受けてどのような対応

をしたかと、こういうご質問でございます。鈴鹿山麓一帯に関する部分で
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は、広い地域でございますので、ネットワーク化を図る、そういう強調さ

れた項目がございまして、そのほか掘光資源の創出と観光促進、地域活性

化の面からも重要なことである、こういう提言でございました。

これを受けまして、緑豊かな自然を十分に満喫していただくために、ネ

ットワークづくりを進めてまいっておりますが、これは計画でございます

けれども、スポーツラソドを起点といたしまして、野外活動セソター、少

年自然の家、あるいは幸福村等、それぞれの拠点を結ぶことでございます。

一番奥には楓谷ですとか、笠宮妻峡等もございますが、さらに南しの方には椿

神社、北の方には湯の山等もございますので、そういったところを広域的

に結ぴまして、サイクリソグやハイキ‘ノグのできるような構想を設定した

ぃ、そういうふうに考えております。

それから、当然そのためには案内道標等が必要になりますので、東海自

然歩道の道標の修復等も行っているわけでございますが、さらには観光マ

ップの作成等も計画的に進めたい、＂そういうふうに思っております。

それから、施設整備でございますけれども、スボーツラソドにはちぴっ

子プールや、あるいは青少年野外活動セ‘ノターには野外施設等の整備も昨

年、一昨年ということで進めております。それから宮妻峡周辺につきまし

ては、昨年度は宮妻ヒュッテの附帯施設の改修事業、そういったことを推

し進め、今年度は宮妻峡に至る道路の改良をしよう、こういうことを進め

ております。今後逐次計画的に進めていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

〇議長（山本勝君） 伊藤正数議員。，

〔伊藤正数君登壇〕

〇伊藤正数君 ご答弁ありがとうございました。

1点目の丹羽文雄記念館及ぴ図書館の移転につきましては、市長の前向

きなご答弁をいただいたというふうに理解をいたしておきますけれども、

先ほど質問の中にもありました過去における提言への対応ということはこ
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れからも私なりに進めていきたいと、このように思っておりますので、ひ

とつ言葉は悪いですが、ほうりつ放しのような形をとらないでいただくよ

う、お願いをしておきたいなと、このように思います。

特に、先ほど市長公室長からご答弁のありましたヘリポートの件につき

ましては、やっておるようなご答弁をいただきましたが、私はやっていな

いというふうに理解をいたしておりますので、県の調査資料もここに持っ

てきております。ひとつよろしくお願いをいたしたいなと、このように思

います。

あと、いろいろご答弁の中身につきましてはお聞きしたい点もございま

すが、時間の関係で後ほど部局へお伺いにいくということにいたしておき

ます。

ただ、先ほど桜地区財産区の件の問題でございますが、財産区の円滑な

移管は、桜地区内自治会の意見や移管に伴う諸事項を調整いただくことは

結構でございますが、その調整事項に対応される市の明確な意向をもって

話し合われたい。地元から意見を聞くだけでなしに、市は市なりにこうし

ていきたいなという意見を持っていって、地元と話し合っていただきたい、

このようなことをご要望申し上げまして質問を終わらせていただきます。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 伊藤信一議員。

〔伊藤信一君登壇〕

〇伊藤信一君伊藤正数議員の質問に関連して、市長からお考えを述べて

いただきたいと思います。

その問題は先ほど教育長から説明のありました丹羽文雄先生の文庫の問

題でございますが、その問題につきましては、教育長から非常に難しいと

いうお話もございましたけれども、皆様ご承知のように、終戦後四日市は

経済の町でございますので、文化不毛の町だといって相当市民から批判が

あったのでございます。しかし、その批判も文化会館ができ、さらにあさ
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けリージョソプラザができ、加えて地区市民セ‘ノターの中に公民館ができ、

一挙に文化活動は燃え上がるような勢いで盛んになってまいったことは皆

さんご承知のとおりでございます。

施設は活動の一つの原点ではないかと思います。今申し上げております

丹羽文雄先生の問題につきましても、図書館が狭いからという理由ではな

くて、丹羽文雄先生の文庫をもしも外で独立した施設にした場合にどうい

う効果があらわれるかどうかは、私は余りはっきり理解しておりませんけ

れども、先ほど申しましたように、施設が活動の原点ということになれば、

違った形のものが生まれてくるのではなかろうかと思います。その点につ

いて最近どの市町でもいろいろなものがつくられております。先ほど伊藤

正数議員の話がありましたように、宮沢賢治の館、あるいは私たちが昨秋

九州に参りましたときに、大川市で古賀政男先生の記念館などを見てまい

ったのでございます。そういうところを見ますと、相当効果が多いのでは

なかろうかと思いますので、ひとつ市長さんのお考えをお聞きいたしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（山本勝君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 図書館の移動、移転ということも必要ですし、同

時に丹羽文雄先生、その他郷土作家を顕彰する会館はそれとは別に建てた

いと、こういうことで調査をしたいという答弁を申し上げたつもりでおっ

たのですが、図書館が狭いから郷土作家の資料館は別に建てるんですとい

う意味で申し上げたつもりはありませんので、その点をご理解をいただき

たいなというふうに思います。

〇議長（山本 勝君） これをもって一般質問を終了いたします。

日程第2 議案第60号ないし議案第75号

〇議長（山本 勝君） 日程第2、議案第60号四日市市手数料徴収条例の
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一部改正について、ないし議案第75号町の区域の変更についての16件を一

括議題といたします。

これより質疑に入ります。

発言を許します。

小井道夫議員。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君議案第61号についてお尋ねをいたします。

この条例制定の中で、第3条市長の責務というところがございますけれ

ども、この条例全体は東京都の関係条例を参考にされたと聞いております

けれども、なぜ未然防止の努力について規定をしてなかったのかというこ

とですね。この点、明らかにしていただきたいと思います。

それから、第4条第1項で、建築主の責務となっております。ここでも

未然にというのが省けておりますけれども、とにかく紛争防止のために、

中高層建築物等の建築を計画するに当たっては云々とありますけれども、

それは具体的にはどういうことを意味するんだろうかと。先ほどの市長の

未然防止の努力という規定を削除したこと、できれば入れてほしいと思う

んですが、そういうこととあわせて紛争を防止するためのいわばいろんな

基準といいますか、四日市独自の基準といいますか、そういうものを設け

るべきではないのか。

3月議会で、片岡助役の答弁では建築主に対する勧告や指導内容を明確

にするというふうなことを答弁の中で述べられております。したがいまし

て、未然防止という面からの努力と、それから紛争が生じた場合の勧告、

あるいは指導するという場合の内容について、何か基準的なものを具体的

に示されるのかと期待をしておったわけですけれども、それがございませ

ん。

そもそも紛争がなぜ起こるのかということを考えますと、いろいろ問題

があると思うわけですが、一般的にこの建築主というのは、国の建築関係
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等の法律を初め、既存の制度や基準にのっとって設計をして、確認申請を

してくるわけですが、それでも被害、悪影響が生ずるわけですね。そして

また紛争が起こる。これは、つまり現行制度や基準に不備があるからだと

いうことが言えると思うのです。それからまた、良好な望ましい居住環境

を確保する、よりよいまちづくりをするという面から、現行制度以上の条

件を整える必要も出ているわけですね、現実に。

したがって、紛争の未然防止とより良好な居住環境を確保する、あるい

は紛争を調停する場合、そういう場合の指導の内容として国の制度あるい

は基準にプラスアルファ、そういうものを上積みしたものを具体的に決め

て対処すべきではないのか、この点についての考え方をお聞きしておきた

いと思います。

それから、あっせんまたは調停の手続きですけれども、公開するのか非

公開にするのかもあわせて教えていただきたいと思います。、

それから、高さ10m、あるいはそれに近い高さの建築物等で、各種影響

が生じる場合、あるいは紛争が生じた場合は、この条例ではどう対処する

ことになるのか、特に工事中の騒音振動等の周辺の生活環境の及匠す影響

に関係する近隣関係住民と建築主との間の紛争は、この条例に定義してい

る中高層建築物等に近い高さのものでも起こることがあるわけですね。こ

うしたものについての対応規定はないわけですが、補強すべきことではな

いのかというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。

それから、電波障害のかかわりですけれども、この条例による近隣関係

住民についての定義の一つに、中高層建築物等の建築により電波障害の影

響を著しく受けると認められるものとあるわけですが、これの認定につい

ては、 NHKの電波障害予測図によるということのようですけれども、こ

のNHKの電波障害予測図によってほとんど全面的に電波障害の及ぶエリ

アを正確に把握することができるのかどうか、この点教えていただきたい

と思います。
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そして、最近二、三年来に建築された今度の条例に規定するような中高

層建築物等で、電波障害対策を全くとらなかったものがあるのかないのか、

それは何件ぐらいあるのか。

また同じく、この二、三年来建築された、この条例に規定するような中

高層建築物等で、電波障害対策を講じたけれども、 NHKの予測図範囲内

であって、その対策が漏れた人たち、こういう人たちが改めて問題を持ち

込んだときにどういうふうに対応することになるのか、お答えをいただき

たいと思います。最後に体制の問題ですが、電波障害対策についてはこの

3部共管で、それぞれに専門職員を配置するということでございますけれ

ども、しかしこの条例制定に基づく紛争全体の処理ということについては、

建築指導課でやられることになるんだろうと思いますが、現行の体制のも

とでは大変不十分ではないかと思いますが、この点についてはどういう配

慮をなされているのか伺いたいと思います。

〇議長（山本勝君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（前川鉦一君）登壇〕

〇都市計画部長（前川鉦一君） お答えさせていただきます。

紛争につきましてはヽ起こってから対処するのではなく、その予防に努

めるべきだといった点につきましては、ご指摘のとおりでございます。‘

そこで、本条例におきましては、建築主の建築段階の責務といたしまし

て、周辺の生活環境に及匠す影響、こういったものを十分配慮することを

課しておるわけでございます。また、その結果としての建築概要を周辺住

民に公開をする、近隣関係住民から申し出があれば説明を行う、こういっ

たことを義務づけといたしておるわけでございます。

この説明や、建築主、近隣周辺住民との話し合いの中でよりよい生活環

境がつくられていくといったことを本条例は究極の目的といたしておると

ころでございます。

中高層建築物の紛争にかかる諸問題は、現在の法体系の中では民事問題
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として位置づけがなされておるわけでございます。一律な基準に基づく法

規制を課すことがなじまないといった問題もございまして、建築主と近隣

関係住民が相互の立場を尊重しつつ、互譲の精神で話し合いをする、和解

に向け努力し、解決を図っていくという、こういった問題であろうと思っ

ております。

したがいまして、この条例は話し合いをより円滑に進め、紛争の早期解

決を図ると、こういったことで市といたしまして、これまでの要綱よりも

一歩踏み込んだ形で積極的なあっせんや調停に当たってまいりたし＼という

ことを定め、条例にさせていただいているところでございます。

市長の責務といった点につきましても，お尋ねがあったわけでございま

すが、今申し上げましたような、いわゆる予防措置といたしまして、計画

の事前公開、標識の設置、こういうことによって十分事前に住民の方々に

中身を知っていただく、こいったことを条例でもってはっきり明確化し、

義務づけて、あるいは必要に応じて説明会といったことからご理解も賜れ

るかと思いますし、またこういったことにつきましては、電波障害対策懇

話会、専門家の方々、建設省、郵政省、あるいは法律家の方、いろいろ入

っていただきまして、全国でも数少ない条例でございまして、いろいろと

そういうた方々のご意見を伺いまして、現時点ではこれが最上のものであ

ろうと、こういったことでご提案を申し上げておるわけでございますので、

ご理解賜りたいと思います。

それから、条例では地域の生活環境に影響の大きい建築物という観点か

ら、電波障害初めいろいろな問題があるわけでございます。その中でご指

摘の高さの問題でございますが、高さ10mを超える建築物を中高層建築物

というふうに指定をいたしておるわけでございます。これは第1種住居専

用地域では7mといった軒高、こういった規定もあるわけでございます。

しかし、それ以下の建築物につきましても紛争が生じるといったことも考

えるわけでございまして、本条例の趣旨にかんがみまして早期解決に向け
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て積極的な対応をいたしてまいりたいというふうに思っておるわけでござ

います。

それから、予測が適正にできるのかと、こういったお尋ねでございます。

予測に当たりましての計算の手法としましては、昭和55年にNHKが中心

となりまして開発されたものを使っておるわけでございまして、現在全国

的に認められ、使われているものでございまして、最も権威あるものとい

うふうに私どもも考えておるわけでございます。これでもって今後とも指

導に当たってまいりたいと思っております。

なお、障害対策をしていないものはどうかといったお尋ねでございまし

たが、ちょっと手元に現在資料も持っておりませんので、常任委員会にお

きまして、そういった点をご説明をさせていただきたいと思います。

〇議長（山本 勝君） これをもって質疑を終結いたします。

本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は、明日午前10時から開会されますので、念のため

申し上げます。

〇議長（山本勝君） 次に、今定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。本件を産業公営企業委員会に付託い

たします。

陳情につきましては、 2件提出がありました。

お手元に文書表を配布いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（山本 勝君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 6月26日午後2時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後2時18分散会
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会 議 録

第 5 日

（平成 2年 6月26日）



0議事日、程第5号

平成2年6月26日（火） 午後2時開議

第1 議ヽ案第60号ないし議案第75号 ………………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 議案第76号人権擁護委員の推薦について ………… 説明・質疑

討論・採決

第3 発議第6号農業委員会委員の推薦について 説明・質疑

討論・採決

第4 委員会報告第3号請願の審査結果について ……… 採否決定

第5 発議第7号及ぴ発議第8号 ・…………………………… 説明・質疑ヽ

討論・採決

発議第7号 老人医療費に対する国庫負担率の引き上げに関する

意見書の提出について

発議第8号 「ゆとり宜言」を求める意見書の提出について

第6 発議第9号 「ゆとり宜言」に関する決議について……説明・質疑

討論・採決

第7 発議第10号 四日市市議会特別委員会の設置について

第8 常任委員会の閉会中の継続調査について

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (38名）

青山弘忠

小井道夫

伊藤信

伊藤正数
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伊藤雅敏 水野幹郎

宇野長好 毛利道哉

大島武雄 森 真寿朗

大谷茂生 森 安吉

川村幸善 山口 孝

喜多野 等 山路 剛

久保博正 山本 勝

小林］＾博次 〇欠席議員 (1名）

後藤長六 渡辺 彦

坂口正次

佐藤晃久 〇出席議事説明者

，田中 武 市 長 加藤寛嗣

田中俊行 助 役 片岡

田中基介 助 役 加藤宣雄

谷口廣睦 収 入 役 毛利道男

豊田忠正 調 整 監 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 栗本春樹

野＿崎 洋 総務部長 石川徹夫

野呂平和 財政部長 鈴木 美

橋本- 茂 市民部長 米津正夫

橋本増蔵 福祉部長 田中昌治

長谷川昭雄 商工部長 佐々木龍夫

古市元一 農林水産部長 黒田昭公

堀内弘士 環境部長 鵜飼 滋

前川辰男 都市計画部長 前川鉦

益田 力 建設部長 竹村二郎

水野和子 下水道部長 西田喜大
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消 防 長 島村 隆

消防次長 浜谷敏彦

病院事務長 中村 督

水道事業管理者 奥山武助

水道局次長 藤田高司

教 育 長 岡田久江

教育次長 宮田 勉

一代表監査委員 樋尾 裕

0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 事 井上紀久夫

主 事 水谷正昭

午後2時2分開議

〇議長（山本勝君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は37名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第
5号によ．

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 議案第60号ないし議案第75号

〇議長（山本 勝君） 日程第1、議案第60号四日市市手数料徴収条
例の
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一部改正についてないし議案第75号町の区域の変更についての1
6件を一括

議題といたします。

本件に関する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いいたします。

伊藤雅敏議員。

〔総務委員長（伊藤雅敏君）登壇）

〇総務委員長（伊藤雅敏君） それでは、総務委員会に付託さ
れました関

係議案につきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し
上げます。

まず、議案第60号四日市市手数料徴収条例の一部改正についてでありま

す。

本件は、国民年金、厚生年金等公的年金の受給権者の現況届け
等に係る

証明手数料を無料化しようとするものであります。

当委員会は、本条例改正による 1件当たりの負担軽減額は 200円と少
額

ではあるものの、本格的な高齢化社会の到来を間近に控えて、
公的年金の

受給権者の負担を少しでも軽減させることは極めて大きな意義
があること

から、本市議会が去る 3月定例会で採択した請願の趣旨を踏まえて
いち早

くこれを実行に移した理事者の英断を高く評価し、これを了とい
たしまし

た。

次に、議案第62号ないし議案第70号の工事請負契約の締結につい
てであ

ります。

学校施設の建築工事においては、児童生徒の安全対策に万全を
期すると

ともに、体育等の授業の支障にならないよう配慮すべきことを
指摘しまし

た。

また、公共施設の設計に対しては、デザイソを奇抜にするなど
、いたず

らに流行を追うのではなく、真に利用者の立場に立った構造とす
るための

チェック機関の設置を検討すべきであるとの意見がありました。

そのほか学校施設建築工事のエ期について意見がありました。
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議案第72号動産の取得については、別段異議はありませんでした。

議案第73号四日市市と桑名市との境界の一部変更については、四日市市

伊坂土地区画整理事業と桑名市赤尾土地区画整理事業の施行に伴い、本市

と桑名市との境界の一部を変更しようとするものであり、別段異議はなか

ったのでありますが、本市と隣接市町との境界については入り組んで複雑

なところがあることから、関係者の理解と協力を得て境界の整理に努めて

いくべきであるとの意見がありました。

議案第74号あらたに生じた土地の確認について及ぴ議案第75号町の区域

の変更については、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案については、い

ずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

これをもちまして、総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（山本勝君） 次に、建設委員長にお願いいたします。

長谷川昭雄議員。

〔建設委員長（長谷川昭雄君）登壇〕

〇建設委員長（長谷川昭雄君） 建設委員会に付託されました関係議案に

つきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第61号四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調

整に関する条例の制定については、市民生活における良好な近隣関係と健

全な生活環境を維持するため、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と

調整を図ることを目的として条例を制定しようとするものであります。

理事者からは、 「昭和64年 1月1日から四日市市中高層建築物指導要綱，

に基づき、紛争の未然防止に努力してきたところであるが、行政指導をよ

り実効あるものとするため、新たにあっせん、調停制度を設け、条例化し

ようとするものである。また、中高層建築物等の建築に係る問題は、本来

民事上の問題であることから、当時者間の話し合いによる解決を基本とし
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て、市は当事者相互の立場を尊重し、互譲の精神を持って自主的な解決が

図られるよう、側面から協力していきたい」との説明がありました。

当委員会といたしましては、東海地方の自治体の中で本市が初の条例制

定都市となることから、条例を施行していく中で種々の問題が生じた場合、

適正かつ迅速に対応できるよう万全の態勢で臨むことを強く要望いたしま

した。

あわせて、当条例がより拘束力のあるものとするため、市内における電

波障害の現状を把握するよう要望いたしました。

また、一部委員より、通風及ぴ採光の阻害基準を設けるべきとの意見が

ありました。

次に、議案第71号委託協定の締結については、諏訪公園雨水調整池建設

工事を日本下水道事業団に委託しようとするものであり、別段異議はあり

ませんでしたが、工事施工に当たっては、周辺道路における交通の配慮を

行うこと、同公園内の公衆便所の改築に際しては、都市のアメニティの一

部であるとの認識のもと、景観に合った建物にすべきことを要望いたしま

した。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

これをもちまして、建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（山本 勝君） 委員長の報告はお聞き及びのとおりであります。

委員長の報告に対し、ご質問がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 、 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いた

します。

本件につきましては討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより本件を採決いたします。
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本件に対する委員長の報告は可決であります。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ことに決しました。

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、～本件は可決され

ました。
日程第3 発議第6号 農業委員会委員の推薦について

日程第2 議案第76号 人権擁護委員の推薦について

〇議長（山本 勝君） 日程第2、議案第76号人権擁護委員の推薦につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました議案についてご説明申し

上げます。

議案第76号は、四日市地区の人権擁護委員のうち、去る 5月14日に任期

満了となりました河村三郎氏、清水稔子氏、清水嘉吉氏及ぴ村山仲ー氏を

引き続き推薦いたしたいと存じ、提案するものであります。

なお、各氏の経歴はお手元の履歴書のとおりであります。

どうかよろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山本 勝君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本 勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は同意することにご異議ありませんか。
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〇議長（山本 勝君） 日程第3、発議第6号農業委員会委員の推薦につ

いてを議題といたします。

本件は、川村幸善議員、堀内弘士議員、森真寿朗議員の一身上に関する

事件でありますので、地方自治法第 117条の規定により、 3名の皆さんの

退席を求めます。

〔川村幸善君、堀内弘士君、森真寿朗君退場〕

〇議長（山本勝君） 本件は農業委員会等に関する法律第12条第2号の

規定に基づき、農業委員会委員を5名推薦しようとするものであります。

おはかりいたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

〔川村幸善君、堀内弘士君、森真寿朗君着席〕

日程第4 委員会報告第3号 請願の審査結果について

〇議長（山本 勝君） 日程第4、委員会報告第3号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査報告に対しご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。
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これより本件を採決いたします。

本件は委員会報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会報

告のとおり決しました。→

日程第5 発議第7号 老人医療費に対する国庫負担率の引き上げに関

する意見書の提出について及び発議第8号 「ゆとり宣言」を求める意見

書の提出について

〇議長（山本 勝君） 日程第5、発議第7号老人医療費に対する国庫負

担率の引き上げに関する意見書の提出について及ぴ発議第8号「ゆとり宜

言」を求める意見書の提出についてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

久保博正議員。

〔久保博正君登壇〕

〇久保博正君 発議第7号老人医療費に対する国庫負担率の引き上げに関

する意見書の提出につきまして、発議者を代表して提出理由を申し上げま

す。

近年、急速な高齢化の進展により、医療費に占める老人医療費の割合は

年々増加の傾向にあります。これに伴い、各医療保険制度からの拠出金も

増え、各医療保険制度の財政が悪化し、保険料の引き上げが余儀なくされ

ている状況となっております。

そこで、政府に対し、老人保健制度の安定化と各医療保険制度の負担抑

制を図る見地から、お手元の意見書を提出しようとするものであります。

どうかよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本勝君） 小井道夫議員。

〔小井道夫君登壇〕
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〇小井道夫君発議第8号「ゆとり宜言」を求める意見書の提出について、

発議者を代表して提案理由を申し上げます。

我が国の労働時間は、経済先進国としての地位を確立した今日でも、欧

米先進国と比べると非常に長く、国民は真の豊さを実感できないばかりか、

国際的にも批判の的となっているのが現状であります。

そこで、政府に対して、すべての国民が職場と家庭において「ゆとり」

を実現できるよう「ゆとり宜言」を行い、労働時間の短縮等種々の条件整

備を求める意見書を提出しようとするものであります。

よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本 勝君） 提出者の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

〇議長（山本 勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第6 発議第9号 「ゆとり宣言」に関する決議について

〇議長（山本 勝君） 日程第6、発議第9号「ゆとり宜言」に関する決

議についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

森真寿朗議員。

〔森真寿朗君登壇〕

〇森真寿朗君発議第9号「ゆとり宣言」に関する決議について、発議
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者を代表して提案理由のご説明を申し上げます。

本件につきましては、先ほど可決されました発議第8号「ゆとり宜言」

を求める意見書と同一の趣旨に基づき、四日市市議会として、お手元に配

付させていただきました内容により、決議を行おうとするものであります。

どうかよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（山本 勝君） 提出者の説明はお聞き及ぴのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

〇議長（山本勝君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第7 発議第10号 四日市市議会特別委員会の設置について

〇議長（山本 勝君） 日程第7、発議第10号四日市市議会特別委員会の

設置についてを議題といたします。

おはかりいたします。本市議会に電波障害対策など情報化社会の推進に

関する調査研究のため、 9名の委員をもって構成する電波障害対策特別委

員会、リニア新幹線・中部新国際空港建設に伴う交通体系等の整備に関す

る調査研究のため、 9名の委員をもって構成するリニア新幹線・中部新国

際空港対策特別委員会、四日市港を含むレジャー施設整備に関する調査研

究のため、 10名の委員をもって構成するレジャー施設整備特別委員会及ぴ

市内基幹道路及ぴ第2名神高速道路イソターチェソジ等幹線道路網の整備

に関する調査研究のため、 10名の委員をもって構成する基幹道路網整備特
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別委員会を設置することにいたしたいと思います。

なお、各特別委員会は閉会中も調査研究ができるものとし、かつ調査屈

究の終了するまで存続することにいたしたいと思います。これにご異議虎

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山本勝君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決し

ました。

この際、各特別委員会の委員の選任を行います。

おはかりいたします。委員会条例第6条の規定により、

電波障害対策特別委員会委員に、

小井道夫議員久保博正議員小林博次議員佐藤晃久議員

田中武議員野崎洋議員長谷川昭雄議員堀内弘士議員

森安吉議員

リニア新幹線・中部新国際空港対策特別委員会委員に、

青山弘忠議員伊藤信一議員伊藤雅敏議員大島武雄議員

大谷茂生議員中村信夫議員古市元一議員山口 孝議員

山路剛議員

レジャー施設整備特別委員会委員に、

宇野長好議員川村幸善議員喜多野等議員後藤長六議員

橋本茂議員前川辰男議員益田力議員水野幹郎議員

毛利道哉議員渡辺一彦議員

基幹道路網整備特別委員会委員に、

伊藤正数議員坂口正次議員 田中俊行議員 田中基介議員

谷口廣睦議員豊田忠正議員野呂平和議員橋本増蔵議員

水野和子議員 森真寿朗議員

以上のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名い

たしました皆さんをそれぞれの特別委員会委員に選任することに決しまし

た。

この際、各特別委員会は正副委員長互選のため、委員会を開催されるよ

うお願いいたします。

電波障害対策特別委員会は第1委員会室、リニア新幹線・中部新国際空

港対策特別委員会は第2委員会室、レジャー施設整備特別委員会は第3委

員会室、基幹道路網整備特別委員会は第4委員会室でお願いいたします。

暫時休憩をいたします。

午後2時27分休憩

午後3時9分再開

〇議長（山本 勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

この際、各特別委員会における正副委員長の互選の結果を報告いたしま

す。

電波障害対策特別委員会委員長に小林博次議員、副委員長に田中武議員、

リニア新幹線・中部新国際空港対策特別委員会委員長に大島武雄議員、副

委員長に青山弘忠議員、レジャー施設整備特別委員会委員長に水野幹郎議

員、副委員長に橋本茂議員、基幹道路網整備特別委員会委員長に水野和子

議員、副委員長に豊田忠正議員、以上のとおりであります。

日程第8 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長（山本 勝君） 日程第8、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。

各常任委員長から、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査に

ついて申し出があります。

おはかりいたします。本申し出を承認することにご異議ありませんか。
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~〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（山本 勝君） ご異議なしと認めます。よって、本申し出は承認

することに決しました。

〇議長（山本 勝君） 以上で今定例会の日程はすべて終了いたしました

＇ので、会議を閉じ、平成 2年6月四日市市議会定例会を閉会いたします。

なお、この際お断り申し上げます。

お手元に配付いたしております5月臨時会の会議録の中で一部記録の脱

落がありましたので、回収の上調整し、後日改めて配付させていただきた

く思いますので、ご了承願います。

連日にわたりご苦労さまでございました。

午後3時11分閉会
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1.会期日程

地方自治法第 123条第2項の規定に基づき署名する。 2.議会運営委員会決定事項

3.議決事件等一覧表

4.一般質問通告一覧表

四日市市議会議長 ー、山 本 勝 5．議案質疑通告一覧表

6.付託議案一覧表

四日市市議会副議長 野 呂 平 和
7.意見書・決議

8.特別委員会委員一覧表

’’‘ 9.常任委員会の閉会中の継続調査項目

署 名 議 員 伊 藤` 一正 数

＇署 名 議 員 毛 利 道 哉
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平成2年 6月定例会会期日程

6月14日（木）

15日（金） ］ 
16日（土）

17日（日）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

午前10時開会 4 

報告、議案上程…説明

休 会

21日（木）

22日（金）

23日（土）

24日（日）

25日（月）

26日（火）

午後1時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

午前10時開議．

一般質問

議案質疑…委員会付託

各常任委員会，

｝休 会

午後2時開議

委員長報告…質疑、討論、採決

口追加議案上程…説明…質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

◎6月定例市議会について (2. 6. 7) 

1.会期日程 別紙のとおり

2.発言通告等の期限

(1) 一般質問 6月14日（木） 午後2時まで

（通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可）

(2) 議案質疑 6月18日（月） 午後4時まで

(3) 請 願 6月18日（月） 午後4時まで

(4) 討論•その他 6月25日（月） 正午まで

3.発言順序

(1) 一般質問

①緑水会 ②新風クラプ

④市民クラプ ⑤公明党

⑦新政クラプ ⑧清風会

(2) 議案質疑 通告時にくじにより決定

4.発言時間

(1) 一般質問（答弁を含む）

③ 政友クラブ

⑥ 日本共産党

政友クラプ 2時間20分 緑水会 2時間20分

公明党 1時間40分 新政クラプ 1時間40分

新風クラプ 1時間40分 清風会 1時間40分

市民クラプ 1時間 日本共産党 1時間

(2) 関連質問 5分以内（答弁を含まない）

(3) 議案質疑 15分以内（答弁を含む）

(4) 討 論 15分以内
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※ 一般質問の要領

① 一般質問は、一定例会議員1人当たり答弁を含め20分を基準とし、

所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会におけ

る議員 1人当たりの発言時間は、答弁を含め1時間以内とする。

② 各質問者は、通告に際して自己の持ち時間（答弁を含む）を会派

内で調整の上、質問通告書に記載する。

③ 各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

※ 関連質問の要領

① 一般質問に限る。

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員1人に限る。

③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した寵後とする。

④ 発言時間は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。
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議決事件等一覧表

〔市長提出議案〕 （17件）

議 案 名 議決結果

議案第60号 四日市市手数料徴収条例の一部改正について 1原案可決

議案第61号 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の

予防と調整に関する条例の制定について 原案可決

議案第62号工事請負契約の締結について 原案可決

ーシルバー人材セソター事務所建設工事一

議案第63号工事請負契約の締結について 1原案可決

一雨池2号幹線水路築造工事一1

議案第64号工事請負契約の締結について 1原案可決

ー北部雨水5号幹線函渠布設工事一

議案第65号工事請負契約の締結について 1原案可決
一高砂ポ‘ノプ場電気設備工事一

議案第66号工事請負契約の締結について 1原案可決

ー落合ポ‘ノプ場電気設備工事一

議案第67号工事請負契約の締結について 1原案可決

ー富洲原小学校屋内運動場改築工事一

議案第68号工事請負契約の締結について 1原案可決

ー中部中学校改築工事（建築工事）一

議案第69号工事請負契約の締結について 1原案可決

ー中部中学校改築工事（建築電気設備）

議案第70号 工事請負契約の締結について 1原案可決

ー富洲原中学校武道場技術教室新築工事一

議案第71号委託協定の締結について 原案可決

議案第72号動産の所得について 原案可決

議案第73号 四日市市と桑名市との境界の一部変更につい

て 原案可決

議案第74号 あらたに生じた土地の確認について 原案可決

議案第75号町の区域の変更について 原案可決

議案第76号人権擁護委員の推薦について 同 意

〔議員提出議案〕 （5件）

，議 案 名 議決結果

発議第6号農業委員会委員の推薦について 原案可決

発議第7号老人医療費に対する国庫負担率の引き上げに

関する意見書の提出について 原案可決

発議第8号 「ゆとり宜言」を求める意見書の提出につい

て 原案可決

発議第9号 「ゆとり宜言」に関する決議について 原案可決

発議第10号 四日市市議会特別委員会の設置について 原案可決
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〔請願〕（ 1件） 一般質問通告一覧表

件 名 請願者の住所・氏名

番号(_-……………………………………-+-------…………………………--1議決結果
紹介議員 付託委員会

＾ 
2. 6.14受理 1四日市市石原町1

「ゆとり宜言」を求める意‘ 日本労働組合総連合

見書の提出について

5
 

会三重県連合会三酒

地域協議会準備会 I採人択

議長安藤正義

中村信夫 前川辰男 I産業公営企業委員会

6

月

ー

日

）

〔報告〕（ 7件）

件 名

報告第1号平成元年度四日市市繰越明許費について

報告第2号 平成元年度四日市市事故繰越しについて

報告第3号―ー財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第4号 四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第5号 財団法人四日市市レジャー施設協会の経営状況について

報告第6号 財団法人四日市市文化振興財団の経営状況について

報告第7号 財団法人環境技術移転セ‘ノターの経営状況について

順序 氏 名 要 旨 ＇ページ

1 近鉄四日市駅周辺の活性化と

整備事業についてア
I 

緑水会 2 四日市にしかないもの

1 青山弘忠 3 市制 100周年記念事業につい 24 

（発言時間60分） て ！ 

4ー桜運動広場について

r 1 、 5 智積養水の整備について

， ＼ 

1 土地保有税と誘致条例設置に

緑水会 対する考え方について

2 喜多野 等 2 県立総合塩浜病院移転の経過 41 

（発言時間60分） と今後の進め方について

3 三重団地の諸施設に対する考

え方及ぴ対策について

1 行財政改革について

新風クラプ 2 公共投資について

3 伊藤雅マ敏 3 工業用地の更なる開発につい 51 

（発言時間60分） て

4 交通安全について
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^| 

6
 

政友クラプ

月I-4 I川村幸一善

19

日）
9
1

（発言時間60分）

1 近鉄四日市駅周辺の開発に伴

う諸問題について 72 

＾ 

5
 

政友クラプ

山路

（発言時間60分）

1一緑化の推進について

剛 12 住みよい街づくりのため市の 85 

＼区画整理事業の進め方につい 1

6

月
2
0

日

て

市民クラプ ， 1 電波障害につ、して

6 11小林博次 2 地区更新計画に基づく近鉄四 I-1 96 

（発言時間60分） ーご―日市駅周辺の再開発について

'，:  

公 明党

7 「益田｀ヵ

（発言時間50分）

1 環境問題について

2 教育問題について 115 

公明党

8 I↓毛利道哉

（発言時間50分）

1 「女流」の時代を迎えて

2 交通安全対策について

3 救急医療について

4 快適な市民生活をおくるためI: 130 

に

(1) 都心部の問題

(2) 市民生活便利帳

I 
(3) 町名

1 子どもたちに豊かな学校給食

を

(1) 食の問題

(2) 中学校給食の問題

日本共産党 2 市民のいのちを守る環境問題
I ， 水野和子 について 152 

-- （発言時間60分）.一 (1) ゴルフ場開発

(2) 東芝ハイテク工場

,3 固定資産税の評価替えについ

て
I 

4 市営住宅の駐車場と車庫証明

について

新政クラプ 1 ゴルフ場問題について

10 佐藤晃久 172 

（発言時間60分）

` 
1 教育問題について

清風会 (1) 中核文化施設

11 伊藤正数 (2) 学校施設 183 
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付託議案一覧表

（発言時間60分） 12 開発と環境問題について 〇 総務委員会

3 過去における提言への対応に 議案第60号 四日市市手数料徴収条例の一部改正について

ついて 議案第62号工事請負契約の締結について

4 桜地区の諸問題について ーシルバー人材セ‘ノター事務所建設工事一

議案第63号工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事一

議案質疑通告一覧表 議案第64号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号幹線函渠布設工事一

順序 氏 名 件

議案第65号工事請負契約の締結について

名 ＇ページ
一高砂ポ‘ノプ場電気設備工事一

1 議案第61号 四日市市中高層建

日本共産党 築物等の建築に係る紛争の予防

1 小井道夫 と調整に関する条例の制定につ 203 

議案第66号 工事請負契約の締結について

ー落合ポソプ場電気設備工事一

議案第67号工事請負契約の締結について

ー富洲原小学校屋内運動場改築工事一

いて
議案第68号工事請負契約の締結について

ー中部中学校改築工事（建築工事）一

議案第69号工事請負契約の締結について

ー中部中学校改築工事（建築電気設備）一

議案第70号工事請負契約の締結について

ー富洲原中学校武道場技術教室新築工事一

議案第72号動産の所得について

議案第73号 四日市市と桑名市との境界の一部変更について

議案第74号 あらたに生じた土地の確認について

議案第75号町の区域の変更について

〇 建設委員会

-234-
-235-



議案第61号 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関

する条例の制定について

議案第71号 委託協定の締結について

し＼し e

-- )̀ ｀ 
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老人医療費に対する国庫負担率の引き上げに関する意見書

現在、老人医療費は、医療費の一部自己負担のほか公費と各医療保険制

度からの拠出金によって賄われており、その内訳は30％を公費（国が20%、

都道府県、市町村が各5%)、70％を各医療保険制度で分担しているとこ

ろとなっております。

しかしながら、各医療保険制度においては、急速な高齢化の進展に伴う

老人医療費の増嵩傾向による保険者の拠出金の負担の増大などから、保険

料の引き上げが余儀なくされているなど極めて憂慮すべき事態に至ってお

ります。

よって、政府におかれましては、老人保健制度の安定化と各医療保険制

度の負担抑制を図る見地から同制度の改正にあたっては、老人医療費に係

る国庫負担率の引き上げ措置を講じられるよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成2年6月26日

四日市市議会議長山本 勝

関係省庁宛 （内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣、自治大臣）

「ゆとり宣言」を求める意見書

すべての国民が生活にゆとりをもち、充実した自由な時間とうるおいの

ある生活をおくることができるようにすることは、人間性豊かな社会の建

設にとってきわめて重要です。

しかし、我が国の労働時間の現状は、欧米諸国と比較して年間 200時

間から 500時間も長く、そのことが多くの勤労国民の「家庭の幸せ」づく

りの障害となり、豊かさが実現できない大きな要因となっています。

よって、政府におかれては、すべての国民が週に2日は仕事の手を休め、

時々長い休みを楽しみ、日に団槃のある暮らしがおくれるよう、 「ゆとり

宜言」を行い、労働時間の短縮、生活環境の整備等、必要な種々の条件整
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備をはかられるよう要望します。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成2年6月26日

四日市市議会議長山本 勝

関係省庁宛 （内閣総理大臣、労働大臣、自治大臣）

「ゆとり宣言」に関する決議・

我が国が、国際社会において経済大国としての地位を確立した今日、ゅ

とりとうるおいのある充実した生活を実現することは、人間性豊かな社会

の建設を進める上で極めて重要である。

しかしながら、我が国の労働時間の現状は、欧米諸国を大きく上回って

おり、豊かさが実現できない大きな要因となっている。

よって、四日市市議会は、ここに「ゆとり宣言」を行い、中小企業の振

興に一層の留意をしつつ、週休2日制普及促進、連続休暇制度の定着のた

め、労働時間の短縮、生活環境の披備等に努め、ゆとりある社会の実現を

期することを決議する。

平成2年6月26日

四日市市議会

特別委員会委員一覧表

(2. 6. 26) 

電波障害対策特別委員会 (9人）

設置目的 電波障害対策など情報化社会の推進に関する調査研究

◎小林博次 〇田中 武 小井道夫

久保博正 佐藤晃久 野崎 洋

長谷川昭雄 堀内弘士 森 安吉

リニア新幹線・中部新国際空港対策特別委員会 (9人）

設置目的 リニア新幹線・中部新国際空港建設に伴う交通体系等の整

備に関する調査研究

◎大島武雄 〇青山弘忠 伊藤信

伊藤雅敏 大谷茂生 中村信夫

古市元 山口 孝 山路 剛

レジャー施設整備特別委員会 (10人）

設置目的 四日市港を含むレジャー施設整備に関する調査研究

◎水野幹郎 〇橋本 茂 宇野長好

川村幸善 喜多野 等 後藤長六

前川辰男 益田 力 毛利道哉

渡辺 彦

基幹道路網整備特別委員会 (10人）

設置目的 市内基幹道路及び第二名神高速道路イソターチェソジ等幹線

道路網の整備に関する調査研究

◎水野和子

坂口正次

谷口廣睦

森 真寿朗

〇豊田忠正

田中俊行

野呂平和

伊藤正数

田中基介

橋本増蔵

（◎印委員長 〇副委員長）
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総務委員会 生活環境問題について

教育民生委員会

産業公営企業委員会

建設委員会
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ノーマライゼーショ‘ノについて

財政問題を中心とした当面の水道事業について

中規模を超える開発に伴うアクセス道路につい

て＇
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